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１ 事業概要 

  

１．事業の目的 

平成 29 年５月に「合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律」（通称「クリー

ンウッド法」）が施行され、同年 11月からは、同法に基づく木材関連事業者の登録が始まっ

た。このような中、木材関連事業者が同法に基づく合法性の確認等を効率的に行えるよう、

国は同法第４条に基づき、同年５月から情報提供サイト「クリーンウッド・ナビ」を公開

し、国別・地域別の違法伐採関連情報の提供を行っている。 

本事業は、今後も引続き同法の円滑な運用を推進するため、「クリーンウッド・ナビ」の

掲載情報の更新・拡充を行うとともに、掲載情報に関する事業者等からの問合せに対応す

ることを目的としている。実施した事業としては、①生産国における情報調査、②「クリ

ーンウッド・ナビ」の更新情報に関する追加コンテンツの整備及び掲載済み「国別情報」

の見直し、③「クリーンウッド・ナビ」掲載情報に関する問合せへの対応を行った。 

なお、本報告書は、①についてとりまとめたものである。 

 

２．事業実施体制 

本事業は、一般社団法人全国木材検査・研究協会と一般社団法人全国林業改良普及協会

の共同事業体が受託し、前者が生産国における情報調査を実施した。事業従事者は表 1-1

のとおりである。 

  
表 1-1 事業従事者  

氏 名 所属・役職 

小澤 眞虎人 

（事業責任者） 

専務理事兼総務部長 

佐々木 亮 調査研究部長 

大久保 尚哉 検査部課長代理兼調査研究部 

武政 有香 総務部課長代理兼調査研究部 

 

３．実施内容 

木材関連事業者が取り扱う木材等の合法性の確認を適切に実施できるよう、「クリーンウ

ッド・ナビ」に掲載するための生産国・地域における情報収集を行った。 

 

（１） 調査対象国・地域 

調査対象国候補は、クリーンウッド・ナビに掲載されている国別情報を参考に、木材

流通や関連法令に変化があった国・地域や我が国への輸入量が多い国・地域、違法伐採

問題に関して重要な国・地域から調査の実行可能性及び過去に行われた調査の実績を考

慮して、インドネシア、中国及びタイの３カ国を選定した。 

 

（２） 調査内容 

①森林の伐採段階における法令等調査  

・ 法令等の概要及び運用状況  

・ 伐採に関する許認可制度の状況及び許可証等の法令に基づく書類の概要  

・ 伐採の合法性が確認できる書類（証明システム）の事例及びその発行条件  
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②木材の流通段階における法令等調査  

・ 法令等の概要及び運用状況  

・ 木材の流通・合法性の確保に関する法令  

・ 木材・木材製品を輸入・輸出する際の法令・証明システムの概要及び事例  

③木材生産・流通状況  

・ 調査対象国の木材生産・流通の特徴  

・ 森林認証システムの導入状況  

・ 違法伐採に関する関連情報  

④その他、調査対象国において個別に調査すべき事項  

 

（３） 調査方法 

インドネシア及びタイについては、法令等の概要を文献調査により整理した上で、違

法伐採問題への対応や木材産業の実情に精通している有識者等の助言を得ながら、フォ

ーカルポイントを明らかにした上で現地調査を実施した。 

現地調査では、調査対象国・地域の行政機関、業界団体、企業等に対してヒアリング

調査を実施した。現地調査日程は表 1.2 のとおりである。 

 
表 1-2 現地調査日程 

現地調査 実施期間 

インドネシア 2023 年 12 月 17 日～12 月 22 日 

タイ 2024 年 1 月 15 日～1月 19 日 

 

中国については、ウェブサイトを利用した文献調査、国内関連企業からの聞き取り調

査を行った。 
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Ⅱ.インドネシア共和国 
 
本章の目的は、『令和３年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業』

において 2021 年に実施したインドネシアに係る調査結果も踏まえ、その後の情勢の変化や

新たな制度等について明らかにすることである。 
 
１．森林の伐採段階における法令等調査 
インドネシアで木材の合法性の確立及び木材製品の合法性の維持に係る最も重要な法令

は、2021 年２月に林業に係る規則を包括して制定された「林業施業法（2021 年政府法令

第 23 号）」1の制定を受けて環境林業大臣が同年４月に制定した「森林の管理及び森林経

営計画の作成並びに保全林及び生産林における森林利用に関する規則（2021 年環境林業

大臣規則第８号）」2である3。 

2021 年の環境林業大臣規則第８号の第 234 条の規定は、大臣の代理である局長が次の事

項に係る基準及びガイドラインを定めると規定している。 

A． パフォーマンス評価。 

B． 合法性の検証。 

C． 林産物の自己宣言の発行。 

D． デューデリジェンス。 

E． V-Legal 文書の発行。 

F． 輸出用の非木質林産物の合法性を証明する文書。 

G． 独立評価認証機関（LPVI）に係る事項。 

H． SVLK マークの発行並びに独立モニター、苦情の解決及び訴訟に係る事項。 

 

環境林業大臣規則第８号の第 234 条の規定を根拠にして、2022 年 12 月に環境林業大臣

が通達したのが「合法性及び持続可能性の認証システム実施に係る基準及びガイドライン」
4（以下、「2022 年ガイドライン」という）である。 
2022 年ガイドラインの特徴は、従来のガイドラインと比較して、法令遵守のための基準

及び指標及び指標別の認証並びにパフォーマンスの評価の根拠及び手法を詳細に具体的に

定めていることにある。2022 年ガイドラインにより、2021 年の環境林業大臣規則第８号の

遵守義務を負う法人及び個人は、法令遵守のための体制整備及び業務実行方法を明確に理

解できるようになっている。 

本報告書では主に 2022 年ガイドラインの構成と概要を報告することとし、詳細な内容に

ついては別冊の仮訳資料（インドネシア共和国環境林業省環境林業大臣通達、合法性及び

持続可能性の認証システム実施に係る基準及びガイドライン仮訳（以下「別冊資料」とい

う。））により報告する。ただし、仮訳資料は、あくまでも原文資料を解釈するための参考

資料として利用願いたい。 
 

                                                 
1 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Kehutanan. 令和３年度報告書では「政府令

№23/2021」と記載。 
2 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana 

Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi 令和３年度報告書では「環境林業大臣

令№23/2021」と記載。 
3 2021 年環境林業大臣規則第８号制定までのインドネシアの合法性証明に係る主要関連法令の経緯及び内容につい

ては、平成 29 年度「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業報告書及び令和３年度「クリーンウ

ッド」利用推進事業のうち生産国情報収集事業報告書を参照。 
4 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/ 12/ 2022 Tentang Standar 

dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. 
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（１）2022 年 12 月の環境林業大臣通達 

①通達の構成 
2022 年 12 月の大臣通達の構成は、次表のとおりである。同通達では、本文に続く附属資

料に具体的な基準及びガイドラインを定めている。 
 

表 2-1 2022 年 12 月の環境林業大臣通達の構成 
 文 書 名 

本文 合法性及び持続可能性の認証システム実施に係る基準及びガイドライン 
Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian. 
 

附属資料  

 生産林及び保全林における持続可能な森林経営（PHL）のパフォーマンス評価の基

準及びガイドライン 

1.1 生産林の森林利用事業許可（PBPH）における持続可能な森林経営（PHL）パフォー

マンス評価基準 
Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada PBPH Hutan Produksi. 
 

1.2 保全林における森林利用事業許可（PBPH）及び経営権に係る持続可能な森林経営

（PHL）パフォーマンス評価基準 
Standar Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) pada Pbph dan Hhak Pengelolaan di Hutan Lindung. 
 

1.3 持続可能な森林経営（PHL）のパフォーマンス評価の実施に係るガイドライン 
Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Lestari. 
 

 川上の流通段階5における合法認証材（VLHH）の基準及びガイドライン 

2.1 森林利用事業許可（PBPH）及び経営権に係る林産物の合法性（合法認証材

（VLHH））の認証基準及び指標 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada PBPH dan Hak Pengelolaan Kriteria dan Indikator 
Verifikasi Legalitas Kayu. 
 

2.2 非林業活動木材利用許可（PKKNK）所持者に係る木質林産物合法性認証

（VLHHK）基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu (VLHHK) pada Pemegang Persetujuan Pemanfaatan Kayu 
Kegiatan Non Kehutanan (PKKNK). 
 

2.3 社会林経営契約（地域林業（HKm）、共同体人工林（HTR）及び里山（HD））に

おける合法認証材（VLHH）基準及び指標 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) Kayu pada Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial (HKm, 
HTR dan HD) Kriteria dan Indikator Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu. 
 

2.4 私有林材に係る合法認証材（VLHH）基準 
Standar VLHH Kayu pada Hutan Hak. 
 

2.5 森林利用事業許可（PBPH）、経営権、社会林経営の承認及び非林業活動における木

材利用承認の所持者に係る合法認証材（VLHH）のガイドライン 
Pedoman VLHH Kayu pada Pemegang PBPH, Hak Pengelolaan, Persetujuan Nengelolaan Perhutanan Sosial dan 
Persetujuan Pemanfaatan Kayu Kegiatan Non Kehutanan. 
 

2.6 私有林林産物の合法性審査のためのガイドライン 
Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hhutan pada Hutan Hak. 
 
 
 

                                                 
5 「川上の流通段階」とは、インドネシアでは丸太の流通段階をいう。 
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 文 書 名 
 川下の流通段階6における基準及びガイドライン 

3.1 木材加工事業許可（PBPHH）所持者に係る木質林産物の合法性認証基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang PBPHH. 
 
 

3.2 産業事業活動許可所持者に係る木質林産物の合法性認証基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Pemegang Perizinan Berusaha Untuk Kegiatan Usaha 
Industri. 
 

3.3 登録丸太集積場（TPT-KB）に係る木質林産物の合法性認証基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada TPT-KB 
 

3.4 輸出業者に係る木質林産物の合法性認証基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Eksportir. 
 

3.5 輸入業者に係る木質林産物の合法性認証基準 
Standar Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada Importir 
 

3.6 木材加工事業許可（PBPHH）所持者、産業事業活動用事業許可（PB）所持者、登録

丸太集積場（TPT-KB）、輸出業者（事業者識別番号（NIB）及び営業許可（SIUP）
を有する商社）及び輸入業者に係る木質林産物の合法性認証のためのガイドライン 
Pedoman Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu pada PBPHH, PB Untuk Kegiatan Usaha Industri, TPT-KB, 
Eksportir (Perusahaan Perdagangan Yang Memiliki NIB dan SIUP), dan Importir. 
 

4  林産物自己宣言書の発行及びその確認を実施するためのガイドライン 
Pedoman Penerbitan dan Pengecekan Deklarasi Hasil Hutan Secara Mandiri. 
 

5   林産物輸入ガイドライン 
Pedoman Impor Produk Kehutanan. 
 

6   V-Legal 又は FLEGT ライセンスの書類発行に係るガイドライン 
Pedoman Penerbitan Dokumen V-LEGAL/ Lisensi FLEGT. 
 

 独立評価認証機関（LPVI）のガイドライン 

7.1 独立した評価審査機関及び V-Legal 又は FLEGT ライセンス発行機関を決定するため

のガイドライン 
Pedoman Penetapan Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen dan Lembaga Penerbit Dokumen V-LEGAL/ 
Lisensi FLEGT. 
 

7.2 持続可能な森林経営（PHL）及び林産物の合法性を認証するための実績評価の実施

における職員及び審査員の基準及び要件に係るガイドライン 
Pedoman Kriteria dan Persyaratan Personil dan Auditor Dalam Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan 
Lestari (PHL) dan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan. 
 

7.3 V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの発行機関としての独立評価検証機関（LPVI）
及び V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスのユーザーとしての輸出業者の法令遵守違

反又は不適合を処理するためのガイドライン 
Pedoman Penanganan Ketidaktaatan/ Ketidaksesuaian Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) Sebagai 
Lembaga Penerbit Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT dan Eksportir Sebagai Pengguna Dokumen V-Legal/Lisensi 
FLEGT. 
 

8   SVLK マークの使用に係るガイドライン 
Pedoman Penggunaan Tanda SVLK. 
 

                                                 
6 「川下の流通段階」とは、インドネシアでは加工製品の流通段階をいう。 
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 文 書 名 
9   持続可能な森林経営（PHL）の実績評価及び合法認証材（VLHH）の審査並びに林産

物の自己宣言の実施に係る独立したモニタリング、申立て、苦情及び訴訟の解決に

係るガイドライン 
Pedoman Pemantauan Independen, Pengajuan dan Penyelesaian Keluhan dan Banding Dalam Pelaksanaan 
Penilaian Kinerja PHL dan Verifikasi Legalitas Hasil Hhutan (VLHH) Kayu Serta Penerbitan Deklarasi Hasil 
Hutan Secara Mandiri. 
 

 

②森林経営のパフォーマンス評価の基準及びガイドライン（附属資料 1.1～1.3） 

インドネシアは、森林を保護林、保全林及び生産林に大きく区分して管理している。こ

のうち、保護林は経済的活動の対象としていない。 

このため、2022 年 12 月の環境林業大臣通達では、経済的活動の対象となる生産林及び

保全林に持続可能な森林経営パフォーマンス評価の基準及びガイドライン（附属資料 1.1

及び 1.2）を設定している。 

森林経営のパフォーマンス評価の基準及びガイドラインでは、表 2-2 及び表 2-3 に掲げ

る指標で構成している。 

 
表2-2 生産林の森林利用事業許可（PBPH）における持続可能な森林経営（PHL）パフォーマン

ス評価基準（附属資料1.1）の指標構成 

指標検討結果 評価ツール（検査員）の検討結果 

1.1. 森林利用事業許可

（PBPH）所持者の確

実性 

1.1.1. 実現レベルに応じた森林利用事業許可（PBPH）法的文書及

び境界管理文書の入手可能性（境界確定計画、技術監査

（TBT）作業指示書、技術監査（TBT）報告書、技術監査

（TBT）マップ及び境界確定議事録（BATB））。 

1.1.2. 境界確定議事録（BATB）とその保管。 

1.1.3. ライセンススキームを経ない許可区域又は作業区域の使用

（使用がない場合は該当なし（NA））。 
1.1.4. 森林利用事業許可（PBPH）による作業領域の管理。 

1.2. 森林利用事業許可

（PBPH）所持者のコ

ミットメント。 

1.2.1. 持続可能な森林経営（PHL）に基づいた文書の存在と会社の

見通し、使命及び目的の社会化の実施。 

1.2.2. 会社の見通し、使命及び目標の実施。 

1.3. 持続可能な森林経営

活動を支援するため

に、要件を満たす林業

専門家その他のスタッ

フを必要に応じて雇用

する森林管理組織。 

1.3.1. 持続可能な森林管理の実施を保証する森林管理組織の利用可

能性。 

1.3.2. 規定に基づいた森林管理活動の各分野における林業専門家

（林学士、中級林業技術者、その他の技術者）の配置。 

1.3.3. 人事能力の向上。 

1.3.4. 林業専門職（林学士、林業中級技術職員等）の採用資料の掲

載。 

1.4. 定期的なモニタリン

グ、定期的な報告、評

価、達成（活動）又は

森林利用事業許可

（PBPH）所持者の進

捗状況に係るフィード

バックの提示の実施を

計画するための能力と

メカニズム。 

1.4.1. 管理情報システム機器の存在。 

1.4.2. 内部統制組織（SPI）又は内部監査役の存在とその有効性。 

1.4.3. モニタリングと評価の結果に基づいた是正措置と予防措置の
実施。 

1.4.4. 環境林業省その他の機関に所属する運用実施要員の存在及び

規則の遵守。 
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指標検討結果 評価ツール（検査員）の検討結果 
1.5. 無料、かつ、事前の

インフォームドコンセ

ント（FPIC） 

1.5.1. 利用事業計画の理解、関与、プロセスの記録、内容の普及の

促進により、利用事業計画が承認される。 
1.5.2. 現在の伐採作業区画（RKT）で保護地域を設立する過程での

承認。 

2.1. 持続可能な森林経

営における長期作業

林区の構築 

2.1.1. 権限のある職員により承認された長期計画文書の完全性。 

2.1.2. 長期計画に基づく適切な作業エリアの配置。 
2.1.3. 森林利用事業単位のブロック境界の維持（サンプリング原単

位５％）。 

2.2. 林産物別の持続可

能な森林利用、森林面

積利用及び環境サービ

ス 

2.2.1 資源調査又は資源識別の結果に基づいた森林利用（木質林

産物（HHK）、非木質林産物（HHBK）、森林面積又は環境サー

ビス）に係る潜在的なデータがある。 
2.2.2. 規定に基づいた森林利用事業活動の種類別の環境収容力によ

る森林利用の適合性。 

2.3. 森林の持続可能性

を確保するための森

林活用事業活動を段

階的に実施。 

2.3.1. 森林利用事業の種類別に、活動の全ての段階で標準作業仕様

書（SOP）が利用可能。 

2.3.2. 森林利用事業の種類別に活動の全段階に対する標準作業仕様

書（SOP）を実施。 
2.3.3. 天然資源の再生産能力、再生又は回復の水準により森林の持

続可能性が保証される。 
2.4. 森林利用の取組に

おける環境に優しい技

術の利用と応用 

2.4.1. 森林利用の取組において環境に優しい技術を導入するための

手順の利用可能性。 
2.4.2. 環境に優しい技術を森林活用に応用。 

2.4.3.森林資源への影響を最小限にとどめる。 

2.5. 承認された計画書
に基づく森林活用事業
による生産（物品やサ
ービス）の実現 

2.5.1. 森林利用年間施業計画（RKTPH）文書は、規定に定める資

源調査結果に基づき作成される。 

2.5.2. 作業地図と森林利用年間施業計画（RKTPH）の整合性。 

2.5.3. 全ての森林利用事業活動の現場における林区境界のマーキン
グと作業地図との整合性。 

2.5.4. 商品、サービス及び生産の短期計画文書への適合。 

2.6. 森林利用事業許可

（PBPH）所持者の

生産林における森林

利用事業活動に資金

を提供する財務能力 

2.6.1. 財務能力の充実状況については、「生産林の活用等に係る財

務報告に係るガイドライン」に基づいて作成された財務管理報

告書（公認会計士の監査を受けたもの）により判断。 

2.6.2. 資金の比例配分の実現（注：不可抗力又は方針の変更により

100％を超える実現があった場合、企業予算執行計画（RKAP）に

概要が示されている資金の比例配分は100％とみなされる）。 

2.6.3. 十分な資金配分の実現は、生産林利用財務報告ガイドライン

（公認会計士による監査又はコミッショナー、当局若しくは株式

総会（RUPS）の結果により承認及び署名された昨年の未監査報

告書に基づき行われる。 

2.6.4. 円滑な資金調達の実現。 

2.6.5.再造林への資本投入。 

3.1.2. 保護区域の配置（マークされている割合、境界標識が認識され

ている）又は保護価値の高い地域（ABKT）の境界線。 
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指標検討結果 評価ツール（検査員）の検討結果 
3.1.3. 保護エリアの配置（マークされたパーセンテージ、認識され

た境界マーカー）又は保護価値の高い地域（ABKT）境界線。 
3.1.4. 泥炭生態系の保護と管理 （土壌の種類が泥炭以外の場合、この

検証ツールは適用しない） 
3.1.5. 保護地域の当事者の承認。 

3.2. 森林の保護と安全 3.2.1. 森林地帯への侵入、無許可伐採、伐採、火災の予防と消火そ

の他の特定された種類の問題に適した保護手順の利用可能性。 
3.2.2. 規定に基づく森林における障害に対応する保護基盤の利用可

能性。 
3.2.3. 適切な森林保護人材の確保が、テクノロジーの活用によって

支えられている。 
3.2.4. 先制的予防的抑圧的森林保護の実施効果。 

3.3. 森林利用による物理的

及び化学的成分への影響の

管理と監視 

3.3.1. 物理的及び化学的コンポーネントへの影響を管理し、監視す

るための手順の利用可能性。 

3.3.2. 基盤又は機器の利用可能性及び適切な人材によるB3廃棄物管

理を含む、物理的化学的コンポーネントへの影響の管理と監

視。 
3.3.3. 実施 
環境文書に基づいたB3廃棄物管理を含む物理的化学的成分への影響

の管理と監視。 

3.4. 保護種、絶滅危機種、

希少種、絶滅危惧種及び固

有種の動植物の特定。 

3.4.1. 森林利用事業許可（PBPH）地域で保護されている動植物並び

に希少種、絶滅の危機種、絶滅危惧種及び固有種の動植物の識

別手順の利用可能性。 
3.4.2. 森林利用事業許可（PBPH）地域で保護されている種、希少

種、絶滅危機種、絶滅危惧種及び固有種の動植物を特定する活動

の実施。 
3.4.3.森林利用地域で保護されている種、希少種、絶滅危機種、絶滅

危惧種及び固有種植物の識別結果に係るデータの入手可能性。 
3.5. 動植物の管理: 
1. 乱されていない生産林

及び損傷のない部分

（保護された高保全価

値地域（ABKT））。 
2. 識別活動の結果として

の保護種、希少種、絶

滅危機種、絶滅危惧種

及び固有種の動植物の

保護。 

3.5.1. 保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧種及び固有種の動植

物の管理のための文書化された手順の利用可能性。 
3.5.2. 保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧種及び固有種の動植

物の管理の実施。 
3.5.3. 森林利用事業許可（PBPH）地域における保護種、希少種、絶

滅危機種、絶滅危惧種及び固有動植物とその生息地の状態。 

4.1. 森林利用事業許可

（PBPH）所持者の作業

区域と、森林利用事業

許可（PBPH）生産林エ

リア内の慣習法上の共

同体の領域及び地元共

同体による土地所有権

の境界線の明確化。 

4.1.1. 先住民及び地域社会の存在並びに基本的権利を特定するため

の手順の利用可能性及び参加型境界マーキングを含む作業領域の描

写。 
4.1.2. 先住民及び地域社会の存在及び基本的権利の特定を調査した

結果の記録の利用。 
4.1.3. 慣習法共同体及び地域共同体により管理されている森林利

用事業許可（PBPH）地域における参加型境界マーキングの描写

と実施の結果。 
4.2.1潜在的な紛争解決フローチャートが利用可能。 

4.2.2. 紛争解決メカニズムが整備されている。 
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指標検討結果 評価ツール（検査員）の検討結果 
4.2.3. 資金提供を受けた紛争解決機関の存在。 

4.2.4. 紛争解決フローチャートの識別結果に基づいた紛争解決計

画の作成 

4.2. 体系的で測定可能な

紛争解決及び紛争解決

実施システムの利用可

能性 

4.2.5. 文書化された紛争処理規程の制定及び実施。 

4.3. 当事者間利益の公平

な分配メカニズムの利

用可能性と実施 

4.3.1. 森林利用事業許可（PBPH）所持者による森林資源（SDH）

管理活動に関与、依存及び影響を受ける慣習共同体又は地域共

同体に係るデータ及び情報の利用可能性。 
4.3.3. 先住民及び地域社会の生産的な経済活動を促進するための

努力を含む森林利用事業許可（PBPH）所持者の計画文書の存在 
4.4. 適用される法律及び

規制に従った企業の社

会的責任の遂行。 

4.4.1. 森林利用事業許可（PBPH）所持者の共同体のニーズと社会

的及び環境的責任プログラムを特定する。 
4.4.2.規定に基づいた森林利用事業許可（PBPH）所持者のための

社会的環境的責任作業の計画文書の利用可能性。 
4.4.3. 森林利用事業許可（PBPH）所持者による社会的環境的責任

を遂行するメカニズムの利用可能性。 
4.4.4. 森林利用事業許可（PBPH）所持者による優先社会的環境的

責任を遂行するプログラムの普及活動。 
4.4.5. 森林利用事業許可（PBPH）所持者による社会的環境的責任

の遂行の実現。 
4.5. 労働福祉の保護、発

展及び改善。 
4.5.1. 労使関係施設の利用可能性。 

4.5.2. 標準的なキャリアパス方針の導入。 

4.5.3.キャリアパスを支援するコンピテンシー開発。 

4.5.4. 従業員の福利厚生の権利の実現。 
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表2-3 保全林における森林利用事業許可（PBPH）及び経営権に係る持続可能な森林経営

（PHL）パフォーマンス評価基準（附属資料1.2）の指標構成 

検討結果指標 評価ツール（検査員）の検討結果 
1.1. 森林利用事業許可

（PBPH）の保全林地域又

は経営権の確実性 
 

1.1. 法的文書（森林利用事業許可（PBPH）法令の附属書のフ

ローチャート又は経営権）及び境界管理文書（境界計

画、技術監督（TBT）作業指示書、技術監督（TBT）レポ

ートブック、技術監督（TBT）の境界確定議事録

（BATB）の利用。 
1.2. 境界確定議事録（BATB）とその保管。 

1.3. 地域及び作業区域の機能の変更に係る許可所持者の行動

（機能に変更がない場合は適用外）。 
1.4. 環境林業省（KLHK）の許可手順を経ない許可エリア又は

作業エリアの使用（使用がない場合は適外）。 
1.5. 保安林管理許可（PBPH HL）又は経営権による作業領域

の制御。 
1.2. 森林利用事業許可

（PBPH）保全林所持者の

コミットメント及び経営

権. 

2.1. 持続可能な森林経営（PHL）に基づく会社のビジョン、

使命及び目標に係る文書の存在及び普及の実施。 
2.2. 会社のビジョン、使命、目標の実施。 

1.3. 持続可能な森林経営活動を

支援するために、必要に応

じて林業専門家やその他の

有資格者を雇用する森林管

理組織。 

3.1. 持続可能な森林経営の実施を保証する森林経営組織の活

用。 
3.2. 規定に基づく森林経営活動の各分野における林業専門人

材（林学卒業生、林業中級技術者、その他の技術者）の

配置。 
3.3. 人事能力の向上。 
3.4. 林業専門家（林業卒業生、林業二次技術者等）の採用書

類の利用。 
1.4. 定期的なモニタリングの実

施を計画するための能力と

メカニズム、定期的な報

告、評価、及び森林利用事

業（PBPH）の保全林活動

の進捗状況に係るフィード

バックの提示又は森林利用

事業（PBPH）保全林の所

持者及び経営権。 

4.1. 経営情報システム機器の存在。 

4.2. 内部統制組織（SPI）又は内部監査役の存在とその有効

性。 
4.3. モニタリングと評価の結果に基づいた是正措置と予防措

置の実施。 
4.4. 環境林業省等に所属する運用許可を運用する実施要員の

存在及び記入の遵守（情報システムがまだ利用できない

場合は適用外）。 

1.5. 無料の事前情報提供

（PADIATAPA） 
1.5.1. 理解、関与、プロセスの記録、内容の普及の強化によ

る森林利用事業活動計画の承認。 
生 産  

2.1. 持続可能な森林経営におけ

る長期作業場の手配。 
2.1.1. 権限のある当局職員が承認した長期計画文書の完全性 

2.1.2. 現場における作業区域の配置と長期計画との適合。 

2.1.3. 利用区域と中核区域の境界の標識は、現場において明

確に表示され、マッピングされ、メンテナンスされて

いる（５％のサンプリング強度）。 
2.2. 森林地域の利用、環境サ

ービス、非木質林産物

（HHBK）を収集するため

の保全林の持続可能な利用 

2.2.1 森林資源調査の結果に基づいて開発された森林利用の可

能性（森林利用面積、環境サービス及び非木質林産物

（HHBK）の収穫）に係るデータがある。 
2.2.2. 計画書は、森林資源の利用可能量分析の結果に基づき

準備されている。 
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検討結果指標 評価ツール（検査員）の検討結果 

2.3. 保全林の持続可能性を確保

するための森林利用事業活

動の段階的実施。 
 

2.3.1. 森林利用事業の種類別活動の全ての段階に於ける標準

作業手順書（SOP）の利用可能性。 
2.3.2. 森林利用事業の種類別活動の全ての段階を作業手順書

（SOP）に基づき実施している。 
2.3.3. 保全林の機能が天然資源の再生力、復元力、修復力、

再生産能力の水準別に、確実に維持されている。 
2.4. 保全林の活用における環境

に優しい技術の適用と活

用. 

2.4.1. 森林利用事業における環境に優しい技術を導入するた

めの手順の利用可能性。 
2.4.2. 森林利用事業における環境配慮技術の応用。 
2.4.3. 森林資源保護能力の維持。 

2.5. 承認された計画文書に基づ

く保全林利用の取組みから

生じる物品又はサービスの

結果の実現。 

2.5.1. 年間森林利用施業計画（RKTPH）又は年間技術計画

（RTT）文書は、承認された年間森林利用施業計画

（RKTPH）又は持続森林規制計画（RPKH）及び森林

目録の結果に基づき作成されている。 
2.5.2. 作業用地図と年間森林利用施業計画（RKTPH）又持続

森林規制計画（RPKH）の地図との整合性。 
2.5.3.作業用地図と事業種別に業務活動に使用する場所の整合

性。 
2.5.4. 短期計画文書に基づいて製造した製品、商品又はサー

ビスの適合性。 
2.6. 森林利用事業許可

（PBPH）保全林又は経営

権所持者の森林利用事業活

動に資金を提供する財務能

力。 

2.6.1. 財務余力の有無については、「保全林利用財務報告ガ

イドライン」に基づき作成された財務管理報告書（公

認会計士の監査を受けたもの）に基づき判断する。 
2.6.2. 比例的な資金配分の実現 
（注：不可抗力の状況又は企業予算執行計画（RKAP）に概

説されている資金配分の比例方針の変更により100％を

超える実施があった場合、ギャップは100％とみな

す）。 
2.6.3. 森林に投資（返還）した資本。 

エコロジー  
3.1. 保全林の機能と状態の実態

及び安定性 
3.1.1. 保全林利用事業許可（PBPH）地域における高保全価

値地域（ABKT）の種類及び経営権に係る情報が利用

できる。 
3.1.2. 森林利用事業許可（PBPH）地域の閉鎖条件及び保全

林使用に係る経営権。 
3.1.3. 高保全価値地域（ABKT）の存在を示す標識。 

3.2. 森林の保護と保全 3.2.1. 森林地域への侵入、伐採、防火及び消火その他の特定

できる種類別の阻害要因に対応できる適切な保護手順

の利用。 
3.2.2. 規定に基づく森林への阻害要因防止インフラの利用。 
3.2.3. 森林保護のための適切な人材の確保が、テクノロジー

の利用により支えられている。 
3.2.4. 先制的予防的抑圧的森林保護実施の効果 

3.3. 森林利用による物理的及び

化学的成分への影響の管理

及びモニタリング 

3.3.1. 物理的化学的要素への影響を管理又はモニタリングす

るための手順の利用。 
3.3.2. 適切な人材に支えられたB3廃棄物管理を含む物理的化

学的要素への影響を管理又はモニタリングするための

基盤整備又は訓練施設の利用。 
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検討結果指標 評価ツール（検査員）の検討結果 
3.3.3. 環境文書に従基づくB3廃棄物管理を含む物理的び化学

的要素への影響の管理と監視の実施。 
3.4. 保護種、絶滅危機種、希少

種、絶滅危惧種及び固有種

の動植物の識別。 

3.4.1. 保全林及び経営権の森林利用事業許可（PBPH）地域

における保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧又は

固有種の動植物を特定するための手順の利用。 
3.4.2. 森林利用事業許可（PBPH）の保全林及び経営権があ

る地域における保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危

惧及び固有種の動植物の識別活動の実施。 
3.4.3. 保全林及び経営権がある森林利用事業許可（PBPH）

地域における保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧

及び固有種の動植物の識別に係るデータの入手。 
3.5. 動植物の管理: 
1. 荒らされていない保全林の

特定の区域及び損傷を受け

ていない区域（保護区域及

び高保全価値地域（ABKT）
の識別活動の結果として生

じる保護種、希少種、絶滅

危機種、絶滅危惧及び固有

種の動植物の保護 

3.5.1. 保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧及び固有種の

動植物の管理のための文書化された手順の利用。 
3.5.2. 保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅危惧及び固有種の

動植物の管理の実施。 
3.5.3. 森林利用事業許可（PBPH）保全林区域及び経営権が

ある区域における保護種、希少種、絶滅危機種、絶滅

危惧種及び固有種の動植物とその生息地の状態。 

4.1. 保全林利用事業許可

（PBPH）及び経営権の所

持者の作業区域並びに慣習

法による共同体、保全林利

用事業許可（PBPH）区域

及び経営権内の地元共同体

による土地管理の領域及び

境界の明確化。 

4.1.1. 慣習法に基づく共同体及び地域共同体の存在並びに基

本的権利を確認するための手順の利用及び参加型の境

界表示を含む作業区域の境界確定。 
4.1.2. 慣習法に基づく共同体及び地域共同体の存在並びに基

本的権利の確認の実施結果の記録の利用 
4.1.3. 森林利用事業許可（PBPH）保全林区域及び手順に基

づく慣習法上の共同体及び地域共同体により管理する

ための経営権における参加型境界の確定及び実施結

果。 
4.2. 紛争解決システムがあり、

体系的、かつ、測定可能な

紛争管理が実施されてい

る。 

4.2.1．潜在的な紛争解決報告を使用。 
4.2.2. 紛争解決フローチャートが利用できる。 
4.2.3. 紛争解決フローチャートが利用可能であり、紛争解決

機関が資金の支援をしている。 
4.2.4. 紛争解決計画は、紛争解決フローチャートの識別結果

に基づいて使用できる。 
4.2.5. 文書化された紛争処理の実施の実現。 

4.3. メカニズムの利用と当事者

間の利益の公平な分配の実

施 

4.3.1. 森林利用事業許可（PBPH）の保全林及び経営権所持

者による森林資源（SDH）の管理活動に関与し、依存

し、影響を受ける慣習法上の共同体又は地域共同体に

係るデータ及び情報の利用可能性。 
4.3.2. 先住民及び地域社会の生産的な経済活動を促進するた

めのメカニズムの利用可能性。 
4.3.3. 慣習法上の共同体及び地域共同体の生産的な経済活動

を増加させる取組みを含む、森林利用事業許可

（PBPH）保全林又は経営権の所持者に向けた計画文

書の存在。 
4.3.4. 森林資源（SDH）管理や持続可能な生産的な経済の改

善を通じて、慣習法上の共同体及び地域共同体の生産

的な経済活動を増加させる活動の実施。 
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検討結果指標 評価ツール（検査員）の検討結果 
4.4. 法令に基づく企業の社会的

責任の遂行 
4.4.1. 森林利用事業許可（PBPH）所持者、保全林、及び経営

権に対する共同体のニーズと社会的環境的責任プログ

ラムを特定する。 
4.4.2. 規定に基づく森林利用事業許可（PBPH）林保護及び経

営権所持者のための社会的環境的責任に係る作業計画

文書の利用可能性。 
4.4.3. 森林利用事業許可（PBPH）保全林及び経営権の所持者

による社会的環境的責任を実施するためのメカニズム

の利用可能性 
4.4.4. 森林利用事業許可（PBPH）の保全林及び経営権の所持

者による優先的な社会的環境的責任に係る事業を普及

するための活動。 
4.4.5. 森林利用事業許可（PBPH）の保全林及び経営権の所持

者による社会的環境的責任の実施。 
4.5. 労働福祉の保護、発展及び

向上. 
4.5.1. 労使関係施設の利用可能性。 

4.5.2. 標準的なキャリアパスポリシーの導入。 
4.5.3. キャリアパスをサポートする人事能力の開発。 
4.5.4. 従業員の福利厚生権利。 

 
 

 

 附属資料 1.1 及び附属資料 1.2 のパフォーマンス基準は、表 2-4 に例示するマトリック

スで示されている。 

パフォーマンス評価を行う検査員は、審査を行うときに「補足説明欄」の記載内容によ

り当該指標の審査目的を正確に理解し、さらに「評価指標のツールの検討結果欄」の記載

事項により具体的な審査対象を的確に把握できる。その上で検査員は、「評価指標のツー

ルの検討結果」欄が掲げる具体的な審査対象が「検査員による規範」欄中の「１ 悪

い」、「２ 中庸」又は「３ 良い」のどの状態に該当するのかを判断し、「評価指標のツ

ールの検討結果欄」の項目ごとに「悪い」は１点、「中庸」は２点、「良い」は３点のスコ

アを与える。 

このマトリックスにより、検査員が下す審査結果の属人別のばらつきを抑えられるだけ

でなく、森林を管理する事業体も森林経営を行うにあたっての具体的な課題や自らの管理

状態の水準を認識できるようになる。 

「重要性」の欄の値は、検査員が「評価指標のツールの検討結果欄」の項目別に与えた

スコアとともに、附属資料 1.3 で説明しているパフォーマンスを決定するためのスコアの

計算に用いるウエイトである。 

なお、表２－４はパフォーマンス評価を行うためのマトリックスの説明をするための例

示である。全文は、原文又は本報告書の附属資料を参照いただきたい。 
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表 2-4 附属資料 1.1 及び 1.2 の基準表の例 

指標検討結果 補足説明 

評価ツール 

（検査員）の 
検討結果 

重要性 

検査員による規範 

1 （悪い） 2 （中庸） 3 （良い） 

（1） （2） （3） （4） （5） （6） （7） 

1.2. 森林利用

事業許可

（PBPH）

所持者の

コミット

メント。 

森林利用事業許可

（PBPH）所持企

業の見通し、使

命、目標、及び森

林利用事業許可

（PBPH）所持者

による持続可能な

森林利用を実行す

るための宣言。 

1.2.1. 持続可能な

森林経営

（PHL）に基

づいた文書の

存在と会社の

見通し、使命

及び目的の社

会化の実施。 

1 見通しと使命

のドキュメン

トが 利用でき

ない。 

見通しと使命の

文書は入手可能

で合法である

が、持続可能な

森林経営

（PHL）枠組み

に基づいていな

いが、社会化は

許可保持者レベ

ルで実行され、

実施の証拠（議

事録）がある。 

見通しと使命の文

書が利用可能で合

法であり、持続可

能な森林経営

（PHL）枠組みに

従って社会化は許

可所持者、許可パ

ートナー、地域社

会のレベルから開

始し、実施の証拠

（議事録）があ

る。 

1.2.2. 会社の見

通し、使命

及び目標の

実施。 

2 持続可能な森

林経営（PHL）
による実施率

70％未満。 

持続可能な森林

経営（PHL）に

よる実施率が70

～90％。 

持続可能な森林経

営（PHL）による

実施率90％超。 

1.3. 持続可能

な森林経営

活動を支援

するため

に、要件を

満たす林業

専門家その

他のスタッ

フを必要に

応じて雇用

する森林管

理組織。 

持続可能な森林

経営を確実に実

現するために

は、現場の専門

家を雇用する森

林利用事業許可

（PBPH）組織

が必要。 

1.3.1. 持続可能な

森林管理の実

施を保証する

森林管理組織

の利用可能

性。 

2 組織構造と職

務内容が持続

可能な森林経

営（PHL）枠

組みに基づい

ていない。 

組織構造と職

務内容が公開

され、持続可

能な森林経営

（PHL）の枠

組みに準拠し

ているが、取

締役会による

承認は一部の

み。 

持続可能な森林

経営（PHL）枠

組みに従った組

織構造と職務内

容があり、取締

役会により承認

されている。 

 

持続可能な森林管理のパフォーマンス評価を実施するためのガイドライン（附属資料1.3）

は、附属資料 1.1 の基準及びガイドライン（生産林）又は附属資料 1.2 の基準及びガイド

ライン（保全林）を用いたパフォーマンス評価を実施するための手順書である。このガイ

ドラインには、申請、手続き、実施体制、計画、実施方法その他のパフォーマンス評価の

活動、活動計画及び手順並びにパフォーマンスの決定に係る事項を定めている7。 

 

【適用範囲】 

附属資料 1.3 のガイドラインでは、持続可能な森林管理のパフォーマンスの評価を行う

適用範囲を、次のように定めている。 

 

１．このガイドラインは、生産林の森林利用事業許可（PBPH）、保全林の森林利用事業許

可（PBPH）及び経営権に係る持続可能な森林経営（PHL）のパフォーマンス評価の実

施を対象とする。 
２．生産林の森林利用事業許可（PBPH）、保全林の森林利用事業許可（PBPH）、経営権に

対する持続可能な森林経営（PHL）性能評価基準及び林産物適法性認証（合法認証材

（VLHH））基準の実施。 

                                                 
7 原文資料の L1.3-11～L1.3-16 頁及び仮訳資料 88～91 頁。ただし原文資料 L1.3-13 頁及び 89 頁の表中の「指標スコ

ア欄」の２番目の値（「４」）は、原則的には与えない数値（通序は１～３の値を付与）であるが、環境林業省持続可

能な森林経営局はこの点について、特別に高いスコアを付与するケースがあると説明している。 
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３．持続可能な森林経営（PHL）性能評価基準は、生産林及び保全林における持続可能な森

林経営（PHL）性能評価基準及び指標で構成する。 
４．合法認証材（VLHH）基準は、林産物の合法性の原則と指標で構成する。 
５．持続可能な森林経営（PHL）パフォーマンス評価基準による評価は、過去６年以内の文

書又は被審査者の最新のデータ及び情報の条件により実施するが、合法認証材（VLHH）

基準については過去１年間を対象に実施する。 
 

さらに、このパフォーマンス評価を実施するために、次を参考にして、ガイドラインを

設定している。 

 

【参考】 

１．森林管理及び森林管理計画の作成並びに保全林及び生産林の森林利用に係る 2021 年の

環境林業大臣令第８号の規則。 
２．SNI ISO / IEC 17065 製品、プロセス及びサービス認証機関の要件の適合性評価。 
３．SNI ISO / IEC 19011 マネジメントシステム審査ガイド。 

 

【評価活動】 

 附属資料 1.3 では、評価の申請、評価計画及びアセスメントからなる評価活動の具体的

な手順と内容を示している。評価活動は、独立評価認証機関（LPVI）が実施する。 

 

【評価手順】 

 前述のマトリックスを使用した検査により得たスコアを用いた評価方法については、次

のように定めている。 

 
現場で審査を実施する手順は、SNI ISO 19011 規格及び持続可能な森林経営（PHL）パフ

ォーマンス評価規格を参照する。 
 
１．検証の重要度 

検証の重要度は、検証者のパフォーマンス指標の達成度に基づいて決定する。達成の
レベルに基づいて、検証者のステータスには重要度２（プロセス及び出力検証者の場合）
及び重要度値１（管理検証者又は入力検証者の場合）が与えられる。 

 
２．達成度又は指標加重の決定 

達成度又は指標加重は、指標構成要素の達成を包括的に説明するものである。達成度
又は指標加重は、次の３段階により決定する。 

a． 良い 
パフォーマンス指標の達成に対する成熟度の値又は指標加重は３。 

b． 中庸 
パフォーマンス指標の達成に対する成熟度値又は指標加重は２。 

c． 悪い 
パフォーマンス指標の達成に対する成熟度の値又は指標加重は１。 
 
指標の達成度又は加重の範囲は、次のように設定する。 

a． 良い 
検証により達成された合計値が、達成可能な最大合計値の 80％を超える場合。 

b． 中庸 
達成された検証者の合計値が、達成可能な最大合計値の 60％から 80％までで

ある場合。 
c． 悪い 
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検証により達成された合計値が、達成可能な最大合計値の 60％未満である場
合。 

 
表 2-5 成熟度又は指標加重の計算例 

基準 指標 確認事項 加重値 
評価8 

実評価 指標スコア 最大評価 

前堤条件 1.1 1.1.1 1 3 3 3 

  1.1.2 2 2 4 6 

  1.1.3 1 3 3 3 

  1.1.4 1 3 3 3 

  1.1.5 1 3 3 3 

合 計  16 18 

 
上の表によると、指標 1.1 について次のことがわかる。 

a．達成できる評価の最大合計スコアは 18 である。これは、各検証の加重と、関連する検証

で可能な最大値（最大値３）との乗算の合計である。 

b．得られる実際の指標スコアの合計は 16 で、これは各検証者の重みと該当する検証者の実

際の値の乗算の合計である。 

c．指標の達成度は 16÷18×100=89（％）なので、対象指標のパフォーマンスは良好である。 
 
【最終的なパフォーマンスの決定】 
１．ライセンス期間が６年を超える保全林及び生産林の 森林利用事業許可（PBPH）の場

合、持続可能な森林経営（PHL）パフォーマンスの最終値は、次のガイドラインに基づ
いて「悪い」、「中庸」又は「良好」の評価を与えられる。 

a. 良好 
達成したパフォーマンス指標の合計値が、達成可能な最大合計スコアの 80％を

超え、合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合。 
b. 中庸 

達成した性能指標の合計値が達成可能な合計スコアの最大値の 60～80％で、環
境認証基準を満たしている場合。 

c. 悪い 
達成したパフォーマンス指標の合計値が、達成可能な最大合計スコアの 60％未

満であり、合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合又は達成されたパフ
ォーマンス指標の合計値が、達成可能な最大スコアの合計の 60％を超えているが、
合法林産物（LHH）認証基準を満たしていない場合。 

 
表 2-6 最終的なパフォーマンス値の計算例 

指標 
評価 

パフォーマンス 
指標 

達成度 
指標の重み 

最大スコア 

1.1 良好 3 3 

1.2 中庸 2 3 

1.3 良好 3 3 

1.4 良好 3 3 

1.5 良好 3 3 

2.1 良好 3 3 

2.2 良好 3 3 

2.3 良好 3 3 

                                                 
8 指標スコア欄のには１～３までの値が入らなければならないが、この欄には「４」の値が記載して計算方法を例示し

ている（原文のママ）。 



17  

指標 
評価 

パフォーマンス 
指標 

達成度 
指標の重み 

最大スコア 

2.4 悪い 1 3 

2.5 良好 3 3 

2.6 中庸 2 3 

3.1 良好 3 3 

3.2 中庸 2 3 

3.3 中庸 2 3 

3.4 良好 3 3 

3.5 良好 3 3 

3.6 良好 3 3 

4.1 良好 3 3 

4.2 中庸 2 3 

4.3 良好 3 3 

4.4 良好 3 3 

4.5 中庸 2 3 

合計 58 66 

 
上記の計算により、次の事項が判明する。 

a.全ての指標の性能の合計値は 58 で 58÷66×100＝89（％）で合法林産物（LHH）認証基準は

「適合」となるため、持続可能な森林経営（PHL）の最終的な性能値は「良好」である。 
b. 合法林産物（LHH）認証基準の要求が満たされていない場合、持続的森林管理認証（PHPL）

パフォーマンスの最終値は「悪い」と評する。 
 
２．許可期間が６年以下の保全林内の森林利用事業許可（PBPH）の場合、持続可能な森林

経営（PHL）パフォーマンスの最終値は、次のガイドラインに基づいて「悪い」、「中庸」

又は「良好」の評価を与える。 
a. 達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計値の 70％を超え、合法

林産物（LHH）認証基準を満たしている場合は「良好」。 
b. 達成した性能指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの 50～70％であり、環境認

証基準を満たしている場合は「中庸」。 
c. 達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの 50％未満であ

り、合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合又は達成されたパフォーマン

ス指標の合計値が、達成可能な最大スコアの合計の 55％を超えているが、合法林産

物（LHH）認証基準を満たしていない場合は「悪い」。 
 
３．許可期間が６年以下の生産林の森林利用事業許可（PBPH）の場合、持続可能な森林経

営（PHL）パフォーマンスの最終値は、次のガイドラインに基づいて「悪い」、「中庸」

又は「良好」の評価を与える。 
a. 達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの 80％を超え、

合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合は「良好」。 
b. 達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの55％から80％

の間にあり、合法林産物（LHH）認証基準を満たす場合は「中庸」。 
c. 達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの 55％未満であ

り、合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合又は達成されたパフォーマン

ス指標の合計値が、達成可能な最大スコアの合計の 55％を超えているが合法林産物

（LHH）認証基準を満たしていない場合は「悪い」。 
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４．森林利用事業許可（PBPH）が林産物加工事業許可（POKPHH）と統合されている場合、

持続可能な森林経営（PHL）パフォーマンスの最終スコアは、次のガイドラインに基づ

いて「悪い」、「中庸」又は「良好」の評価を与える。 
a．達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大合計スコアの 80％を超え、

森林利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たし、森林利用事

業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合は「良好」。 
ｂ, 達成したパフォーマンス指標の合計値が、達成可能な最大合計値の 55～80％であ

り、森林利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たし、森林利用

事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合は「中庸」。 
c．達成したパフォーマンス指標の合計値が達成可能な最大可能合計値の 55％未満で

あり、森林利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たし、森林

利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たしている場合又は達

成されたパフォーマンス指標の合計値が、達成可能な最大合計スコアの 55％を超

えているものの、森林利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準又は

森林利用事業許可（PBPH）の合法林産物（LHH）認証基準を満たしていない場合

は「悪い」。 
 

以上の評価により、最終パフォーマンススコアが「中庸」以上の場合は、「合格」と宣言

し、独立評価認証機関（LPVI）は、「合格」と宣言された被審査者に対して持続的森林経営

証明書（S-PHL）を発行し、同時に被審査者と合法性及び持続可能性認証システムの標章

（SVLK マーク）の使用に係るサブライセンス契約を締結する。 

 

【証明書の発行】 

附属資料 1.3 では、発行する証明書に係る事項について、次のように定めている。 

１．持続的森林経営証明書（S-PHL）は、「中庸」又は「良好」の最終パフォーマンス値を

持ち、６年の有効期間が与えられる。 
２．独立評価認証機関（LPVI）は、評価結果が「悪い」と宣言されているものの木材が合

法性を満たしている場合、被審査者が木材合法証明書（S-Legalitas）を所持していなけ

れば林産物合法性証明書（木材合法証明書（S-Legalitas）を発行する。 
３．前項で規定する木材合法証明書（S-Legalitas）の発行は、独立評価認証機関（LPVI）が

木材合法性審査機関（LVLK）として認定されている場合に行える。 
４．評価結果が「悪い」と想定されている場合、審査員は独立評価認証機関（LPVI）によ

る再評価の申請を提出するまでの間、持続可能な森林経営（PHL）のパフォーマンスを

改善する機会を与えられる。 
５．一つの森林利用事業許可（PBPH）が二つのスコープを実行する場合、評価は二つのス

コープを統合した一つの証明書により与えられる。 
６．持続可能な森林経営（PHL）評価後に持続的森林経営証明書（S-PHL）が発行された場

合、既に発行している木材合法証明書（S-Legalitas）は無効と宣言される。 
７．森林利用事業許可（PBPH）の残存期間が６年未満の場合、持続的森林経営証明書（S-

PHL）は森林利用事業許可（PBPH）が満了するまで有効である。 
８．森林利用事業許可（PBPH）にあっては有効期限が切れる前に、持続可能な森林経営（PHL）

証明書の有効期間にあっては証明書の有効期限が切れる前に、加速評価プロセスを経

た後、有効期間を６年に調整する（６年間の有効期間を付与）。 
９．森林利用事業許可（PBPH）終了後にライセンス延長を取得した場合は、持続可能な森

林経営（PHL）の初期認証を実施する。 
10. 独立評価認証機関（LPVI）は国家認定委員会（KAN）の認定を受け、さらに環境林業
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省の認定を受けた上で、持続的森林経営証明書（S-PHL）を発行できる。 
11. 独立評価認証機関（LPVI）のトップマネジメント又は担当者が署名した持続的森林経

営証明書（S-PHL）には、少なくとも審査の名前、場所、許可番号、独立評価認証機関

（LPVI）の名前とそのロゴ、国家認定委員会（KAN）ロゴ、独立評価認証機関（LPVI）
アドレス、発行日、証明書の有効期間、証明書番号、証明書の述語、認証の範囲及び使

用されている持続可能な森林経営（PHL）パフォーマンス評価規則への参照が含まれ

る。 
12. 森林利用事業許可（PBPH）所持者が複数の持続可能性ユニットの作業領域を持ってい

る場合、各持続可能性単位が少なくとも「中庸」の値の所持を要件とする一件の持続

的森林経営証明書（S-PHL）が発行される。 
13. 第 11 項に規定する最終評価は、各持続可能性ユニットの最終平均スコアに基づき決定

する。 
14. 経営権については、各地域部門で持続可能な森林経営（PHL）の業績評価を実施する。 
15. 独立評価認証機関（LPVI）管理データ又は審査に係る方針その他の変更により持続的

森林経営証明書（S-PHL）の内容が変更された場合は、改訂した証明書を発行し、古い

証明書の無効が宣言される。 
16. 独立評価認証機関（LPVI）は、持続的森林経営証明書（S-PHL）の発行、修正、凍結

及び取消しを、決定が下されてから７日（暦日）以内に独立評価認証機関（LPVI）及

び省のウェブサイト（silk.menlhk.go.id）で公開する。 
17. 持続的森林経営証明書（S-PHL）の発行を公表するときは、報告ガイドラインの規定に

基づき、独立評価認証機関（LPVI）の身元、審査された身元及び各指標の正当性の要

約である評価結果に係る情報を含む審査結果の履歴書を添付する。  
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③川上の流通段階における合法認証材（VLHH）の基準及びガイドライン（附属資料 2.1

～2.6） 

附属資料 2.1～2.4 は、丸太に係る合法認証材の基準及びガイドラインを定め、伐採管理、

生産した丸太の管理及びトラッキング、環境的社会的側面の遵守並びに労働契約の遵守に

係る認証基準及び認証ガイドラインを設定している。認証基準は原則、基準指標及び指標

を検証するための検証対象で構成し、認証ガイドラインは検証対象別に検証方法及び評価

基準を具体的に定めている。 

附属資料 2.1～2.4 の認証基準を次表以下に掲載する。 

 

 
表2-7 森林利用事業許可（PBPH）及び経営権に係る林産物の合法性（合法認証材

（VLHH））の認証基準（附属資料 2.1） 

認証基準 
No 原則 基準 指標 

1. P1. 森林利用事業許可

（森林利用許可

（PBPH））又は経

営権の確実性 

K1.1森林管理の各区画は
保護森林地域と生産森
林地域に位置してい
る。 

1.1.1. 森林利用事業許可（PBPH）又
は経営権所持者は、管理する領域
に応じて森林利用事業許可
（PBPH）又は経営権の有効性を提
示できる。 

2. P2. 法的なログ記録

システムと手順

を遵守する 

K2.1有効な作業計画 2.1.1 森林利用事業許可（PBPH）又

は経営権の所持者は、規定に基づ

いた有効な作業計画を所持してい

る。 

2.1.2森林利用事業実施計画

（RKUPH）又は持続森林規制計画

（RPKH）及び年次森林利用作業

計画（森林利用年間施業計画

（RKTPH）又は年間技術計画

（RTT））は、権限のある当局者

により承認済。 
  K2.2.有効な伐採計画 2.2.1 森林利用事業許可（PBPH）又

は経営権の所持者は、権限のある

職員が承認した伐採計画を所持し

ている。 
3. P3.木質林産物の生産

と流通の正当性 
K3.1. 森林利用事業許可

（PBPH）又は経営権は、

生産した全ての木質林産物

の有効性を証明し、有効な

輸送書類の添付による輸送

又は流通を保証する。 

3.1.1 伐採する全ての木質林産物は、

木材生産報告書（LHP）として記録し

ている。 

3.1.2．各流通段階において木質林産

物の輸送又は流通には、有効な輸

送書類を添付している。 

3.1.3 木質林産物の起源をたどる 

K3.2. 森林利用事業許可

（PBPH）又は経営権の

所持者は税金以外の手

数料（PNBP）を完済し

ている。 

3.2.1. 森林利用事業許可（PBPH）又

は経営権の所持者は、森林再生基

金（DR）又は森林資源引当金

（PSDH）の支払いの証拠を提示

できる。 

K.3.3 SVLKマークの使用 3.3.1 SVLKマークの表示 
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認証基準 
No 原則 基準 指標 

4. P4. 伐採に係る環境

的社会的側面の遵

守 

K4.1 森林利用事業許可

（PBPH）又は経営権の

所持者は、すでに環境

文書（環境影響分析：

環境影響文書

（AMDEL））を所持し

ており、環境文書で要

求される義務を履行し

ている。 

4.1.1. 森林利用事業許可（PBPH）又

は経営権所有者は、作業領域全

体、事業所有権及び活動の種類を

網羅する適用規制に適合した環境

文書を所持している。 
 4.1.2. 森林利用事業許可（PBPH）又

は経営権の所持者は、環境への影

響に対処し、社会的利益を提供す

るための活動の実施を示す 木質

林産物利用事業５か年計画

（RKT）及び実施報告書を作成し

ている。 

5. P5. 労働規則の遵守 K.5.1. 労働安全衛生
（K3）規定の履行。 

5.1.1.労働安全衛生（K3）の手順と
実行 

K.5.2労働者の権利の履

行。 
5.2.1. 労働者の結社の自由。 

5.2.2. 労働者の権利を規制する労働
協約（KKB）又は会社規則（PP）
の存在 

5.2.3. 18歳未満の労働者がいない 
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表2-8 非林業活動木材利用許可（非林業木材利用事業（PKKNK））所持者に係る木質林産物合

法性認証基準（合法認証材（VLHH））（附属資料2.2.） 

 
非林業活動木材利用許可（非林業木材利用事業（PKKNK））は次により構成する: 
1. 森林区域利用承認 
2. 生産林の転用及び林地の開放 
3. 開放され耕作権が付与された林地 

4. 割当許可がある林地以外の土地（APL） 
認証基準 

No. 原則 基準 指標 

1. P1. 木質林産物の利用に

は、非林業活動のための

木材利用の承認（非林業

木材利用事業

（PKKNK）を伴う。 

K1.1 非林業木材利用事業

（PKKNK）の承認は、規

定に基づき取得される。 

1.1.1 有効な 非林業木材利用事

業（PKKNK） 承認文書の存

在。 

2. P2. 合法的伐採システム

と手順 
K2.1 有効な伐採計画 2.1.1 立木資源調査結果に基づ

き準備された伐採計画 

3. 
 

P3. 木質林産物の生産と流

通の合法性。 
K3.1. 非林業木材利用事業

（PKKNK）承認所持者

は、生産された全ての木

質林産物の有効性を証明

し、有効な輸送書類を伴

う輸送又は流通の実施を

保証。 

3.1.1伐採された木質林産物は全

て国家認定委員会（KAN）の

木材生産報告書（LHP）に記

載したものである。 

3.1.2 各流通拠点では木質林産物

の輸送又は流通に有効な木質林

産物輸送文書を備えている。 

3.1.3 木質林産物の起源をたど

る 
  K3.2. 非林業木材利用事業

（PKKNK）の承認を受

けた者による税金以外

の手数料（PNBP）の完

済。 

3.2.1. 非林業木材利用事業

（PKKNK）の承認を受けた者

による税金以外の手数料

（PNBP）の完済。非林業木材

利用事業（PKKNK）の承認を

受けた者は、森林再生基金

（DR）又は森林資源引当金

（PSDH）の完済の証明書を提

示。 

K.3.3 SVLKマークの使用 3.3.1 SVLKマークの表示。 

K.4.2労働者の権利の履

行。 
4.2.1. 労働者の結社の自由。 

 4.2.2. 18歳未満の労働者を雇用し

ない。 
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表2-9 社会林経営契約（地域林業（HKm）、共同体人工林（HTR）及び里山（HD））における木

質林産物合法性認証（VLHH）基準及び指標（附属資料 2.3.） 

 

合法認証木質林産物 

認証基準 

No. 原則 基準 指標 

1. P1. 社会林経営契

約（PPPS）に係

る地域の確実性

と合法性 

K1.1社会林経営契約（PPPS）
地域は生産林内に所在. 

1.1.1. 社会林経営契約（PPPS）所持者

は、管理する領域に応じて社会林経

営契約（PPPS）の有効性を提示でき

る。 

K.1.2 社会的林業経営の承

認に係る政令（ SK 
PPPS）文書には、木質林

産物の収集と利用のための

活動の種類が記載されてい

る。 

1.2.1. 社会林業経営契約（PPPS）所持者

は、社会的林業経営の承認に係る政

令（SK PPPS）の文書により木質林

産物の収集と利用活動の種類を提示

できる。 

K.1.3グループ又は協同組合

の形態の社会林業管理契

約（PPPS）機関。 

1.3.1グループ形成文書又は協同組合設立

証書の完全性 

2. P2. 合法的伐採シ

ステムと手順

の遵守 

K2.1 有効な作業計画 2.1.1社会林業管理契約（PPPS）所持者

は、規定に基づく有効な文書を所

持。 

K2.2. 有効な伐採計画の存

在 

2.2.1社会林業管理契約（PPPS）所持者

は、規定に基づく有効な伐採作業区

画（RKT）を所持。 

3. P3.木質林産物の

生産と流通の

合法性 

K3.1. 社会林経営契約

（PPPS）所持者は、生産

した全ての木質林産物の

有効性を証明し、有効な

輸送書類を添付した輸送

又は流通を保証。 

3.1.1伐採した全ての木質林産物は、国家

認定委員会（KAN）の木材生産報告書

（LHP）に記録している。 

3.1.2各流通拠点における木質林産物の輸

送又は流通においては、有効な輸送書

類を添付している。 

3.1.3 木材林産物の起源をたどる。 
 K3.2. 社会林経営契約

（PPPS）所持者による税

金以外の手数料（PNBP）
の支払い 

3.2.1. 社会林経営契約（PPPS）所持者に

よる森林資源引当金 （PSDH）及び

森林再生基金（DR）の全額をの支払

いを示す証明書の提示。 
 K.3.3. SVLKマークの使用 3.3.1. SVLKマークの表示 
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表2-10 私有林材に係る合法認証材（VLHH）基準（附属文書 2.4.） 

私有林の構成内容は次のとおりである。 
1. 植林木に係る森林の権利 
2. 土地利用権発効前に自然に成長していた森林の権利 

認証基準 

№ 原則 基準 指標 

1. P1. 木材の所有権の有

効性が証明できる 
K1.1土地の保有権に係る権

利の正当性 
1.1.1 森林所有者による土地の権

利の正当性の証明。 
2. P2. 合法的な伐採シス

テムと手順の遵守 
K2.1 有効な伐採計画の整

備。 
2.1.1 伐採計画は、立木資源調査

の結果に基づき策定してい

る。 
3. P3. 木質林産物の生産と

流通の合法性 
K3.1. 私有林所有者は、生産さ

れた全ての木質林産物が法的

に証明され、有効な輸送書類

が添付されて輸送又は流通さ

れ、さらに天然林材の場合は

税金以外の手数料（PNBP）
支払義務の履行を保証する。

3.1.1 伐採又は収穫された全ての木質

林産物を記録している。 

3.1.2. 各流通拠点における木質林産物

の輸送又は流通において、木質林

産物の有効な輸送書類が添付され

ている。 
3.1.3 木質林産物の起源を辿る。 

3.2.1 SVLK署名 
 

 

附属資料 2.5 は、森林利用事業許可（PBPH）、経営権、社会林経営の承認及び非林業活

動における木材利用承認の所持者に係る合法認証材（VLHH）のガイドラインであり、附属

資料 2.6 は、私有林の林産物の合法性を審査するためのガイドラインである。これらは、

合法認証材の審査の申請方法、審査準備、審査の実施方法及び手順、報告並びに意思決定

の他、認証の凍結及び取消し、認証を管理する独立評価認証機関（LPVI）の変更その他の

合法木材証明書（S-Legalitas）の取扱いに係る事項を定めている。 
 

④川下の流通段階における基準及びガイドライン 

附属資料3.1～3.5は、合法性を評価する基準を木材加工事業許可保有者（附属資料3.1）、

産業事業活動許可保有者（附属資料 3.2）、登録丸太集積場（附属資料 3.3）、輸出業者（附

属資料 3.4）、輸入業者（附属資料 3.5）別に定めている。 

これらの附属資料は、原則、標準、指標、検証からなる認証基準と認証基準の具体的な

検査方法、検査対象を評価する評価基準を示す認証ガイドラインで構成している。 

附属資料 3.1～3.5 の認証基準を、次に掲載する。認証基準の検証対象には、事業体の許

認可、納税その他の事業体の合法性の確認、デューデリジェンスの実施を含む入荷材の合

法性の確認、加工企業の場合は入出荷在庫及び加工の記録及び取引の際に交わす各種文書

の合法性の確認と実際の取扱商品との整合性、入出荷手続きの合法性、労働規則の遵守の

確認などが含まれる。 
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表2-11 木材加工事業許可（PBPHH）所持者に係る木質林産物の合法性認証基準（附属資料 

3.1） 
認証基準 

原則 標準 指標 
1 2 3 

P1. ライセンス所持者

は、合法的な木材加

工又は貿易の実行を

支援するよう努めて

いる。 

K1.1 次の産業部門は、 
(a) 業界が有効なライセンス

を所持していること、及

び 
(b) 加工製品の輸出者が有効

なライセンスを持ってい

ること。 

1.1.1 業務組織は、業務主体及び
業務の合法性を備えたプロデ
ューサーである。 

K1.2 木質林産物及び木材製

品の輸入業者 
1.2.1 法的許可を得た輸入業者であ

る 

K1.3 グループ形式の事業単

位. 
1.3.1 グループにはグループ形成の

ための文書が存在 

P2. 当該事業部門は、木

材の原産地からの追跡

可能性を保証する木材

追跡システムを導入し

ている。 

K2.1 原料（輸入木材を含

む）及び加工品を追跡

するシステムの存在と

導入。 

2.1.1事業部門は、入荷した原料が

合法的供給源からのものである

と証明できる。 

2.1.2 輸入業者は、輸入した木材が

合法的な供給源からのものである

と証明できる 

2.1.4 他者のサービスを通じた製

品処理（森林利用事業許可

（PBPH））（サービスプロバイ

ダーを経由する場合） 
K.3.3 SVLKマークの使用 3.3.1 SVLK マークの表示 

P.4 加工産業における労

働規則の遵守。 
K.4.1. 労働安全衛生（K3）
規則の履行。 

4.1.1. 労働安全衛生（K3）ガイド

ライン又は手順の実施. 

K.4.2. 労働者の権利の実

現。 
4.2.1 労働者の結社の自由。 

4.2.2 10人以上の従業員を雇用する

森林利用事業許可（PBPH）事業

体には、従業員の権利と義務を

規定する集団労働協約文書（集

団労働協約文書（KKB）又は社

内規則（PP）が存在 

4.2.3 18歳未満の労働者の雇用禁止 

4.2.4. ジェンダーの調整 
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表2-12 産業事業活動許可所持者に係る木質林産物の合法性認証基準（附属資料 3.2） 
認証基準 

原則 標準 指標 
.事業許可（PB）所持者は

合法的な木材取引の実施

を支援する。 

K1.1 単独の事業単位 
(a) 合法的事業許可（PB）を

所持又は、 
(b) 加工品輸出業者は有効な

事業許可（PB）を所持 

1.1.1 事業単位は、事業主体の合法

性と合法的な事業を行うプロデ

ューサー 

K1.2 木材及び木材製品の輸入

業者 
1.2.1 輸入者は、有効なライセンスを

所持。 

P2. 事業単位で木材の原

産地からのトレーサビ

リティを保証する木材

トレーサビリティシス

テムを備えている。 

K2.1 原料（輸入木材を含む）

及び加工品を追跡するシス

テムの存在と導入。 

2.1.1 事業単位で受領した原料が法

的供給源からのものであると証明

できる。 
2.1.2 輸入業者は、輸入した木材が

合法的な供給源からのものであ
ると証明できる。 

2.1.3 当該事業部門における木材

追跡システムの導入 

2.1.4 他の関係者（他の業界又は
事業許可（PB）産業）のサービ
スを通じた製品加工プロセス
（ サービスプロバイダー経由の
場合） 

P.3 生産した製品の取引又

は譲渡の合法性と正

当性 

K3.1 国内向け製品の取引又

は譲渡 
3.1.1 事業単位で国内目的での生産

製品の貿易又は移転のために合

法的な林産物輸送文書を使用。 

K3.2輸出用加工木材の出荷。 3.2.1 輸出用に加工された木材の出

荷は、輸出申告書（PEB）に準

拠する必要がある。 
 K.3.3 SVLKマークの使用 3.3.1 SVLK マークの表示 

P.4 加工産業の労働規

制の遵守。 
K.4.1. 労働安全衛生 (K3) 

規定の遵守 
4.1.1. ガイドライン又は手順と労働

安全衛生（K3）の実施 
 K.4.2. 労働者の権利の実現 4.2.1労働者の結社の自由。 

4.2.2. 産業用事業許可（PB）におけ

る労働者の権利と義務を規制す

る集団労働協約文書（集団労働

協約文書（KKB））又は社内規

則（PP）の存在. 
4.2.3. 18歳未満の労働者の雇用禁止 

  4.2.4. ジェンダー. 

 

  



27  

表2-13 登録丸太集積場（TPT-KB）に係る木質林産物の合法性認証基準（附属資料 3.3） 
認証基準 

原則 標準 指標 
P1. 登録丸太集積場（TPT-

KB）は合法的な木材取
引の実行を支援 

K1.1登録丸太集積場 1.1.1 登録丸太集積場（TPT-KB）は、法

的な指定を受けている。 
1.1.2. 登録丸太集積場（TPT-KB）には環
境文書がある 

K1.2グループ形式の
事業体 

1.2.1グループにはグループ形成文書が存在 

P2. 登録丸太集積場（TPT-
KB）は、木材の原産地
からの追跡可能性を保
証する木材追跡システ
ムを設置している 

K2.1丸太追跡システ

ムの存在と実行。 

2.1.1 登録丸太集積場（TPT-KB）は受領し
た丸太が認定された場所からのものであ
ると証明できる。 

2.1.2 輸入された丸太は合法的供給源か

らのものである。 

P.3. 登録丸太集積場

（TPT-KB）からの丸太

の販売及び輸送の合法

性。 

K3.1丸太の販売及び

輸送に係る文書 
3.1.1登録丸太集積場（TPT-KB）には、販

売又は輸送に係る文書が存在。 

K.3.2 SVLKマーク

の表示 
3.2.1 SVLKマークの表示。 

P.4. 労働規則の遵守。 K.4.1. 労働安全衛
生（K3）規則の
履行。 

4.1.1. 労働安全衛生（K3）のガイドライン
及び手順。 

 K.4.2. 労働者の権利

の実現 
4.2.1. 労働者の結社の自由 

4.2.2. 登録丸太集積場（TPT-KB）に対す

る労働協定（集団労働協約文書

（KKB））又は会社規則（PP）の存在。 

4.2.3. 18歳未満の労働者の雇用禁止。 

4.2.4. ジェンダー。 
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表 2-14 輸出業者に係る木質林産物の合法性認証基準（附属資料 3.4） 

原則 標準 指標 
1 2 3 

P1. 輸出業者に

よる合法的

な木材貿易

の実施 

K1.1 輸出業者の事業体 1.1.1 輸出者は有効な許可を所持 

P2. 林産物の取

引又は輸送

の合法性。 

K.2.1. 木材加工品の供給業

者から輸出業者への取引

又は輸送 

2.1.1. 事業部門は、受領した製品が合法

的供給源からのものであると証明でき

る。 
K.2.2. 製品輸出 2.2.1. 林業製品の輸出は物品輸出申告書

（PEB）に準拠していなければならな

い。 
2.2.3. 国内販売 

P.3 輸出業者に

よる労働規

則の遵守。 

K.3.1. 労働安全衛生規則

（労働安全衛生（K3））

の履行 

3.1.1. ガイドライン又は手順及び労働安

全衛生（K3）の実施 

3.4.2. 労働者の権利の実現 3.2.1. 労働者の結社の自由 
 

 
表2-15 輸入業者に係る木質林産物の合法性認証基準（附属資料 3.5） 

認証基準 

原則 標準 指標 
P1. 輸入業者による合

法的な木材貿易の

実施 

K1.1 輸入業者の事業

形態 
1.1.1 有効な許可の所持 

2.1.2 輸入業者は、輸入した木材が合法的な

供給源からのものであることを証明でき

る 

K.4.2. 労働者の権利の

実現。 
4.2.1. 労働者の結社の自由。 

4.2.2. 営業許可（SIUP）持株会社には集団

労働協約（集団労働協約文書（KKB））

又は社内規定（PP）が存在 

4.2.3. 18歳未満の雇用禁止 

  1.2.4 ジェンダー 

 

附属資料 3.6 は、附属資料 3.1～3.5 の合法性認証基準を認証するための手順と審査方

法を定めている。具体的な内容としては、適用範囲、申請方法、審査活動計画、認証審査

の手順、認証の手順、報告、認証の意思決定、証明書の発行及び有効期間、監査並びに証

明書の凍結及び取消しの他、証明書を管理する独立評価認証機関（LPVI）の変更並びに取

消し及び失効に係る事項を定めている。 

 

⑤林産物の自己宣言書の発行とその確認を行うためのガイドライン（附属資料４） 

附属資料４は、林産物の「合法性の自己宣言」（以下、「自己宣言」という。）を行うため

の文書（以下、「自己宣言書」という）の発行及び自己宣言書の確認を行うためのガイドラ

インである。 
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このガイドラインには、自己宣言書を発行できる者及び自己宣言の実施方法並びにサプ

ライヤーが発行した自己宣言書の確認方法、自己宣言書上の不適合が明らかになった場合

の検査方法及び政府による検査の実施方法が定められている。 

自己宣言書の様式は、木材加工事業許可（PBPHH）又は産業用事業許可（PBUI）、丸太

登録保管場（TPT-KB）、一般事業者輸入識別番号（API-U）保有者別に定められており、環

境林業大臣通達の原文では L4-14 頁から L4-16 頁に、別冊資料では 230 頁から 232 頁にこ

れらの様式を掲載している。 

 

⑥林産物輸入ガイドライン（附属資料５） 

林産物輸入ガイドラインは、デューデリジェンスの実施手順、輸入申告書の作成及び修

正の手順、実施した輸入の監査、木材合法性認証システム（SILK）ポータルへのアクセス

権並びに政府による輸入業者の監督及び管理に係る事項を定めている。 

輸入業者に義務づけられている輸入申告をする前に実施するデューデリジェンスの結果

は、Excel ファイルで林産物加工販売開発（BPPHH）局長に提出し、デューデリジェンス

データが正確であれば、林産物認証販売（SPHH）局が輸入業者に輸入申告関係文書を提供

している。 

輸入関係書類の様式及び輸入をするときに必要な申告データについては、次表のように

原文及び別冊資料に示されている。 

 

表 2-16 輸入関係書類の様式及び輸入申告データの掲載頁 

項目 原文資料 別冊資料 

デューデリジェンスのデータと情報（様式） L5-11 頁 242 頁 

デューデリジェンステスト（様式・記載例） L5-12～L5-13 頁 243～244 頁 

デューデリジェンステスト実施のためのガイドライン L5-14～L5-25 頁 245～250 頁 

製造業者輸入識別番号（API-P）所持者用輸入申告書（様式） L5-26 頁 251 頁 

一般業者輸入識別番号（API-U）所持者用輸入申告書（様式） L5-27 頁 252 頁 

輸入申告書付表（様式） L5-28 頁 253 頁 

林産物自己宣言（DHHSM）及び木製品の輸入申告（様式） L5-29～L5-30 頁 254～255 頁 

サンプル物品のデータ及び情報の提出（様式） L5-31 頁 256 頁 

製造業者輸入識別番号（API-P）又は一般業者輸入識別番号（API-U）所

持者の林産物自己宣言によるサンプル物品のデータ及び情報の提出に

係るガイドライン 

L5-33 頁 257 頁 

一般業者輸入識別番号（API-U）所持者の輸入申告の記載例（サンプル

物品用） 
L5-33 頁 258 頁 

一般業者輸入識別番号（API-U）を所持している輸入業者のサンプル物

品輸入申告書様式 
L5-34 頁 259 頁 

サンプル物品の輸入申告書付表（様式） L5-35 頁 260 頁 

 

なお、輸入業者に対しては、独立評価認証機関（LPVI）が監査を実施し、国も監督及び

管理を行っている。 
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⑦V-LEGAL 又は FLEGT ライセンスの書類発行に係るガイドライン（附属資料６） 

V-LEGAL 又は FLEGT ライセンスの書類発行に係るガイドラインでは，次の事項を定め

ている。 

A． 一般要件。 

B． V-Legal 又は FLEGT ライセンスの発行手順。 

C． V-Legal 又は FLEGT ライセンスの発行。 

D． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンス文書の有効期限の延長。 

E． 紛失又は損傷による V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの交換。 

F． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの取消し。 

G． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの修正。 

H． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの発行手数料。 

I． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの一般的要件。 

J． 未記入の V-Legal 又は FLEGT ライセンス文書の様式。 

K． 署名及びスタンプの交付。 

L． 特別規定及び協力制度。 

M． 関税番号又は HS コード。 

N． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの発行申請様式。 
 

上記 A～N の内、V-Legal 又は FLEGT ライセンスの発行手順及び V-Legal 又は FLEGT ラ

イセンスの発行についての記載内容は、次のとおりである。 

 

【V-Legal又はFLEGTライセンス書類の発行手順】 

１． 一般要件 

a. 輸出申請があった製品は、許可及び証明書の範囲並びに積地に適合している。 

b. 輸出業者は、林産物加工活動事業承認（POKPHH）の範囲にある合法証明書（S-

Legalitas）又は持続的森林経営証明書（S-PHL）をすでに取得していること。 

c. サプライヤーは、私有林又は経営権により生産した人工林林産物に係る持続的

森林経営証明書（S-PHL）、合法証明書（S-Legalitas）又は林産物の自己宣言をす

でに取得していること。 

d. サプライヤーは輸出する製品がCITESリストに含まれる樹種原料から製造され

ている場合、合法証明書（S-Legalitas）又は持続的森林経営証明書（S-PHL）を

取得しなければならない。 

e. 独立評価認証機関（LPVI）は、輸出業者が最大断面積3,500mm2の木材加工業者

又は木材業者から入手したパネル又は紙を使用する場合、原料が認証材由来で

あること又は木質林産物の権利のために林産物の自己宣言書を発行しているこ

とを保証する。 

f. V-Legal又はFLEGTライセンスは、発見された木材、没収された木材又は腐敗し

た木材に由来する競売材又はその製品には発行できない。 
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２． 認証申請 

a. 輸出業者は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行申請書を、提出又は署名

して責任を負う役員を法人代表者名の決定書又は委任状により明らかにして発

行機関に登録する。 

b. 輸出業者は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行申請書に必要事項を記

入し、次のものを添えて発行機関に提出する。 

１） 請求書及びパッキングリストの写しで、その内の少なくとも一つには輸出

する商品の送料に係る情報が含まれていなければならない。 

２） 貿易が制限されている製品の貿易を許可するCITES関係文書。 

３） 発行される文書に対応するスタッフィング（コンテナ詰め）作業を行う

場所の地理的座標の情報を含む製品の写真。 

 

３． 輸出業者向けV-Legal又はFLEGTライセンス書類発行の認証 

a. 輸出業者による出荷 

１） 木材移動報告書（LMK）文書又は在庫報告書の写し。 

２） 製品注文の文書又はリスト。 

３） 輸出する木材、木製品及びその派生品に係るサプライヤーからの輸送書類

の写し及び持続的森林経営証明書（S-PHL）若しくは合法証明書（S-Legalitas）

の写し又は林産物の自己宣言書。 

４） 請求書又はパッキングリストの写しで、そのうちの少なくとも一つには輸

出する商品の関税品目に係る情報が含まれていなければならない。 

５） 貿易が制限されている製品の貿易を許可するCITES関係文書。 

６） 発行する文書に対応し、発行機関により確認済のスタッフィング作業を行

う場所に係る地理的座標の情報を含む製品の写真。 

b. 木材移動報告書（LMK）又は在庫報告書は、毎月発行機関に送付する。送付し

た木材移動報告書（LMK）又は在庫報告書は、初期在庫をバランスシート上の

最初の記録とし、翌月は輸送書類の写しと持続的森林経営証明書（S-PHL）、合

法証明書（S-Legalitas）の写し又はサプライヤーからの林産物の自己宣言書と

照合した後、在庫の調整に用いる。発行機関は、木材移動報告書（LMK）又は

在庫報告書のデータ並びに輸送文書の写し及び持続的森林経営証明書（S-

PHL）、合法証明書（S-Legalitas）文書のコピー又は供給業者からの林産物の自

己宣言との間に矛盾がある場合、事前に説明を要求し、必要に応じてサンプリ

ングによる実地調査を実施できる。 

c. 木材在庫に係る供給データを更新するために、サプライヤーから受領した輸送

書類の要約を定期的に発行機関に送信する。この要約には、木製品の種類、樹

種及び持続的森林経営証明書（S-PHL）番号、合法証明書（S-Legalitas）番号又

はサプライヤーからの林産物の自己宣言に係る情報が含まれていなければな

らない。 

d. 発行機関は、必要に応じてサプライヤーからの情報とは別に、輸送書類の原本

及び持続的森林経営証明書（S-PHL）、合法証明書（S-Legalitas）書類又は林産

物の自己宣言を要求できる。 

e. 林産物加工過程で生じた廃棄物に由来する木材、競売材以外の木くずを含む丸
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太、使用済みの丸太、古材由来の製品を受領する輸出業者は、V-Legal文書又は

FLEGTライセンスの発行のために次のいずれかを要求できる。 

１） 丸太の林業担当部門からの木材の使用の記録。 

２） 森林局又は村若しくは集落の役人からの丸太以外の製品に係る記録。 

f. 発行機関は、V-Legal又はFLEGTライセンス文書の発行を検証するときにサン

プリングによる輸出製品の実地検査を実施する場合がある。 

g. 発行機関は、生産工程における歩留り及び原料の供給量と使用量との整合性を

考慮して木材在庫量データを作成する。木材の在庫データは、V-Legal文書又は

FLEGTライセンスの発行を検証するための基礎データとして使用する。 

 

なお、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの申請をするときは、申請者が自社のレタ

ーヘッド付きの用紙を用いて、次の様式で申請書を作成するよう定めている。 

 

【V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行申請様式】10 

 

<レターヘッド> 番号:  

件名： V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行申請 

<発行機関名> On Site 

私はここに、次のV-Legal 文書又はFLEGTライセンスの発行を申請する。 

会社名: ...................................................... 

合法証明書（S-Legalitas）番号: ...................................................... 
合法証明書（S-Legalitas）の有効期限: ………………………………………… 
輸入業者名 : ....................................................... 
輸入業者所在地 : ....................................................... 
目的国 : <国コード> - <国名> .... 
積み地 : <港コード> - <港名> 
荷揚港 ...........................................................................................................  
<港コード> -<港名>....................................................... 
輸送手段 .......................................................................................................  
<輸送陸 /海/空> ....................................................... 
総個数 .......................................................................................................... 個 
総材積 1) ........................................................................................... m3 
総重量 1) ..................................................................................................... kg 
総金額 2) ..................................................................................................... USD 
インボイス番号 : ....................................................... 
インボイスの日付 : ....................................................... 
積込み（スタッフィング）予定日: ................................ 
積込み（スタッフィング）場所: ................................................ 
その他の情報5) : ....................................................... 
申請物品の説明3): 
a. HSコード : ....................................................... 

商品の説明: .................................................. 
樹種 4) : <樹種名>.............................. 

伐採国 4)............................................................................<国コード> - <国名> 

                                                 
10 原文資料の L6-18-19 頁。 
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個数 ................................................................................................. 個 
材積 1) .................................................................................... m3 
重量 1) ................................................................................... kg 
額 2) ........................................................................................ USD 
備考: ....................................................... 

b. HSコード : ....................................................... 
商品の説明: .................................................. 
樹種 4) : <樹種名>.............................. 

伐採国 4) ............................................................................<国コード> - <国名> 
個数 ................................................................................................. 個 
材積 1) ................................................................................... m3 
重量 1) ................................................................................... kg 
額 2) ........................................................................................ USD 

備考:. 
c. .......... 

 

これは、正しい情報を記載した V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行

を申請する文書である。 

<場所、日付> 
<担当者の署名及び社印> 

 
1. V-Legal文書発行ガイドラインの付属書５に基づき記入。 
2. FOBの値を入力。 
3. 輸出商品の記載数に応じて作成。 
4. 複数の記載が可能で、区切りには改行を使用。 

 

 

【V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行】 

１． 木材合法性認証システム（SILK）によるV-Legal文書又はFLEGTライセンスの発

行メカニズム 

a. 発行機関は、申請書の受領から遅くとも３日（暦日）以内に、申請要件の完

全な充足を確認し、V-Legal文書又はFLEGT ライセンスの発行を決定する。 

b. 発行機関は、V-Legal又はFLEGTライセンス発行申請の検証の結果を「不適

合」と判定した場合は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスを発行せずに輸

出業者と局長に不適合報告書を提出する。 

c. 前項の不適合報告書で不適合と報告があった事項は、申請書の受領から３営

業日以内にV-Legal文書又はFLEGTライセンスを発行しない理由として適用

する。 

d. 発行機関は、局長にライセンス情報ユニット（LIU）を通じて決定の日から

24時間以内に不適合報告書を提出する。 

e. V-Legal文書又はFLEGTライセンスは、林産物の輸出規定に係る法律及び規

制の対象になっていない合法証明書（S-Legalitas）をすでに取得している輸

出業者の林産物に対して発行できる。 

f. 輸出業者は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスを使用している場合、輸出

申告書（PEB）を発行機関に提出し、輸出が成立しなかった場合はキャンセ

ルを申請してV-Legal文書又はFLEGTライセンスを確保しなければならな
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い。 

g. 輸出業者は、発行機関にV-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行日から30日

（暦日）以内に輸出申告書（PEB）の写しを提出する。輸出業者がV-Legal文

書又はFLEGTライセンスを使用した証明として輸出申告書（PEB）の写しを

提出しない場合は、輸出業者が要求された輸出申告書（PEB）を提出するま

で、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行サービスを停止する。 

h. 発行日から30日（暦日）以内に使用が確認できないV-Legal文書又はFLEGT

ライセンスは、３日（暦日）以内に発行機関がキャンセルする。 

i. 発行機関は、輸出申告書（PEB）の要約を作成し、毎月10日までに林産物合

法性の検証に係る情報を管理するライセンス情報ユニット（LIU）に報告す

る。 

j. 事務局長は関係規則に基づき、輸出実施報告書を商務省輸出入申告システム

（INATRADE）（http://inatrade.kemendag.go.id）に提出しない輸出業者に対す

るV-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行を一時停止するよう局長を通じ

て発行機関に要請できる。V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行は、輸

出業者が発行機関に輸出実施報告書を提出した後に実施できる。 

k. 発行機関及び輸出業者は、印刷されたV-Legal又はFLEGTライセンス文書が

完全であること、明確であること及び正確であることを保証する。 

l. 所管官庁（CA）が受付けた文書又はソフトファイルから印刷されたFLEGT

ライセンスのデータは、木材合法性情報システム（SILK）

（http://silk.menlhk.go.id）のデータとは異なるため、輸出業者はV-Legal文書

又はFLEGTライセンスのデータを変更できない。 

m. 有効なFLEGTライセンスに係る情報は、木材合法性認証システム（SILK）に記

録されている。FLEGT管轄当局（CA）は、木材合法性認証システム（SILK）に

オンラインでアクセスできるため、出荷データに応じて、紙に印刷したFLEGT

ライセンス若しくは請求書、パッキングリスト付きのソフトファイル又は船荷

証券（B/L）の情報の整合性を直接確認し、V-Legal文書又はFLEGTライセンス

の信憑性を確認できる。 

n. V-Legal文書又はFLEGTライセンスは、一通につき一件の輸出申告書（PEB）の

提出に使用できる。 

o. 各貨物の仕向け国の税関からの差し戻しは、輸入業者の責任とする。 

 
２． 不可抗力の条件下におけるV-Legal又はFLEGTライセンス文書の発行 

a. 国内の不可抗力には、次を含む。 
１） 洪水、地震、土砂崩れ、その他の自然災害。 
２） 火災、停電、機器の盗難。 

b. 自然災害による不可抗力の発生は、権限のある職員が宣言するが、火災と盗

難は、林産物加工流通課の課長が発する文書により発行機関、輸出入申告承

認システム（INATRADE）を管轄する商務省、通関ポータルサイト（INSW）

を管轄する通関ポータルサイト（INSW）管理庁及び管轄当局又は相手国の管

轄当局に伝達する。 
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c. 不可抗力が国内又は輸出相手国で発生したときは、発行機関は最初に林産物

の合法性認証情報を管理するライセンス情報ユニット（LIU）と確認及び調整

をし、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの延長、交換又は修正を決定した後、

声明書を発行できる。 

d. C号の規定に定める声明書は、国内又は相手国での不可抗力の発生の真実を

記載する。 

e. 発行機関は、検証の結果、不可抗力の理由が許容できると証明された場合、

V-Legal文書又はFLEGTライセンスを延長、交換又は修正できる。不可抗力

の理由の真実が証明できない場合、発行機関はV-Legal文書又はFLEGTライ

センスを延長、交換又は修正ができない 

f. 検証の結果、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの有効期間の満了、輸入業者、

相手国、積卸し港の変更につながる可能性のある不可抗力事由が真実である

と証明できた場合、発行機関は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスを延長し、

修正できる。 

g. 不可抗力の条件下での手動又は電子的手段による V-Legal文書又はFLEGTラ

イセンスの発行に係るさらなる規定は、関連機関と調整する。 

 
３． 合法証明書（S-Legalitas）を所持する製造業者輸入識別番号（API-P）又は一般

業者輸入業者番号（API-U）の所持者による輸入原料又は輸入製品の返品のた

めのV-Legal文書又はFLEGT ライセンスの発行。 

a. 当該輸入製品は、製造業者輸入識別番号（API-P）所持者の産業ニーズを満た

すために輸入した原料又は一般業者輸入業者番号（API-U）所持者による貿易

活動において輸入した製品である。 

b. 当該輸入製品は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行を要求した製造業

者輸入識別番号（API-P）所持者の業界のニーズに適合しない又は一般業者輸

入識別番号（API-U）所持者の注文に適合しない輸入物品である。 

c. 製造業者輸入識別番号（API-P）又は一般輸入事業（API-U）許可の所持者は、

輸入書類と返品理由を証明して、輸入した原料又は製品の返品を目的とする

V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行申請を提出する。 

d. 発行機関は、輸入した原料又は製品を返品する目的の正確性を確保するため

に、製造業者輸入識別番号（API-P）又は一般業者輸入識別番号（API-U）の

所持者が提出した証拠を検証し、V-Legal文書又はFLEGTライセンス文書を発

行する。検証結果は、V-Legal文書又はFLEGTライセンスの発行を決定する基

礎とする。 

e. 発行機関は、輸入した原料又は製品を返品するためのV-Legal文書又はFLEGT

ライセンス文書の発行を決定する前に、必要に応じて現地調査を実施できる。 

f. 発行機関は、輸入原料及び製品の返品理由の正当性に係る検証結果が受け入

れられない場合、輸入した原料又は製品を返品するためのV-Legal文書又は

FLEGTライセンスを発行しない。 

g. V-Legal文書又はFLEGTライセンスは、輸入した原料又は製品の最大量を輸入

書類（輸入申告書（PIB）、パッキングリスト及びインボイス）に基づいて、
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返送先に送付する。 

h. 検証結果は、発行機関から林産物合法性認証情報を管理するライセンス情報

ユニット（LIU）に遅くとも３日（暦日）以内に提出する。 
 

附属資料６には、2021 年環境林業大臣規則第８号第 234 条の規定が定める「V-Legal 文

書の発行」に係るガイドライン及び「輸出用の非木質林産物の合法性を証明する文書」が

含まれている。さらに附属資料６では、V-Legal 又は FLEGT ライセンスの様式に入力する

具体的なデータ内容を示している（原文資料の L6-36～L6-39 頁及び仮訳資料の 293～295

頁）。 

なお、V-Legal 文書の様式（英文）は、原文資料の L6-22～L6-35 頁及び仮訳資料の 277

～292 頁に掲載している。 

 

⑧独立評価認証機関（LPVI）のガイドライン 

独立評価認証機関（LPVI）に係るガイドラインは、次の三つが定められた。 

 

A． 独立した評価審査機関及び V-Legal 又は FLEGT ライセンス発行機関を決定するた

めのガイドライン（附属資料 7.1） 

附属資料7.1のガイドラインは、独立評価認証機関（LPVI）の申請のための手

続き及びV-Legal文書又はFLEGTライセンスのユーザーとしての輸出業者による法

令遵守違反又は不適合への措置の手順を定めている。 

このガイドラインは、独立評価認証機関（LPVI）の決定及び独立評価認証機関

（LPVI）の義務及び独立評価認証機関（LPVI）の実績評価、V-Legal又はFLEGT

ライセンス発行機関（発行機関）としての独立評価認証機関（LPVI）の決定及び

V-Legal又はFLEGTライセンス発行機関の義務並びにV-Legal又はFLEGTライセン

ス書類発行の評価の手順を含んでいる。 

 

B． 持続可能な森林経営（PHL）及び林産物の合法性を認証するための実績評価の実施

における職員及び審査員の基準及び要件に係るガイドライン（附属資料 7.2） 

附属資料 7.2 のガイドラインは、持続可能な森林経営（PHL）の実績評価及び合

法認証材（VLHH）の実施に係る独立評価検証機関（LPVI）の担当者並びに持続可

能な森林経営（PHL）又は林産物合法性認証の合法認証材（VLHH）業績評価の実施

に係る審査員の基準及び要件を定めている。 

さらに附属資料 7.2 は、持続可能な森林経営及び林産物の合法性証明を行う独立

評価検証機関（LPVI）の審査対象事業種別審査執行体制及び審査員に対する評価の

ガイドラインを含んでいる。 

 

C． V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの発行機関としての独立評価検証機関（LPVI）

及び V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスのユーザーとしての輸出業者の法令遵守

違反又は不適合を処理するためのガイドライン（附属資料 7.3） 

附属資料 7.3 は、V-Legal 文書又は FLEGT ライセンスの発行機関である独立評価

認証機関（LPVI）の法令遵守違反又は不適合及び V-Legal 文書又は FLEGT ライセン

スのユーザーとしての輸出業者の法令遵守違反又は不適合への措置の手順を定めて
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いる。 

 

⑨SVLK マークの使用に係るガイドライン（附属資料８） 

附属資料８は、SVLK マークの所有権と使用並びに SVLK マークの一般的な様式、ス

ローガン（キャッチフレーズ）の表示並びに SVLK マークの表示及びサイズと色につい

て定めている。 

 

⑩持続可能な森林経営（PHL）の実績評価及び合法認証材（VLHH）の審査並びに林産物

の自己宣言の実施に係る独立したモニタリング、申立て、苦情及び訴訟の解決に係

るガイドライン（附属資料９） 

このガイドラインでは、次のいずれかの資格要件を満たし、国の承認を得た独立モニ

ターが行う持続可能な森林経営（PHL）の実績評価及び合法認証材（VLHH）の審査並び

に林産物の自己宣言の実施に係る監視、申立て及び苦情並びに訴訟の解決に係る手順な

どを定めている。 

A． 審査が行われている地域又はその周辺に住んでいる者。 

B． 林業分野に関心を持っているインドネシア国民。 

C． インドネシア法人と協力して林業を監視する非政府組織（NGO）。 
 

独立モニター又は国に登録した複数の独立モニターで構成する監視ネットワーク機関

が行うモニタリングの範囲は次のとおりである。 

A． 独立評価認証機関（LPVI）の認定プロセスと結果。 

B． 独立評価認証機関（LPVI）及び林産物の自己宣言の発行により評価又は審査し

た監査実績。 

C． 独立評価認証機関（LPVI）又は国家認定委員会（KAN）による苦情又は訴訟の

解決の他、林産製品の自己宣言を審査し、発行する際の持続可能な森林経営

（PHL）実績の評価又は林産物の合法性審査のプロセスと結果。 

D． SVLKマークの使用。 

E． 発行したV-Legal又はFLEGTライセンス。 

F． デューデリジェンスの実施。 

 

このガイドラインでは、独立モニターの登録手順、権利と義務及び業務並びにモニタ

リングの実施手順、報告手順、結果又は苦情に対するフォローアップ、協力、資金提供及

びモニターの保護に関する事項を具体的に定めている。 

 

（２）非木質林産物の取扱いについて 

この項では、一部が附属資料 7.3 の V-Legal 文書の対象となる非木質林産物の法令上の

定義及び対象物品並びに生産及び加工に係る規制と許認可の要点について報告する。 

 

①非木質林産物の定義 

2021 年の環境林業大臣規則第８号第１条（定義）の第 78 項の規定では、「非木質林

産物（HHBK 又は NTFP）とは、木材以外の生物学的林産物（植物性及び動物性）及び

国有林に由来する副生産物及び栽培製品をいう」と定義している。 
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②非木質林産物の収穫及び加工活動について 

2021 年の環境林業大臣規則第８号では、許認可対象者又は物品の範囲及び手順その

他の非木質林産物の収集及び加工活動に係る事項を定めている。 

非木質林産物の収集には、森林利用許可（PBPH）が必要であり、森林利用事業実施

計画（RKUPH）に基づく年次森林利用作業計画（RKTPH）による国の承認が必要であ

る11。さらに、生産林における非木質林産物の取扱いは、地域の共同体に限り認可され

る12。 

非木質林産物を含む林産物の加工を行うためには、林産物加工許可が必要である。

林産物加工許可は、個人、協同組合、村有企業、私有事業体、地域有事業体及び国有企

業に付与できる13。 

  

                                                 
11 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 115 条及び 151 条。 
12 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 148 条（１）。 
13 環境林業大臣規則 2021 年第８号 163 条。 
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表 2-17 森林区分別非木質林産物の収集又は生産に係る規制の概要 

 保全林 生産林 

実施主体

の資格14 

森林利用事業許可（PBPH）を所持し、承認

された森林利用事業実施計画（RKUPH）に

基づく年次森林利用作業計画（RKTPH）を

作成している者。 

森林利用事業許可（PBPH）を所持し、承認され

た森林利用事業実施計画（RKUPH）に基づく年

次森林利用作業計画（RKTPH）を作成している周

辺の共同体。 

対象品目
15 

ラタン、蜂蜜、樹液、果実、種子、キノコ、

葉、花、ツバメの巣、その他。 

ラタン、蜂蜜、樹液、果実、種子、葉、アロエ、

樹皮、薬用植物、塊茎、その他 

主な活動

規制16 

A． 収集対象は、自然に入手可能なもの又

は修復の結果入手できるもの。 

B． 環境にダメージを与えない。 

C． 自然の機能を縮小、変更又は削減しな

いこと。 

D． 許可された量、重量又は体積に基づき

収集する。 

A． 栽培又は生産を行う地域は、境界を確定し、

識別可能な状態にする。 

B． 非木質林産物利用のための事業活動は、次

のいずれかの利用区分により構成する。 

a． ラタン、サゴ、ニッパヤシ、シュガーパ

ーム及び竹。 

b． 樹液、樹皮、葉果実又は種子及びアロエ 

c． バイオマス燃料原料の商品開発。 

d． 食用作物の商品開発（植栽、資源維持、

収穫、加工及びマーケティング活動を含

む） 

C． 野生の植物及び生物の収集活動は、法令に

基づき実施する。 

 

生産林においては、非木質林産物を人為的に栽培、維持及び加工する活動並びにバ

イオマス燃料及び食用作物の商品開発事業活動が認められており17、これらの活動を行

うときは活動を行う土地の境界を確定し18、確定した土地及び使用する施設に係る事項

を年次森林利用作業計画（RKTPH）に記載して国の認可を得なければならない19。 

さらに、社会林管理地域においては、森林の保全、保護又は生産機能に応じて次の

活動が行える20。 

A． 林間農業（アグロフォレストリー）。 

B． 罠による漁業（シルオ漁業）。 

C． 罠による家畜用動物の猟。 

D． 畜産。 

 

非木質林産物の取扱い実績は、環境林業省に登録した技術者又は社会林経営許可保

有者が作成する生産報告書（LHP）により管理し、国有林の非木質林産物の管理には木

材管理情報処理システム（SIPUHH）を使用する21。 

林産物加工は、木材林産物及び非木質林産物の加工により構成し、非木質林産物の

加工には、次の活動が含まれている22。 

A． ラタン、竹などの加工及び保存（副産物を含む）する活動。 

                                                 
14 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 115 条及び 151 条。 
15 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 131 条（１）及び 148 条（２）。 
16 環境林業大臣規則 2021 年第８号 146 条、148 条（３）及び 159 条。 
17 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 146 条。 
18 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 145 条。 
19 環境林業大臣規則 2021 年第８号第 138 条。 
20 環境林業大臣規則 2021 年第８号 206 条（５）・（６）。 
21 環境林業大臣規則 2021 年第８号 271 条。 
22 環境林業大臣規則 2021 年第８号 179 条（３）。 
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B． でんぷん、小麦粉、植物性脂肪及び動物性脂肪の加工する活動。 

C． 樹液、樹脂をクラムラバー、ラテックス、テレピン油、樹脂加工品、ゴム

加工品に加工する活動。 

D． コーヒー、ココアその他の穀物加工。 

E． 蜂蜜、プロポリス、ハニーワックス、花粉その他の蜂蜜製品を加工する活

動。 

F． 樹液をバイオエタノール、糖類、蟻糖などに加工する活動。 

G． 葉、樹皮、根、茎その他の植物原料からエッセンシャルオイルを加工する

活動。 

H． A から G までに掲げたもの以外の非木質林産物の半製品又完成品への加

工。 

 

③非木質林産物の輸送に用いる合法性を示す文書 

非木質林産物の輸送をするときは、次の文書を合法性の確保のために用いている23。

これらの文書は、一つの目的地への一回の輸送に限り有効である24。 

A． 非木質林産物合法性証明書（SKSHHBK） 

営業許可所持者又は登録収集業者が出荷する全ての非木質林産物の輸

送に使用する。非木質林産物合法性証明書（SKSHHBK）は、法令に基づく

ロイヤリティー（PNBP）の支払いが完了したときに発行され、同書には林

産物リストを添付する25。 

B． 林産物リスト 

非木質林産物合法性証明書（SKSHHBK）の添付書類として使用する他、

登録集荷業者が社会林経営承認を得た者からの業務委託を受けて集荷し

た非木質林産物及びオークションで落札した非木質林産物の輸送に使用

する。 

C． 輸送メモ 

非木質林産物合法性証明書（SKSHHBK）及び林産物リストの使用を規

定していない非木質林産物の輸送に使用する。 

 

（３）V-Legal 文書の発行状況 

インドネシア環境林業省がウェブサイト26上で公表している主要品目別の V-legal 文書の

発行件数並びに輸出量及び輸出額は、次表のとおりである。 

2023 年の V-legal 文書の発行件数は 20 万 121 件であった。発行件数が多いのは、家具に

係る HS 9408 の「その他の家具及びその部分品」及び HS 9401 の「腰掛け及びその部分品」

であり、これら二品目で発行件数の 55％（10 万 9,734 件）を占めている。 

2023 年の V-legal 文書の発行件数は、前年の 22 万 2,476 件に対して約 1 割減少してい

る。V-legal 文書の発行件数の減少は、主に発行件数が多い家具関係物品（HS 9408 及び HS 

9401）への発行件数が１万 7,340 件減したことに起因している。 

                                                 
23 環境林業大臣規則 2021 年第８号 273 条。 
24 環境林業大臣規則 2021 年第８号 274 条。 
25
 環境林業大臣規則 2021 年第８号 273 条。 

26 https://silk.menlhk.go.id/。データ収集時点は 2024 年２月現在。 
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表 2-18 物品別 V-legal 文書発行件数並びに輸出量及び輸出額 
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ｔ単位で集計している輸出量は、2022 年の 157 万 7,200ｔから 2023 年の 171 万 9,900ｔ

に増加している一方で、同時期の輸出額は 142 億 500 万 USD から 130 万 5,500USD に減

少している。これは、重いものの重量単価が安い化学木材パルプ（HS 4703）、グラフィッ

ク用非塗布紙（HS 4802）、家庭用衛生紙等（HS 4803）及び紙・板紙（HS 4810）の V-legal

文書の発行件数が増加した一方で、重量が軽いものの重量単価が高い家具関係物品の V-

legal 文書の発行件数が減少したことに起因している。 

 

２．木材の流通段階における法令等調査 

インドネシアでは、木材の流通及び加工の段階における合法性の確保を、前項で報告

した森林の管理及び森林経営計画の作成並びに保全林及び生産林における森林利用

に関する規則（2021 年環境林業大臣規則第８号）」及び 2022 年ガイドラインにより実

施している。 
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３．木材生産・流通状況 

インドネシアは、隣国マレーシアとともに東南アジア有数の林産物生産国で、良質の

合板を生産し、日本の主要合板輸入相手国である。しかし、合板用原木については、天

然林資源の減少による天然林資源の減少により、約 20 年前から人工林材をコア用の原

木として用いるようになり、その使用量が増加してきている。さらに、合板のフェイス

バックに使用している天然林原木の品質については、高品質なものの調達が資源の減少

及び丸太の生産調整等により入手できなくなっているため低下している。 

このような合板の品質の低下は、合板の輸出先の変化につながっている。低品質な合

板の生産量が多くなったため、高品質な合板を求める日本への輸出量が減少し、安い合

板を建築物の内装下地に多く使う中国、インド及び中近東諸国、内装や家具の下地に用

いる米国などへの輸出量に増加がみられ、結果的に輸出相手国が多様化して現在に至っ

ている。 

 

（１）丸太及び主要木材製品の生産量 

インドネシア環境林業省が発表している主要林産物の生産量は、次表のとおりである。 

主要製品の生産は、全体的に 2023 年に入ってやや増加している品目が多い。2023 年

の丸太の生産量は 5,973 万 7,000 ㎥であり、この数値は前年よりも約 300 万㎥多く、さ

らに 2019 年の 4,824 万 4,200 ㎥から約 1,150 万㎥増加している。製品としては、2022

年からややまとまった量のパーティクルボードの生産が記録されている。 

インドネシアの代表的な輸出用林産物である合板及び単板積層材の生産量は概ね横ば

い、製材品については増減しながら若干減少する傾向で推移している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 2-19 丸太及び主要林産物生産量 
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（２）主要林産物輸出額 

インドネシア環境林業省は、次表のように製品別主要林産物輸出額を発表している。 

主要林産物の輸出額は、2021 年に増加に転じたが、2023 年の輸出額は 131 億 7,000 万

ドルであり、前年の 142 億 600 万 USD から７％減少している。 

2023 年の輸出額のうち、額が大きいのは紙（シェア 33％）、パルプ（同 29％）、木質パ

ネル（同 17％）及び木製家具（同 12％）である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さらに同省は、次表のように主要輸出相手国別林産物輸出額を発表している。国別林産物

輸出額は中国、米国及び日本に向けたものが大きく、2023 年の総輸出額に占める国別シ

ェアは、中国 27％（36 億 8,700 万ドル）、米国 13％（16 億 5,800 万ドル）、日本は 10％

（13 億 9,000 万ドル）で、三か国合計のシェアは 50％に達している。これらの他の輸出

相手国は、インドネシア周辺のアジア諸国及びオーストラリアが上位に位置しており、さ

らに 11 位以下の英国及びオランダその他の EU 諸国への輸出量も一定量記録されてい

る。 

  

表 2-20 製品別主要林産物輸出量 
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表 2-21 主要輸出相手国別林産物輸出額 
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（３）主要相手国別輸入額 

インドネシアの木材及び木製品（HS 44 類）の主要相手国別輸入額は、次表のとおり

である。2022 年の木材及び木材製品の輸入額は５億 5,230 万 9,000 ドルであり、輸入額

は 2020 年に減少をみせるものの概ね増加傾向で推移している。 

国別輸入額は、かつては隣国マレーシアからのものが大きかったが、中国からの輸入

額が 2018 年の 9,341 万 3,000 ドルから 79％も増加し、2022 年には１億 5,878 万 8,000

ドルと総輸入額の 29％のシェアを占めるまでになった。さらに、タイ及びベトナムから

の輸入額も増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

表 2-22 輸出相手国別木材及び木材製品（HS 44 類）輸入額 
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（４）森林認証システムの実施状況 

インドネシアにおける森林認証は、FSC 及び PEFC の他、インドネシアの環境保護団体

である LEI（インドネシアエコラベル協会：Lembaga Ekolabel Indonesia）によりなされてい

る。 

PEFC の認証は、インドネシアの認証機関である IFCC によるものであり、IFCC は PEFC

と 2014 年に相互承認を行って現在に至っている。 

LEI は、インドネシアで FSC だけが森林認証を行っていた IFCC が PEFC と相互承認を

する前の時期から、資金力に乏しい小規模森林所有の経営改善支援と独自の認証スキーム

による森林認証を行ってきた。LEI による森林認証面積は、2022 年１月現在で 233 万

5,027ha との報告があるが、本調査においてはその後の認証面積等のデータを入手できな

かった。 

インドネシアの森林認証面積は、FSC によるものが 324 万 1,191ha、PEFC によるもの

は 461 万 1,814ha である28。 

CoC の認証件数は、FSC が 483 件、PEFC は 52 件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
28
認証林面積及び CoC 件数の数値は、FSC は 2024 年３月７日現在で FSC のウェブサイト

（https://connect.fsc.org/impact/facts-figures）で、PEFC は”PEFC Global Statistics Data: December 2023” で公表していた数

値。 

表 2-23 森林認証面積と CoC 認証件数 

 
森林認証面積 CoC 認証件数 

(ha) (件) 

FSC 3,241,191 483 

PEFC 4,611,814 52 

資料：FSC（https://connect.fsc.org/impact/facts-figures） 
PEFC,”PEFC Global Statistics Data: December 2023” 
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（５）行政による違法伐採等への法執行状況 

インドネシア環境林業省は、ウェブサイト等で 2021 年までの違法伐採、無許可事業及び

環境破壊に対する法執行件数を次表のように公表している29。操業に係る法執行事案は

2021 年に 70 件発生し、これは 2018 年の 172 件から大幅に減少しているが、刑事事件に該

当している事案は 2018 年の 94 件から 2021 年には 110 件に増加している。 

無許可事業への法執行件数は、2018 年の 217 件から 2021 年には 84 件にまで減少してい

る。無許可事業への法執行事案が刑事事件に発展した件数は、2021 年には 28 件と、2019

年に 11 件に減少したものの、2018 年以降ほぼ横ばいである。 

環境破壊への法執行件数は比較的少なく、2020 年までは事案が発生しているが、2021 年

には法執行事案は０件と発表している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 2021 年に木材合法性情報システム（SILK）に報告された法令違反の具体的な事例については、林野庁『令和３年度

クリーンウッド利用推進事業のうち生産国情報収集事業報告書』56 頁に報告がある。 

表 2-24 違法伐採等への法執行状況 
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Ⅲ.中華人民共和国 

 
本章は、『令和２年度「クリーンウッド」普及促進事業 違法伐採関連情報の提供』事業

において 2020 年に実施した中国に係る調査結果も踏まえ、その後の情勢の変化や制度等

を明らかにし、木材の合法性の確認のための情報を提供することを目的としている。 
 

１．森林の伐採段階における法令等調査 

森林法及び森林法実施条令は、森林管理、木材生産及び木材流通の各段階に係る基本的

な事項を定めている。 

令和３年３月に公表された報告書では、主に伐採時における合法性の確保及び流通段階

における合法性の維持に焦点をあてて、2020 年７月に施行された森林法（以下、「改正森

林法」という。）の改正内容の報告がなされている。ただし、この報告書のための調査が行

われた時点では、同法の細則として具体的な実施内容又は手順を定める森林法実施条令が

改正森林法に対応するように改正されていなかったため、「木材の流通・合法性に関する法

令」及び「木材・木材製品を輸入・輸出する際の法令・証明システムの概要及び事例」に

ついては、「今後発布される新森林法実施条令によって変更あるいは訂正される」可能性が

あるとの報告がなされた2。 

森林法の改正に応じた森林法実施条令の改正状況の確認は、中国から木材及び木材製品

を輸入する国内の事業者がその合法性を確認する際にも重要な情報となる。 

このため、本章では、現在までの森林法実施条令の改正に係る情報とともに、的確な法

令に係る情報収集を行うための基礎資料として中国の立法制度の概要について文献調査に

より報告する。 

 

（１）森林法実施条令の改正草案 

森林法実施条令は、中華人民共和国森林法に基づいて 2000 年 1 月 29 日に公布し、同

日施行した国務院令（行政法規）である5。森林法実施条令は「特定の行政規程の廃止と

変更に関する国務院の決定」6に基づき、国家林業部（現在の国家林業草原局）が 1986

年に制定し運用していた森林管理規則を廃止し、それに代わる行政法規として制定され

た。森林法実施条令は、2011 年、2016 年及び 2018 年に改正して現在に至っている。 

国家林業草原局は、2020 年７月に施行した森林法が（以下、「改正森林法」という。）

施行された後、党中央と国務院の「生態文明システム」強化に係る決定と取決めを履行

するために森林法実施条令を見直して、同条令の改正草案を作成した7。 

国家林業草原局及び国立公園管理局は、2022 年の７月 20 日から８月 19 日までの期

間に、森林法実施条令の改正草案（章末資料）に対するパブリックコメントを募集して

いる。パブリックコメントの募集を終了した後の森林法実施条令の改正草案の審議状況

については不明であるが、2024 年２月現在、改正した同条令の公布は行われていない。 

森林法実施条令は、森林法の下位法令として森林法を執行するための細則を定めてい

                                                 
2 林野庁、『令和２年度「クリーンウッド」普及推進次号のうち違法伐採関連情報の提供（３）掲載済み情報更新のた

めの生産国における現地譲歩調査報告書』、2020 年３月、119 頁。 
5 この国務院令が公布される前は、1986 年に林業部が制定した実施規則を部門規則として執行していた。 
6 国務院令第 588 号。 
7 パブリックコメントを募る公告における改訂草案作成背景についての説明文。

（http://www.forestry.gov.cn/c/www/jyxc/17093.jhtml）。 
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る。このため、森林法と森林法実施条令は同じ章建てであり、2022 年公表された森林法

実施条令の改正草案も改正森林法と同じ９章建てで各章の題名も改正森林法と同じで

ある。 

参考のために、国家林業草原局が 2022 年７月にパブリックコメントを募集したとき

に公表した森林法実施条令の改正草案の仮訳を本章の末尾に掲載する。 
 

（２）罰金に係る国務院決定と森林法実施条令の改正 

改正森林法に基づく森林法実施条令の公布は遅れているが、2023 年 10 月に同条令の

改正に係る新たな動きがあった。 

2023 年 10 月 23 日、国務院は業務環境をさらに改善するための行政法規及び部門規

則における罰金の整理を目的とした「罰金の取消しと調整に係る国務院決定」8により、

33 件の行政法規又は部門規則の罰金規定の改廃を全ての省、自治区及び中央管轄市の人

民政府並びに国務院の全ての官庁、委員会及び直属機関に通達した。 

この決定の対象となる 33 件の行政法規又は部門規則の中には、森林法実施条令第 44

条第１項、第３項及び第４項の規定が含まれている。 

現行の森林法実施条令第 44 条の規定は、木材

輸送証明制度を定めている。国務院の決定では、

罰金規定でもある同条の第１項、第３項及び第４

項を取消し9、残された第２項については、加工企

業が作成する台帳により管理し、（行政機関の）監

督を受けるよう改めるとしている10。さらに、罰

金規定の適用は、2023 年 10 月 23 日から一時的

に停止するほか、森林法実施条令を含むこの国務

院決定の対象となる行政法規については、「国務

院の関係部門は、（中略）関連する行政法規との整

合性をはかり、公布日（2023 年 10 月 23 日）から

60 日以内に、改廃作業を完了しなければならない」
11と通知している。 

2023 年 10 月の国務院決定により明らかになった

のは、国務院が所管する行政法規の一つである森

林法実施条令が近い将来改正され、公布されると

いうことである 

  

                                                 
8 「国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定」国发〔2023〕20 号。 
9 「取消し」は原文による表記。該当部分を「削る」という意味。 
10 「国务院关于取消和调整一批罚款事项的决定」国发〔2023〕20 号付録。 
11 前掲文書本文。改廃作業の期日とは、国務院担当部署による改正草案作成作業完了期日をいう。改正草案は、担当

部署が国務院に提出した後、法定の審議手順を経てから行政法規として公布する。行政法規の改正の具体的な審議

手順については、次項の「２．中国の立法制度の概要」を参照のこと。 
なお、この国務院決定では、改廃作業の期日を決定の公布日から 60 日以内としているが、特別な理由がある場

合は期日をさらに 30 日延長できると定めている。 

表 3-1 森林法実施条令第 44 条 
 

第 44 条 県級以上の人民政府の主務林業主

管部門は、木材輸送証明書を持たずに

木材を輸送した場合、違法に輸送され

た木材を没収し、荷送人には違法に輸

送された木材価格の30％以下の罰金を

科すことができる。 

２ 県級以上の人民政府の林業主管部門

は、輸送する木材の量が木材輸送証明

書で許可された輸送量を超える場合、

超過した木材を没収しなければならな

い。 

３ 県級以上の人民政府の林業主管部門

は、偽造又は変造された木材輸送証明

書が木材の輸送に使用された場合、違

法に輸送された木材を没収し、没収し

た木材価格の 10％から 50％の罰金を

科す。 

４ 県級以上の人民政府の主務林業主管部

門は、木材輸送証明書を持たずに木材

を輸送した場合、貨物を没収し、貨物

の 1～3 倍の罰金を科す。 

 
注：中国の規程文の書式は、番号を用いずに段落で

項を設定しているが、この表では、理解の便宜

のために日本式の書式を用いている。 
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（３）木材の管理方法の変更に係る情報 

前掲の 2022 年７月に公表された森林法実施条令の改正草案には、合法性の確認に資

すると考えられる文書の一つであった木材輸送証明書の運用に係る規定は記されてい

ない。 

2020 年７月の森林法施行に先立ち、国家林業草原局管理室は 2020 年 1 月に『森林伐

採システムを改善し、「地方分権、規制、サービス」の改革をさらに推進』12と題した森

林法の改正内容を解説する文書を発表している。この文書によれば、森林法が定めた伐

採の割当及び許可並びに木材輸送証明書制度に基づく森林伐採管理制度は、森林資源の

保護及び開発に重要な役割を果たしたと評価した上で、森林法の改正について森林伐採

管理制度に係る次の提案がなされたと紹介している。 

i 集体林や商業人工林における伐採割当を廃止し、伐採許可及び木材輸送を自由化

する。 

ii 伐採割当と伐採許可は、森林資源を保護するための重要なマクロ的制御手段であ

るが、木材輸送を制御すると制御不能な伐採が行われ、森林資源に損傷を与える可

能性がある13。 
 

その上で、国家林業草原局は森林法の改正案においては、各方面からの広範な意見聴

取と実証的研究を踏まえて森林伐採割当及び伐採許可の制度を維持した一方で、木材輸

送許可制度は廃止したと説明している。 

さらに、国家林業草原局は 2020 年２月に『新しく改正された森林法の実施に関する

国家森林草原局の通知』を発出14し、その一部として改正森林法施行以降の木材輸送証

明制度の取扱いについて説明している。 

この通知における木材輸送証明制度に係る内容を抜粋すると、次のようである。 

i 新たに改正された森林法に残されていない行政の許可事項の審査・承認は停止す

る。 

ii 2020 年 7 月 1 日に木材輸送証明の受付は終了する。 

iii 所管の森林・草地当局は、木材輸送許可を廃止した後、監督方法を刷新し、違法伐

採及び違法伐採により生産された木材の輸送を調査し、対処し、違反者に行政罰を

課さなければならない。 
 

改正森林法では森林法上の木材輸送証明制度に係る規定15は削除されており、中国材

を取り扱っている日本の商社によれば、森林法改正以降、木材輸送証明書は発行されて

いないとのことである16。木材輸送証明制度については、改正森林法では該当する規定

が削られ、運用を停止する通知が国家林業草原局から発出されていたが、森林法の下位

規程である森林法実施条令の改正作業が遅延したために、森林実施条令の規定に同制度

                                                 
12
 国家林业和草原局办公室「完善林木采伐制度 深入推进“放管服”改革」、2020年１月15日

(http://www.forestry.gov.cn/c/www/gkzcjd/108146.jhtml) 
13 マクロ的に伐採割当量を設定しているが、木材の輸送については企業別に年間輸送許可量を割り当てているため、

企業別の年間輸送許可量を満たそうとする意志が過伐を誘発する可能性があるとの意味であると考えられる。 
14 国家林业和草原局『关于贯彻实施新修订森林法的通知』林办发〔2020〕19 号。 
15 2020 年の改正前の森林法第 65 条。 
16 中国材を取り扱っている日本の商社への聴き取り結果。 
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に係るものが残存するという矛盾が生じていた。しかし、この矛盾は、2023 年 10 月の

国務院決定により解消される運びとなった。 

2023 年 10 月の国務院決定により、改正前の森林法でも定められていた加工企業によ

る木材の入出荷在庫台帳の運用17規定がどのようになるのかについては、法定の手順に

基づいてこれから国務院が公表する森林法実施条令の草案により全体像が明らかにさ

れる見込みであるが、最終的には改正した森林法実施条令の公布を待たなければならな

い。 

 

  

                                                 
17 2020 年の改正前の森林法第 65 条。 
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２．木材の流通段階における法令等調査 

中国国内における木材流通に係る重要な法令は、森林法及び森林法実施条令である。中

国国内の木材流通については、前述のように 2023 年 10 月に国務院が森林法実施条令の木

材輸送証明制度に係る規定を削除し、加工工場の入出荷在庫台帳により木材の管理を行う

決定を下すとともに、森林法実施条令を含む同決定の対象となった行政規範の改正を命じ

ているが、改正した条令はまだ公布されていない。このため、入出荷在庫台帳による木材

管理の具体的方法の内容は、森林法実施条令の改正が完了して明らかになる。 

輸出入に係る中国の法令は多岐にわたる。中国への輸出に係る法令や手続きを含む全般

的な情報は、日本貿易振興機構（JETRO）が詳細にウェブサイトで公表している57。 

木材の輸出入に係る法令については、中国責任林産物貿易投資連盟がウェブサイト58で

紹介している。同連盟のウェブサイトによれば、木材の輸出入に係る中国の主な法令は次

のとおりである。 

 

表 3-2 林産物の輸出入に係る主な法令 

法令名 主な規定事項 

外国貿易法 

（对外贸易法） 

自由貿易の拡大、貿易の発展、貿易秩序の維持、外国貿易業者の正当な

権利及び利益の保護、貿易の健全な発展を促進するために制定。 

外国貿易業者の登録、商品及び技術の輸出入、サービスの貿易、外国貿

易に係る知的財産の保護、外国貿易令、貿易活動における禁止事項などに

ついて定めている。 

関税法 

（海关法） 

国の主権と利益を保護し、税関の監督と管理を強化し、対外経済貿易お

よび科学技術文化交流を促進し、社会主義近代化を保護するために制定 

関税総局の設立及び位置付け、貨物又は人員の出入国輸送手段、輸出入

貨物の取扱い、関税、関税事務などについて定めている。 

輸出入商品検査法 

（进出口商品检验法） 

輸出入貨物の検査を強化し、輸出入商品の検査を標準化し、社会公共の

利益と輸出入貿易に関わる全ての当事者の正当な権利と利益を保護し、

貿易の促進する目的で制定。 

輸出入品の検査に係る事項を定めている。 

輸出入貨物管理規則 

（货物进出口管理条例） 

外国貿易法の下に位置する行政規則で、貨物の輸出入管理を規範化し、

貨物の輸出入秩序を維持し、対外貿易の健全な発展を促進する目的で制

定。 

物品の輸出入管理、国が指定する物品の輸出入管理並びに輸出入の監

視及び臨時措置を定めている。 

野生植物保護規則 

（野生植物保护条例） 

野生植物資源の保護、開発及び合理的利用、生物多様性の保護並びに生

態系のバランスの維持を目的として制定。 

第 20 条の規定において、国家の特別保護に基づく野生植物の輸出又は

中国が締約している国際条約により制限されている野生植物の輸出入

は、行政当局に基づき国務院林業行政主管部門の承認を受けるか、または

政府の許可を受けなければならないと定めている。 

輸出許可管理法 

（货物出口许可证管理办

法） 

資源を合理的に配分し、輸出業務の順序を標準化し、公正で透明な貿易

環境を構築し、中国が加盟する国際条約を履行し、国家の経済的利益と安

全を守るために、外国貿易法に基づく行政規定として制定。 

輸出入許可申請に要する書類、輸出許可の発行、例外措置、輸出許可の

有効期間並びに検査及び罰則について定めている。 

出展：中国責任林産物貿易投資連盟ウェブサイト（http://chinarfa.lknet.ac.cn/） 

                                                 
57 https://www.jetro.go.jp/ 
58 http://chinarfa.lknet.ac.cn/ 
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さらに中国責任林産物貿易投資連盟は、木材を中国に輸入するときは次の書類を要する

と説明している。 

 

表 3-3 輸入木材の税関申告に要する書類 

書類名  

売買契約書 売買当事者が署名し、外国の貿易会社が提供。 

インボイス 販売者が発行し、外国の貿易会社が提供。 

船荷証券（B/L） 船会社が発行し、外国の貿易会社が提供。 

パッキングリスト 荷主が発行し、外国の貿易会社が提供。 

原産地証明書 原産国当局又は関連機関が発行し、外国の貿易会社が提供。 

絶滅危惧主証明書 出荷国の絶滅危惧種を管理している機関が発行し、外国の貿易会社が

提供。 

通関書類 検疫機関が発行し、税関申告を行う者が提供。 

出展：中国責任林産物貿易投資連盟ウェブサイト（http://chinarfa.lknet.ac.cn/） 

 

木材を輸入するときは、出入国検査検疫部門で検査申請をし、検査検疫部門が発行した

証明書を税関に届出る。 

輸入木材がワシントン条約で保護されている種であるときは、国家絶滅危惧種輸出入管

理局に届出を行い、さらに国家林業草原局に輸入許可証明書を申請し、この輸入許可証明

書を添付して輸入物品を保税ヤードから出荷する。 
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３．木材生産・流通状況 

米国農務省が 2023 年８月に公表した報告書では、中国で内装、家具、建具、木質パネ

ル、紙の製造により消費される木材の年間消費量は５億～６億㎥と推定され、国内の木材

製品の消費は、経済成長の鈍化、住宅部門の弱体化、消費者の嗜好の変化、輸出市場にお

ける需要の減少により大幅に減少していると分析している59。中国は米国に次ぐ世界第２

位の木材消費国であるため、経済の停滞が表面化している状況の中での中国の木材消費動

向が注目されている。 

中国では、欧州材の取扱量が多くなり、現在では主要な輸入材になっている。中国木

材・木材製品流通協会は、2024 年２月 23 日付『週刊木材工業新聞』で 2023 年の欧州材

の輸入状況を総括している。これによれば、2023 年の欧州材の丸太と製材品を合計した

輸入量は、中国の丸太と製材品の輸入量全体の 40％近くを占め、輸入量は 2,596 万㎥に

達する見込みである。ただし、欧州材の丸太の輸入については、欧州木材協会が 2022 年

末に丸太の輸出を減らし、付加価値を高めて欧州加工産業の収入を増加させる提案をして

いたこと、中国国内に欧州材の豊富な在庫が存在すること、中国国内の需要の伸びが鈍化

していることから、2023 年の輸入量は減少していると報じている60。 

 

（１）丸太生産量 

国家統計局が発表した中国の 2022 年の丸太生産量は１億 2,210 万㎥である。丸太生

産量は 2018 年の 8,810 万 9,000 ㎥から一貫して増加しており、2022 年の丸太生産量

は、2018 年に対して 39％増加している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）丸太輸入量 

中国の 2022 年の丸太輸入量は、4,357 万 8,000 ㎥である。このうち、針葉樹丸太は

3,116 万 2,000 ㎥（丸太輸入量の 72％）、広葉樹丸太は 1,241 万 6,000 ㎥（同 28％）で

あった。 

2022 年に針葉樹丸太はニュージーランドからの輸入量が 1,767 万 9,000 ㎥と多く、

針葉樹丸太輸入量の 57％を占めている。次いで針葉樹丸太の輸入量が多いのはドイツ

（562 万 7,000 ㎥）であり、日本からも 111 万 4,000 ㎥の輸入が記録されている。 

同じく広葉樹丸太については、パプアニューギニア（234 万 4,000 ㎥、シェア

17％）及びロシア（211 万 2,000 ㎥、同 17％）からの輸入量が多い。 

中国の 2023 年の輸出入データは、今回の調査では入手できていないが、中国木

材・木材製品協会は、2023 年の欧州材丸太の輸入状況について次のようにまとめて

いる61。 

                                                 
59 FAS, USDA, "Solid Wood Products Annual 2023", Gain Report # CH2023-0110, August 15, 2023. 
60 中国木材与木制品流通协会『木业新闻周刊 第 65 期』、2024 年２月 23 日付。 
61
 中国木材与木制品流通协会『木业新闻周刊 第 65 期』、2024 年２月 23 日付。 

表 3-4 年次別丸太生産量 
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欧州の９か国が中国への丸太の輸出を増やしている。その中でも、ノルウェーから

の丸太輸入量は、2022 年にわずか 4,000 ㎥であったものが、2023 年には４万 6,400 ㎥

と、前年比で最も顕著に増加する国になる見込みである（前年比 1045.2％増)。その

他、2023 年の輸入量で前年比 50％以上が見込まれる国には、ポーランド（111 万

3,600 ㎥、同 101.48％増)、オランダ（７万 6,800 ㎥、同 92.5％増)、スウェーデン 

（７万 4,900 ㎥、同 64.0％増)、イタリア（１万 1,900 ㎥、108.2％増)が含まれる。 

欧州諸国の中で中国に最も多くの丸太を輸出している国はドイツである。2023 年の

中国のドイツからの丸太輸入量は 358 万㎥と、中国の欧州材丸太輸入量の 40.9％を占

める見込みである。しかし、この輸入量を 2022 年と比較すると、ドイツからの丸太輸

入額は 39.9％減少し、貿易量も 40.91％減少している。ドイツからの丸太輸入量減少

の主な原因は、モミとトウヒの丸太が前年に対し 241 万本（前年比 45％減）減少した

ことにある。 

さらに、2023 年の欧州からの国別丸太輸入量は、エストニア（３万 1,900 ㎥、前

年比 47.9％減)、ボスニア・ヘルツェゴビナ（２万 6,800 ㎥、同 74.1％減)、フラン

ス（72 万 7,800 ㎥、同 41.7％減)、チェコ共和国（30 万 5,500 ㎥、同 67.7％減)と程

度の差はあるものの減少している。 

  

表 3-5 相手国別丸太輸入量（2022 年） 
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（３）製材品輸入量 

中国の 2022 年の製材品輸入量は 2,643 万㎥で、2021 年の 2,884 万 2,000 ㎥から

８％減少している。輸入量は 2022 年の針葉樹製材品が 1,732 万 9,000 ㎥（製材品輸入

量の 66％）、広葉樹製材品は 910 万 1,000 ㎥（同 34％）であった。 

2022 年の針葉樹製材品輸入量のうち、輸入量が多い相手国はロシアであり 1,189 万

4,000 ㎥（針葉樹製材品輸入量の 69％）の輸入がなされ、相手国別輸入量第２位のカ

ナダ（129 万 7,000 ㎥）を大きく引き離している。 

2022 年の広葉樹製材品の内、輸入量が多い相手国はタイであり 384 万 6,000 ㎥（広

葉樹製材品輸入量の 42％）が輸入された。その他、ロシア（119 万 3,000 ㎥）及び米

国（102 万 6,000 ㎥）からまとまった量の輸入がなされている。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 中国木材・木材製品流通協会による前掲の報道では、2023 年の欧州材製材品の輸入

状況を次のようにまとめている。 

中国は、2023 年に世界中の 70 以上の国や地域から製材材品を輸入している。このう

ち、欧州材製材品は中国の製材品輸入量の 60％近くにあたる 1,719 万㎥に達し、前年

比 1.37％増加した一方で、輸入額は前年比 7.69％減の 255 億元となった。 

トネリコ、ブナ、ポプラなど中国で人気の高い欧州材製材品の樹種は、さまざまな

程度の輸入減少を経験している。2022 年と 2023 年の樹種別輸入量を比較すると、トネ

リコ製材品は 20.6％減少して 10 万 900 ㎥、ブナ製材品は 17.9％減少して 48 万 9,600

㎥、ポプラ製材品は 12.7％減少して８万 400 ㎥であった。朝鮮松やスコッチパインな

表 3-6 相手国別製材品輸入量 
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どのその他の針葉樹製材品は約７万㎥減少し（597 万 3,400 ㎥、前年比 1.3％減）、モ

ミ・トウヒ製材品は 8.4％増加して 780 万㎥、その他の針葉樹材は減少した。厚さが６

mm を超える製材品の 2023 年の輸入量は、前年比 6.9％減の 147 万 3,300 ㎥となった 

2023 年もロシアは中国の製材品輸入相手国として首位（1,304 万㎥）を維持している。 

さらに、ベラルーシの業者が納品や支払い条件で譲歩することに前向きであるた

め、ベラルーシ製材品市場における中国向けの出荷シェアは 37％から 52％に増加して

おり、EU 諸国に代わって中国はベラルーシ製材品の主要消費市場となっている。2023

年に、中国はベラルーシから約 90 万㎥（前年比 43.67％増）の製材品を輸入し、貿易

額は 11 億 4,000 万元（22.04％増）となった。 

 

（４）合板輸出量 

中国の 2022 年の合板輸出量は、1,065 万 2,000 ㎥であった。 

2022 年の相手国別輸出量は、フィリピンが最も多く、輸出量は 99 万 4,000 ㎥（合板

輸出量の９％）であった。中国は合板をフィリピンの他、イギリス、日本、アラブ首

長国連邦、サウジアラビア、米国など多様な国に輸出している。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 年の合板輸出についての前掲の中国木材・木材製品協会の報道は次のようで

ある。 

2023 年の中国の合板の輸出量は 1,073 万 9,700 ㎥で前年比 0.8％増加したが、輸

出額は 48 億 1,400 万ドルと前年比 14.4％減少した。 

中国の合板輸出相手国の上位５カ国はフィリピン、イギリス、アラブ首長国連

邦、日本及びナイジェリアであり、輸出相手国の需要は安定している。 

なお、合板の輸入量は 29 万 5,300 ㎥で前年比 50.8％増加し、輸入額も２億 700

万ドルと前年比 10.1％増加している。 

 

  

表 3-7 相手国別合板輸出量 
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（５）繊維板及び切削板の輸出入状況 

前掲の中国木材・木材製品協会の報道は、2023 年の繊維板及び切削板の輸出入状況

も次のように完結にとりまとめている。 

中国は 2023 年に繊維板を約 293 万 8,800 ㎥（㎥換算値）（前年比 9.5％増）輸出し

た。輸出額は 11 億 9100 万ドル（同 1.2％減）であった。 

2023 年の繊維板の輸入量は約６万 8,400 ㎥（㎥換算値）で前年比 45.4％減、輸入額

は 4,890 万ドルで前年比 50.1％減となった。繊維板の輸出相手国の上位５か国は、メ

キシコ、ナイジェリア、サウジアラビア、ベトナム及び米国である。 

中国で 2023 年においても輸入量が輸出量を唯一上回っている木質パネルは切削板で

あり、同年の輸入量は 120 万 1,600 ㎥（㎥換算値）（前年比 2.34％減）、輸入額は３

億 3,600 万ドル（同 18％減）であった。中国の切削板輸出量は 63 万 3,800 ㎥（㎥換算

値）で前年比 6.8％増加したが、輸出額は２億 7,100 万ドルと前年比 30.0％減少し

た。輸出相手国上位５か国は。台湾、モンゴル、ナイジェリア、サウジアラビア及び

アラブ首長国連邦である。 

 

（６）森林認証 

中国の森林認証面積は、FSC による認証が 171 万 6,642ha、PEFC による認証が 310

万 5,110ha である62。 

FSC と PEFC の森林認証面積の合計は 482 万 1,752ha となるが、FSC と PEFC の両

方の認証を取得している森林が存在するので、実際の認証林面積はこれよりも少なく

なる。FSC と PEFC は、2016 年から 2020 年の期間において調査を行い、両方の認証を

取得している森林の面積を公表していたが、現在はこの調査と森林面積の公表をして

いないようである。2020 年中頃の時点において、中国には両方の認証を取得した認証

林が９万 7,604ha 存在していた63。 

CoC の認証件数は、FSC が 112 件、PEFC は 477 件であった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62
認証林面積及び CoC 件数の数値は、FSC は 2024 年３月７日現在で FSC のウェブサイト

（https://connect.fsc.org/impact/facts-figures）で、PEFC は”PEFC Global Statistics Data: December 2023” で公表していた数

値。 
63 FSC and PEFC, “Estimated Common Forest Area with both FSC Certification and PEFC/PEFC-endorsed Certification”、 

January 2021. 

表 3-8 中国の森林認証面積と CoC 認証件数 

 
森林認証面積 CoC 認証件数 

(ha) (件) 

FSC 1,716,642 112 

PEFC 3,105,110 477 

資料：FSC（https://connect.fsc.org/impact/facts-figures） 
PEFC,”PEFC Global Statistics Data: December 
2023” 
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中国では、2010 年に中国森林認証システム（CFCC）が創設され、中国森林認証シス

テムは 2015 年２月に PEFC と相互承認を行っている。 
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４．その他の調査事項 

【中国の立法制度の概要】 

合法性の確認を行うための法令に係る情報収集を行うときは、法的根拠に基づく正確な

情報を入手する必要がある。法的根拠に基づく正確な情報を入手するためには、当該国の

立法機関、立法手順、法令の公示方法その他の立法に係る手順の把握が重要である。中国

には、中央政府及び地方政府並びにこれらに属する機関が制定する各種法令があり、イン

ターネット上にはこれらに係る多くの情報が多様な機関により発信されている。 

このため本項では、中国における立法制度を整理して合法性確認に用いる正確な法令情

報を入手するための基礎的な情報について報告する。 

 

（１）中国の立法機関 

中国の政体は、人民民主専制国家64である。中華人民共和国憲法（以下、「憲法」と

いう。）第１条の規定は、「中華人民共和国は、労働者階級が指導し、労農同盟に基

づく人民民主専制下の社会主義国である」と国の政体を定めている。 

国家の最高権力機関65は全国人民代表大会であり、同大会は毎年第１四半期66（多く

の場合３月）に開催している。ただし、全国人民代表大会は年に一回、半月程度の会

期で開催するため、同大会は国家権力行使の連続性を保証するために全国人民代表者

会議の常設委員会として全国人民代表大会常務委員会を設置し、同委員会の会議を毎

年６回開催している67。全国人民代表大会常務委員会の委員は、全国人民代表大会が同

大会の議員の中から選出している68。 

中国の立法機関は、中央政府の法令にあっては全国人民代表者会議及び全国人民代表

者会議常務委員会並びに国務院、地方政府の法令にあっては地方人民代表大会及び地方

人民代表大会常務委員会である。 

 

①全国人民代表者会議及び全国人民代表者会議常務委員会による立法 

全国人民代表者大会は、憲法改正、憲法履行の監督及び刑法、民法、国家機関に係

る法律その他の「基本法」の制定及び改正の権限を有している69。 

さらに、次の事項は、全国人民代表者会議及び全国人民代表者会議常務委員会が制

定及び改正の権限を持つ法律に限り制定できる70。 

i. 国家の主権。 

ii. 行政レベル別の人民代表大会、人民政府、人民裁判所及び人民検察院の設立、

組織及び権限。 

iii. 犯罪及び刑罰。 

iv. 国民の政治的権利の剥奪、個人の自由を制限する強制措置及び刑罰。 

v. 税目及び税率の決定、徴収管理等の課税上の基本的な仕組み。 

vi. 非国有財産の徴収及び徴用。 

vii. 基本的な民事制度。 

                                                 
64 外務省ウェブサイト（https://www.mofa.go.jp/mofaj/area/china/data.html#02）。 
65 全国人民代表大会基本法第２条。 
66 憲法第 61 条。 
67 全国人民代表大会基本法第２条。 
68 全国人民代表大会基本法第 23 条。 
69 憲法第 62 条及び立法法第７条。 
70 立法法第８条。 
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viii. 基本的な経済システム及び財政、税関、金融及び外国貿易の基本的制度。 

ix. 訴訟及び仲裁制度。 

x. 上記以外の全国人民代表者会議及び全国人民代表者会議常務委員会が制定し

なければならない事項。 

 

全国人民代表者大会常務委員会は、全国人民代表大会閉会の期間において、立法に

係る次の行為ができる71。 

 法律の基本原則に抵触する事項以外の部分の補足又は修正。 

 全国人民代表者大会に提出する法案の受付及び事前審査。 

 憲法及び法律に矛盾する国務院が制定した行政規定、決定および命令の取消し。 

 憲法、法律又は行政法規に違反する省、自治区、中央直轄市の国家権力機関が

制定した地方条令や決議の廃止。 

 

さらに、憲法は、全国人民代表大会と全国人民代表大会常務委員会の権限と機能を

定めている72。この権限と機能の内、法令の制定及び改正に係る部分を抜粋すると次

表のようである。 

 

表 3-9 法律制定・改正の機関別権限 
機関名 権限の範囲 法的根拠 

全国人民代表大会 刑事、民事、国家機構及びその他の「基本法」の制定及び改正。 憲法第 62 条第５項 

全国人民代表大会 

常務委員会 

 全国人民代表大会が制定する法律以外の法律の制定及び改正。 

 全国人民代表大会閉会中に於ける全国人民代表大会が制定した法

律の部分的な補足及び修正。ただし法律の基本原則についてはこ

の限りではない。 

憲法第 67 条第２項・

第３項 

 

②国務院 

国務院は、中国の最高行政機関である。 

立法法第９条の規定は、「立法法第８条で規定する事項（項目①のｉからｘまで

の箇条書きの事項）に係る法律が制定されていない場合、全国人民代表大会及びそ

の常務委員会は、その中の一部の事項について国務院が行政法規を制定することを

決定し、認可する権限を有する」と定めている。 

行政法規は、日本の法令の政省令に該当する規程で、法律に次ぐ高位の位置にある。

国務院は、法律の規定を執行するために行政法規の制定が必要となる場合又は次表に

示す憲法第 89 条が規定する国務院の職責と権利を執行するのに必要がある場合は、

行政法規を憲法及び法律に基づいて制定できる73。 

                                                 
71 注 14 に同じ。 
72 憲法第 62 条及び第 67 条。 
73 立法法第 65 条。 
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（２）地方人民代表大会及び地方人民代表大会常務委員会 

地方行政機関の地方人民代表大会及び地方人民代表大会常務委員会は、地方行政機関

の規程である地方条令を制定できる。 

地方条令は、次の事項について地方人民代表大会及び地方人民代表大会常務委員会が

制定する74。 

i 法律及び行政法規の規定を執行するために、行政区域の実際の状況に基づいて具

体的規定を制定する必要がある事項。 

ii 地方の機関の事務に属し、地方条令を制定する必要がある事項。 

iii 全国人民代表大会及びその常務委員会の専属的立法権の範囲外にある中央政府

が立法していない事項75。 

 

（３）法令区分別立法権 

次表は、中国の法令区分別立法権をとりまとめている。 

 

①中央政府の法令 

中央政府の法令は、憲法を最高位として、順に法律及び法律解釈、行政法規及び

附属規程並びに部門規章（部門規則）により構成する。 

なお、中央政府の法令の中の「法律解釈」とは、法律に次のいずれかの状況が認

                                                 
74 立法法第 73 条。 
75 中央政府が制定した法律又は行政法規に効力が生じたときは、当該地方条令を改廃する。 

表3-10 国務院が行使する職責と権限（憲法第89条） 

（１）憲法及び法律に従って⾏政措置を制定し、⾏政規則を制定し、決定及び命令を発する。 
（２）全国⼈⺠代表⼤会⼜は全国⼈⺠代表⼤会常務委員会に提案をする。 
（３）各省庁及び各委員会の任務と責任を定め、各省庁及び各委員会の業務を統⼀的に指揮し、各省庁及び各委員会

に属さない国家⾏政事務を指揮する。 
（４）全国各レベルの国家⾏政機関の業務を統⼀して指導し、中央政府と省、⾃治区、直轄市の国家⾏政機関との具

体的な機能・権限分担を定める。 
（５）国家経済社会開発計画と国家予算を策定し、実施する。 
（６）経済事業、都市農村建設、⽣態⽂明建設を指導管理する。 
（７）教育、科学、⽂化、健康、スポーツ、家族計画を指導し管理する。 
（８）⺠事、公安、司法⾏政などを指揮、管理する。 
（９）外交を管理し、外国との条約及び協定を締結する。 
（10）国防建設を指導、管理する。 
（11）⺠族事務を指導・管理し、少数⺠族の平等な権利と⺠族⾃治区の⾃治権を保障する。 
（12）華僑及び帰国した華僑と華僑の家族の合法的権利と利益を保護する。 
（13）各省庁及び委員会が発⾏した不適切な命令、指⽰及び規制を変更⼜は取消す。 
（14）各レベルの地⽅国家⾏政機関の不適切な決定及び命令を変更⼜は取消す。 
（15）省、⾃治区、直轄市の地域区分を承認し、⾃治州、県、⾃治県、市の設置と地域区分を承認する。 
（16）法律に基づき、省、⾃治区、中央直轄市の範囲内の⼀部地域で⾮常事態の発動を決定する。 
（17）法律の規定に基づき、⾏政機関設置の審査、承認、⾏政職員の任免、研修、評価、賞罰を⾏う。 
（18）全国⼈⺠代表⼤会及び全国⼈⺠代表⼤会常務委員会によって与えられるその他の権限の⾏使。 
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められるときに、全国人民代表大会常務委員会が定めるもの76であり、この解釈は

法律と同等の効力を有している77。 

 法律の規定の具体的意味をさらに明確にする必要があるとき。 

 法律制定後に新たな状況が生じ、法律の適用根拠を明確にする必要があると

き。 

 

②地方政府の法規 

地方政府の法規は、地方条令、附属規程及び地方政府規章（地方政府規則）によ

り構成する。 

 

表 3-11 法令区分別立法権 
法令区分 立法権を有する機関 法令根拠 

中央政府

の法令 

憲法 全国人民代表大会 憲法第 62 条 

法律 

法律解釈 

全国人民代表大会及び同常務委員会 

全国人民代表大会常務委員会 

憲法第 58 条 

行政法規 

附属規定 
国務院、国務院及び中央軍事委員会（共同）、国務院所属関連部門 憲法第 86 条 

部門規章 

（部門規則） 

次の国家機関 

 国務院の各部 

 委員会 

 中国人民銀行 

 審計署（会計検査院） 

 行政管理機能を有する直属機関 

立法法第 80 条 

地方政府

の法規 

地方条令 次の人民政府の人民代表大会及びその常務委員会 

 省 

 自治州 

 自治区 

 中央直轄市 

 区を設置している市（設区市） 

 省又は自治区の人民政府所在市 

 国務院が認定した「比較的大きな市」 

 経済特区 

立法法第 73 条 

附属規定 同 上 同 上 

地方政府規則 

 

次の人民政府 

 省 

 自治州 

 自治区 

 中央直轄市 

 区を設置した市（設区市） 

立法法第 82条 

 

  

                                                 
76 立法法第 45 条。 
77 立法法第 50 条。 
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（４）立法手続き 

①法案を提出できる機関 

全国人民代表大会又は全国人民代表大会常務委員会に法案を提出できる機関及び

グループは、次のとおりである78。次に掲げた機関及びグループ以外は、法令の改廃

及び現行法令に係る提案の提出を含む立法権を有さない。 

i. 全国人民代表大会首席団 

ii. 全国人民代表大会の各種専門委員会 

iii. 委員長会議 

iv. 国務院 

v. 最高人民法院 

vi. 最高人民検察院 

vii. 全国人民代表大会代表団 

viii. 30 人以上で連名する全国人民代表大会代議員 

 

②全国人民代表会議常務委員会による法案の審議79 

立法法第 16 条第 1 項の規定は、全国人民代表者会議に提出するために常務委員

会に提出する法案は、全国人民代表者会議が閉会中のときは常務委員会に提出して

審議できると定めている80。さらに、「基本法」以外の法律の制定及び基本原則の部

分を除く改正並びに法律の部分的な補足及び修正は、全国人民代表者会議常務委員

会に権限があるため常務委員会において審議がなされる。 

常務委員会における法案の審議の手順は、次図のとおりである。 

法案の審議は、全国人民代表者会議常務委員会の常務委員会会議及び法律委員会

並びに法制工作機構又は法案に関連する専門委員会が行う。 

法案の審議は、常務委員会会議が本項①に掲げた「法案を全国人民代表大会に提

出できる機関」から受理した法案を常務委員会構成員に配布して全国人民大会代表

に会議への出席を要請し、提案者の意見聴取、グループ別会議での初歩的審査及び

全国人民大会代表からの意見聴取を目的とした第１次審査を実施する。 

第１次審査の後、法律委員会及び法制工作機構又は関連する専門委員会が各方面

からの意見聴取を、次の箇条書きに掲げる方法の全て又は特定のものにより行って

いる81。 

i 全国人民代表大会代表からの意見聴取 

全国人民代表大会常務委員会会議が法案の審議をするときは、全国人民大会

代表から意見を募集しなければならない。 

各省の人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会常務委員会から法案

文書の送付があったときは、代表を集めて法案の「勉強会」を開催して代表

の意見をとりまとめ、全国人民代表大会常務委員会法制工作機構に報告す

る。  

                                                 
78 立法法第 14 条・第 15 条及び第 26 条第 1 項。 
79 立法法第 26 条－第 41 条。 
80 立法法第 16 条第１項。 
81 立法法第 36 条。意見聴取の具体的な方法については白井博之「中国立法法改正について（２）」、法務省法務総合研

究所国際協力部『ICD News』№.75、2018 年６月号、51～53 頁。 
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図 3-1 常務委員会における主な法案審議手順の概要（立法法第 26 条－第 41 条） 

全国⼈⺠ 
代表⼤会 

全国⼈⺠代表⼤会常務委員会 

常務委員会会議 法律委員会 
法制⼯作機構⼜は 

関連する専⾨委員会 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   

 

  

法案を受理。 

会議の７⽇以上前に法案を常
務委員会構成員に配布。 

全国⼈⺠代表に 
会議列席を要請。 

【第１次審査】 
 提案者の意⾒を聴取。 
 グループ別会議で初歩的審

議。 
 全⼈⼤代表から意⾒聴取。 

【第２次審査】 
 法律委員会の法案修正状況

及び主要問題に係る報告を
聴取。 
 グループ別会議で上記課題

を審議。 
 全⼈⼤代表から意⾒聴取 

【統⼀審議】 
常務委員会構成員及び関連専
⾨委員会の審議意⾒、各⽅⾯
から提出された意⾒書により
法案を統⼀的に審議。 

【⽴法⼯作機構】 
法案について次の評価
作業を実施。 
 主要制度規範の執⾏可

能性 
 社会的効果 
 法律公布の時期 
 発⽣する可能性がある

問題 等。 

【⽴法⼯作機構】 
（可決前評価） 

 法案の主要制度及び規
定の執⾏可能性 
 社会的効果 
 発⽣する可能性がある

問題 等 

法案（法案）修正状

況報告⼜は審議結果

報告及び修正法案作

成 

【意⾒聴取】（次の全て⼜はいずれかの⽅法で実施） 
①座談会  ②論証会  ③公聴会  ④書⾯ 
⑤ウェブサイトによるパブリックコメント（30 ⽇以上） 

【⽴法⼯作機構】 
前回と同じ評価作業。 

【⽴法⼯作機構】 
（可決前評価） 

前回と同じ作業。 

【意⾒聴取】（次の全て⼜はいずれかの⽅法で実施） 
①座談会  ②論証会  ③公聴会  ④ウェブサイトによ

るパブリックコメント（30 ⽇以上） 

【統⼀審議】 
審議内容は前回と同じ。 

法案（法案）修正状

況報告⼜は審議結果

報告及び修正法案作

成。 

【第３次審査】 
 法律委員会の法案修正状況

及び主要問題に係る報告を
聴取。 
 グループ別会議で修正法案

を審議。 
 全⼈⼤代表から意⾒聴取 

法案として
全国⼈⺠代
表⼤会に上
程。 

表決 

廃 案 

可決 

否決 
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ii 座談会による意見聴取 

座談会とは、法案に関係がある機関、団体、企業及び事業単位並びに関係

分野の専門家を招き、意見交換、討論及び意見発表をする場をいう。座談会

は、立法の民主制に関する問題を解決する目的で開催し、簡便で実施しやす

く、踏み込んだ討論ができる。座談会は、常務委員会会議による第１回審議

及び第２回審議の後に開催する。全国人民代表大会代表からの意見聴取 

全国人民代表大会常務委員会会議が法案の審議をするときは、全国人民大会

代表から意見を募集しなければならない。 

各省の人民代表大会常務委員会は、全国人民代表大会常務委員会から法案

文書の送付があったときは、代表を集めて法案の「勉強会」を開催して代表

の意見をとりまとめ、全国人民代表大会常務委員会法制工作機構に報告す

る。 

iii 公聴会による意見聴取 

公聴会は、法案について重大な見解の対立があるとき又は利害関係に必要な

調整が存在するときに開催する。公聴会は座談会に比べて優位性があり、透明

性がさらに高く、課題に対するより深い調査を行う。 

公聴会では利害関係者及び専門家が直接陳述、弁論及び立証を行う。公聴会

の結果は、公聴報告書を常務委員会に提出する。 

iv 論紹会による意見聴取 

論紹会は、主として法案の中の技術性が比較的高い問題について、専門家を

招いて合理性と執行可能性に係る検討及び立証を行い、権威ある意見を得て常

務委員会会議審議時の参考とすることを目的に必要に応じて開催する。 

v 書面による意見聴取 

法案に関連する地方及び部門は、第１回常務委員会会議の直後に法案に対

する意見を文書により募集する。 

vi パブリックコメントの募集82 

常務委員会会議に上程された法案は、常務委員会会議の後に法案及び改正

の内容などを社会に公表し、少なくとも 30 日間の期間を設定して意見募集を

行なう83。 

 

法律委員会は、各方面からの「意見聴取」を終えた後、常務委員会構成員及び関

係専門委員会の審議意見及び各方面から提出された意見を踏まえて法案を審議する

ための「統一審議」を実施する。 

立法工作機構は、「統一審議」の結果を踏まえて、主要制度規範の執行可能性、

社会的効果、法律公布の時期、発生する可能性がある問題などを評価した後、さら

に法案における主要な制度及び規定の執行可能性、社会的効果並びに発生する可能

性がある問題などを評価する「可決前評価」を行う。 

法律委員会は、立法工作機構の「可決前評価」を受けて法案修正状況報告又は審

議結果報告及び修正法案を作成して常務委員会会議に提出する。 

                                                 
82 立法法第 37 条。 
83 ただし、常務委員会会議で非公開とする決定をしたものについてはこの限りではない。 
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常務委員会会議は、法律委員会からの法案修正状況報告又は審議結果報告及び修

正法案の聴取及びグループ別会議での審議並びに全国人民代表会議の代表からの意

見聴取を行うための第２次審査を実施する。 

第２次審査を経た修正法案については、各方面からの「意見の聴取」を行い、そ

の後は第１回目と同様の手順により法律委員会の「統一審議」、立法工作機構の「可

決前評価」及び法律委員会による法案修正状況報告書又は審議結果報告書及び修正

法案の作成を行う。法律委員会は、これらの報告書及び修正法案を常務委員会会議

に提出する。 

常務委員会は、第２次審査と同様の内容で第３次審査を実施して表決を行う。法

案は、表決により可決されれば全国人民代表大会に法案として上程され、否決され

れば廃案となる。 

法案の審議は、原則として上記のように三回の審議（「三審制」）を行った上で全

国人民代表大会への法案としての上程を表決するが、各方面の意見が比較的一致し

ているときは二審で、調整事項が単純で軽微な改正のときは一審で表決を行える84。 

なお、常務委員会で審議中の法案については、法律制定の必要性や実現可能性な

どの重要な問題について意見の相違が大きいために審議が２年間棚上げされた場合

若しくは２年間表決に至らなかった場合又は法案が常務委員会の議題に再審議対象

として含まれない場合、審議が打ち切られる85。 

 

③全国人民代表大会に上程された法案の審議86 

全国人民代表大会に上程された法案の審議の主な手順は、次図のようである。 

全国人民代表会議に法案を上程するときは、全国人民代表者会議常務委員会会議

が全国人民代表会議を開催する１か月以上前に同会議の代表に法案を配布する。 

配布された法案については、法案提出者が大会全体会議で説明をし、代表団及び

専門委員会が個別に法案の審議を開始する。 

代表団は、法案審議において提案者と質疑応答をし、関連する機関又は組織から

の状況説明を受けてから審査意見書を作成して常務委員会の法律委員会に提出す

る。代表団から審査意見書を受領した法律委員会は、審査意見書に基づく審議を行

い、審査結果報告書及び法案修正稿を首席団に提出する。 

専門委員会は、法案を審議して審査意見書を首席団及び大会全体会議に提出す

る。 

首席団は、常務委員会が提出した審査結果報告書及び法案修正稿並びに専門委員

会が提出した審査意見書により法案（修正稿）を審議する。重大な問題が存在する

ときは、首席団常務首席が意見聴取及び関係者との討論を行い、その法案の審議を

次回の全国人民代表大会に持ち越す必要があるか判断し決定する。 

首席団は、法案（修正稿）を大会全体会議に上程し、同会議では法案を審議して

表決し、全ての代表の半数以上の承認により可決したときは国家主席が署名して

「首席令」として公布する。 

  

                                                 
84 立法法第 30 条。 
85 立法法第 42 条。 
86 立法法第 17 条－第 25 条。 
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図 3-2 全国人民代表大会に上程された主な法案の審議手順（立法法第 17 条－第 25 条） 
⾸席団／ 

⼤会全体会議 
代表団 専⾨委員会 

常務委員会 
常務委員会会議 法律委員会 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

法案上程の表決 

会議開催の１か⽉
以上前に代表員に
法案を配布。 

【⼤会全体会議】 
法案提出者の説明
を聴取 

代表員法案受領 

【法案審議】 
 提案者との質

疑応答。 
 関連機関・組

織による状況
説明 

【法案審議】 

⾸席団及び⼤会
全体会議に審査
意⾒書を提出 

審査意⾒書提出 

【⾸席団】 
専⾨委員会 

意⾒書を受領 

【統⼀審議】 
代表団及び専⾨
委員会の審議意
⾒に基づき審議 

⾸席団に審査結
果報告書及び法
案修正稿を提
出。 

【⾸席団】 
法律委員会か
ら審査結果報
告書及び法案
修正稿を受領 

【⾸席団会議】 
法案（修正稿）
審議。 

【⾸席団常務⾸席】 
 意⾒聴取 
 関係者との討論 
 ⾸席団に報告 

Yes 

No 

可決 廃 案 

否決 

重⼤問題の
存在 

 国家⾸席署名 
 ⾸席令として公布 

【⼤会全体会議】 
法案審議 

 
 表決 
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④法律の公示媒体 

公布した法律は、公布後直ちに全国人民代表大会常務委員会報（標準文書とす

る）、全国人民代表大会のウェブサイト87及び全国に配布される新聞に掲載して公示す

る88。 

 

（５）法律の改正手続き 

法律の改正するときは、次に掲げる立法法の規定を適用する。 

i. 第２章第２節（全国人民代表大会の立法手続）（図２参照）。 

ii. 第２章第３節（全国人民代表大会常務委員会の立法手続）（図１参照）。 

iii. 第２章第５節（その他の規定）（法律の公布及び改廃、書式、付属規定、立法評

価並びに法律上の質問と回答に係る規定）89。 

 

（６）行政法規 

前述のように、日本の法令の政省令に該当する行政法規の制定権限は国務院にあ

る。国務院は、次の事項について行政法規を制定できる90。 

i 法律の規定を執行するために行政法規の制定が必要となる事項。 

ii 憲法第 89 条の規定が定める国務院行政管理職権事項（表３参照）。 

 

行政法規の主な審議手順を次図に示した。 

行政法規の起草は、年度立法計画に基づき国務院法制機構又は国務院の法案関連部

門が行うが、重要な行政規定の起草は国務院法制機構が担当する。 

行政法規の場合は、国務院が非公開を決定した場合を除き、起草の段階で関係機

関、人民代表大会代表及び社会一般を対象とした行政法規案の公表及び意見聴取を行

う。起草者は、意見聴取を終えた後に国務院又は国務院常務会議に行政法規案及びそ

の説明、同案に対する意見その他の関連資料を提出する。 

行政法規案起草者から行政法起案及び関連資料を受領した国務院又は国務院常務会

議は、行政法規案の審議及び承認を行い、国務院審議意見書を国務院法制機構に送付

する。 

国務院審議意見書を受領した国務院法制機構は、国務院審議意見書に基づいて行政法

規案の修正を行い、修正した行政法起案を国務院総理が承認したときは、国務院令とし

て国務院総理が署名して行政法規を公布する。 

公布した行政法規は、国務院公報を標準文書とし、中国政府法制情報ネット（中国

政府法制信息网）91及び全国に発行している新聞を媒体として公示する92。 

  

                                                 
87 http://www.npc.gov.cn/npc/index.html 
88 立法法第 58 条。 
89 立法法第 51 条－第 64 条。 
90 立法法第 65 条。 
91 中華人民共和国司法部ウェブサイト（https://www.moj.gov.cn/） 
92 立法法第 71 条。 
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図 3-3 行政法規の主な審議手順（立法法第 67 条－第 70 条） 
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【⾏政法規案起草】 
 年度⽴法計画に基づき起

草。 
 重要⾏政法規案の起草が

できる。 
 起草の段階で関係機関、

関係組織、⼈⺠代表⼤会
代表、社会⼀般からの意
⾒聴取を⾏う。 

【法案公表・意⾒聴取】 
 ⼀般からの意⾒徴求。 
 国務院が⾮公開を決定し

たときは省略。 

【⾏政法規案審議】 

【⾏政法規起草】 
 年度⽴法計画に基づき起

草。 
 重要⾏政法規案の起草は

⾏えない。 
 起草の段階で関係機関、

関係組織、⼈⺠代表⼤会
代表、社会⼀般からの意
⾒聴取を⾏う。 

【法案公表・意⾒聴取】 
 ⼀般からの意⾒徴求。 
 国務院が⾮公開を決定し

たときは省略。 

⾏政法規案、同案
の説明、同案に対
する意⾒その他関
連資料を提出 

⾏政法規案、同案
の説明、同案に対
する意⾒その他関
連資料を提出 

国務院審議意⾒書 

【⾏政法規案承認】 

国務院審議意⾒書
に基づき⾏政法規
案を修正 

【公布】 
国務院令とし
て署名、公布 

※国防体制の構築に係
る⾏政法規は、国務
院総理及び中央軍事
委員会主席が共同で
「国務院、中央軍事
委員会令」に署名し
て公布できる。 
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（７）地方条令 

①地方条令の制定主体 

中国の行政単位は、図４のよう

に憲法により定められている93(図

４における行政単位の順位は、左

端の列の「国」を最高位とし、列を

右に進むに従って下位となる)。 

立法法は、地方条令の制定権限

を、次の行政単位の人民代表大会

及びその常務委員会に付与してい

る94。 

 省 

 自治州95 

 自治区 

 中央直轄市 

 区を設置している市（設区市） 

 省又は自治区の人民政府所在市 

 国務院が指定する「比較的大き

な市」96 

 経済特区97 

 

②地方条令の制定原則 

地方条令は、本項（２）に列挙したように、地方の行政区域の実際の状況に応じ

た具体的な規定が必要であるとき、地方の事務執行に係る規定が必要であるとき又

は中央政府の立法権の範囲外にあり中央政府が立法していない規定が必要なときに

制定できる。 

地方条令を制定するときには、次の原則を遵守しなければならない98。 

i 地方条令は、憲法、法律、行政法規、当該省又は自治区の地方条令に抵触

しないこと99を前提とする。 

ii 地方条令の制定は、国の法制度の統一に寄与するもので、特定の地域問題

を解決するものでなければならない。 

iii 地方条令を制定するときは、地方立法の自主性と積極性を受分に発揮しな

ければならない。 

iv 地方条令が定める規定は、制定主体の管轄行政区域内に限り適用可能。 

v 制定した地方条令の全国人民代表大会常務委員会への届出。 

                                                 
93 憲法第 30 条。 
94 立法法第 72 条。 
95 民族区域自治法第４条第２項で立法権を規定。 
96 「国務院が指定する比較的大きな市」とは、唐山市、大同市、包頭市、大連市、鞍山市、撫順市、吉林市、チチハ

ル市、無錫市、准南氏、青島市、洛陽市、重慶市、寧波市、淄博市、邯鄲市、本渓市、徐州市及び蘇州市をいう。 
97 「経済特区」とは、深セン市、厦門市、珠海市、汕頭市をいう。 
98 立法法第 72 条。 
99 憲法第 100 条。 

図 3-4 中国の行政単位（憲法第 30 条） 
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③地方条令の制定手順 

地方条令の制定手順は、原則として中央政府のものを準用している。地方条令は、

前掲の地方条令を制定できる地方人民政府が設置している人民代表大会及びその常

務委員会が、地方各級人民政府組織法に基づいて立法法の次の規定を参照しながら

制定する100。 

i. 第２章第２節（全国人民代表大会の立法手続）（図２参照）。 

ii. 第２章第３節（全国人民代表大会常務委員会の立法手続）（図１参照）。 

iii. 第２章第５節（その他の規定）（法律の公布及び改廃、書式、付属規定、立法評

価並びに法律上の質問と回答に係る規定）。 

 

④地方条令の公示媒体 

地方政府が公布した法律は、公布後直ちに当該地方政府の人民代表大会常務委員

会会報（標準文書とする）、地方人民代表大会のウェブサイト101及び当該行政区域で

発行されている新聞に掲載して公示する102。 

 

（８）法令文書の収集について 

前述した立法法が定める公布した法令を公示する機関別媒体別の情報を次表のよう

にとりまとめた。 

 

表 3-12 法令が定める機関別公示媒体 

 中央政府 地方政府 

全国人民代表大会 国務院 

公布する法令又は

法規 

 憲法 

 法律及び法律解釈 

 行政法規及び附属規程  地方条令及び附属規程 

 地方政府規章 

公示の標準文書 全国人民代表大会常務委

員会会報 

国務院公報 地方政府の人民代表大会

常務委員会会報 

法令が定める公示

媒体ウェブサイト 

全国人民代表大会ウェブ

サイト 
http://www.npc.gov.cn/npc/inde
x.html 

中国政府法制情報ネット

（中国政府法制信息网＝中

華人民共和国司法部ウェブ

サイト）
https://www.moj.gov.cn/ 

地方人民代表大会ウェブ

サイト（省、自治州、自

治区、中央直轄市その他

の地方条令の制定権を有

する地方政府のもの） 

法令が定める公示

を行う新聞 

全国紙 全国紙 当該地方行政区域で発行

しているもの 

 

なお、表中のウェブサイトには、公布した法令の他に、法案、法案の説明文書、法

案に対する意見聴取のための資料その他の現在審議中の法案（草案）に係る多くの情

報が類似した書式により掲載されているので、題名、本文その他の記載内容に注意し

て取扱う必要がある。 

  

                                                 
100 立法法第 51 条－第 64 条。 
101 http://www.npc.gov.cn/npc/index.html 
102 立法法第 79 条。 
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章末資料 

 

【仮訳】 

中華人民共和国森林法実施条令 

（改正草案）（コメント用草案） 

 

 

第１章 一般規定 

 

第１条 この規則は、「中華人民共和国森林法」（以下、森林法という）に基づいて制定す

る。 

 

第２条 国家は、国家森林資源の保護と開発目標を決定する。 国務院林業部門は国家森林

面積、森林体積、森林土地保全、その他の保護開発目標を提案し、必要に応じて国家経

済社会発展計画に組み込む。 

県級以上の地方人民政府は、国家森林資源保護開発目標に従い、それぞれの行政区の

森林資源保護開発目標を策定し、地方の国家経済社会発展計画に組み込む。 

 

第３条 森林主任制度を完全に実施し、党と政府は森林資源の保護と開発に等しく責任を

負う。省、自治区、直轄市は、森林長と副森林長を配し、市、県、鎮などの級には実情

に応じて森林長を配する。 

全ての級の森林長は、自らの責任範囲内で森林資源の保護と開発を組織し、指導し、

森林資源の保護及び開発の目標並びに森林火災の予防及び主要な森林に有害な生物に

よる被害の予防と管理を実施し、これらの責任を負う。 

 

第４条 国は森林主任制度の監督評価制度を実施する。 

国務院は、中央政府直轄の全ての省、自治区、直轄省の主任森林主任を検査、監督、

評価し、上級級の森林主任は、森林資源の保護と開発目標の達成、森林火災防止、主要

な林業害虫の予防と管理を検査及び監督する。 

評価結果は、地方党委員会、政府指導グループ及び関連指導幹部の業績評価内容に含

まれ、幹部の総合評価・評価及び天然資源資産の出国監査の重要な基礎となる。 

 

第５条 郷鎮人民政府は郷鎮林業労働機関の能力開発を強化し、草の根の林業労働力を保

障し、森林資源の保護と開発の任務を実行する。 

 

 

第２章 森林の所有権 

 

第６条 国務院が定めた国家重点森林区（以下、「重点森林区」という）の範囲及び構成単

位は、国務院に報告して承認を得た後、国務院林業主管部門が公表する。 

 

第７条 重点森林区の森林土地の所有権と使用権に関する紛争は、重点森林区の林地が所

在する省人民政府が処理するものとする。処理の結果、重点森林区における森林の権利
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登録の業務範囲の変更が伴う場合には、国務院林業主管部門及び天然資源主管部門の事

前承認を得なければならない。 

 

 

第３章 開発計画 

 

第８条 森林開発計画の策定は、次の原則に従わなければならない。 

（１）既存の森林資源に基づき、 

（２）森林資源の保護と開発目標に基づき、 

（３）国土空間計画に沿って、森林資源の保護と利用の構造と配置を合理的に計画する。 

（４）森林生態系の安全性を確保し、森林資源の持続可能な利用を実現する。その他の

特別森林計画の策定は、森林整備計画に基づくものとする。 

 

第９条 国家森林開発計画及びその他の特別森林計画は、国務院林業主管部門が編纂する。 

地方森林開発計画及びその他の特別森林計画は、県級以上の地方人民政府の主管林業

部門により編集する。 

森林開発計画及びその他の特別森林計画は、人民政府又はその権限のある部門の承認

を受けるものとする。 

承認された計画は厳格に実施されなければならない。計画の修正は、計画作成手順に

従って元の承認機関により承認されなければならない。 

 

第 10 条 国務院天然資源主管部門と国務院林業主管部門は、森林資源の調査、監視、評価

を統一的に展開し、統一分類基準を策定する。 

国務院の主管林業部門は、国家森林資源の調査、監視、評価業務を組織し、実施する

責任を負っている。県級以上の地方人民政府の主管林業部門は、それぞれの行政区内の

森林資源の調査、監視、評価を組織し、実施する責任を負っている。重点森林区の森林

資源の調査、監視、評価は国務院林業主管部門が実施する。 

全国及び各省、自治区、中央直轄市の森林被覆率と森林在庫量の調査監視結果は、国

務院林業主管部門により公表される。市・県の森林被覆率と森林在庫量の調査・監視結

果は、一級級の人民政府主管林業部門により公表される。州は動的なデータ更新と情報

共有を実現するために国家森林資源管理データベースを確立した。 

 

 

第４章 森林保護 

 

第 11 条 国務院林業主管部門は、国家天然林の編纂を組織する。 

中長期保護回復計画は、自然林保護の範囲、段階的な目標、課題、保護政策と措置を

定め、国務院に提出して承認を得た上で実施される。 

省、自治区、直轄市の人民政府は、林業及びその他の主務部門を組織し、地域の実情

に基づいて天然林の保護及び回復計画を策定する。市及び県級の人民政府は林業及びそ

の他の主務部門を組織し、天然林保護及び回復の実施計画を策定し、保護範囲、目標及

び措置を決定し、自然林保護及び回復システムを実施する。 
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第 12 条 県級以上の人民政府は、次の事項を定めなければならない。 

森林害虫災害の予防と管理における主要な問題を調整し、解決するための予防と管理

の調整メカニズム。隣接地域の県級以上の地方人民政府は、林業の主要害虫の予防と処

理を共同で実施するものとする。爆発性、危険性などの重大な林業有害生物災害が発生

した場合、地方人民政府は速やかに排除・処理を組織し、検疫・封鎖のための検疫検査

所を設置するなどの緊急措置を講じることができる。 

 

第 13 条 県級以上の人民政府の林業担当官庁は、定期的に林業害虫の一般調査を実施し、

長期、中期、短期の林業害虫の発生予測を公表し、予防・防除計画を適時に提案する。 

国務院傘下の所管林業部門は、林業の検疫対象害虫の国家リスト並びに検疫対象植物

及び植物製品リストを決定する責任がある。省、自治区、中央政府直轄市人民政府の林

業担当官庁は、地方の実情に照らして、それぞれの省、自治区、直轄市に関する補足リ

ストを作成し、国務院傘下の林業所轄官庁に報告することができる。 

 

第 14 条 国務院の所轄林業部門は、国家森林管理隊の設置と管理を指導する責任を負う。 

地方各級人民政府は、森林管理隊の設置と管理を強化し、森林管理隊施設を合理的に

設置し、パトロール装備を装備し、森林管理隊の監督と管理システムを確立し、森林資

源のグリッド管理に森林管理隊を参加させ、森林資源の管理と保護における森林管理隊

の役割を十分に発揮しなければならない。 

 

第 15 条 各級地方人民政府は森林火災予防インフラを強化しなければならない 

建設及び資機材、森林消防団の設立。森林消防隊は、前線への駐屯、装備による巡回、

火による消火及び火によらない火災の防止の要件に従って、森林火災の予防及び消火に

関する業務を遂行するものとする。 

 

第 16 条 県級以上の人民政府の林業担当官は、領土空間計画に従って、森林の保護と利用

に関する計画を作成し、森林の範囲と所有する森林面積を明確にし、森林の保護レベル

を規定し、森林の土地利用の管理を実施しなければならない。 

国有林保護利用計画は、実施前に国務院又は国務院が認可した部門に提出して承認を

受け、地方の森林地保護利用計画は、上級レベルの人民政府の所轄林業部門の意見を求

め、実施前に同級の人民政府に報告して承認を受けなければならない。 

 

第 17 条 国は、森林占有の総量を規制するために、森林占有割当制度を実施する。 

省、自治区、中央直轄市人民政府の林業担当部門は、５年ごとに各行政区域内の建設

事業で占める森林地の割当量を作成し、各級の人民政府が審査・承認し、国務院傘下の

林業部門が総括し、均衡をとってから国務院に提出し、承認を受けなければならない。

林地の占有割当は、国の経済及び社会開発の必要性、森林の保護と利用の計画、国の土

地供給政策、新規建設地の規模、森林資源の現状などの要素と組み合わせて決定する。 

 

第 18 条 省級以上の人民政府の林業部門は、主要森林地帯の鉱物探査、鉱業、その他の土

木工事によって占有されている森林地を検査し、承認し、人民政府の市又は県級の林業

部門は、土地と空間の計画により決定された市、村、市、町の建設用地内の森林を検査

して承認し、省、自治区又は中央政府直轄の直轄市人民政府の林業部門は、上記の範囲
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外で占有されている森林地を検査し、承認しなければならない。 

所轄の林業局の承認を受けないで林地が占有された場合、関係人民政府は建設用地を

承認してはならない。 

森林の土地の占有が主管林業部門の審査を受けて承認されていない場合、関係人民政

府はその土地の建設を承認してはならない。 

申請者は、県級以上の人民政府の管轄林業部門が森林の土地を占有することを承認し

た日から 30 日以内に、国家が定めた基準に従って、県級以上の人民政府の財政部門に森

林植生回復料を支払わなければならない。 

 

第 19 条 森林土地の一時使用及び森林生産及び林業経営に直接役立つ土木施設の建設は、

県級以上の地方人民政府が主管する林業主管部門の審査及び承認を必要とする。特定の

承認権限は省、自治区又は中央政府直轄市の人民政府林業主管部門が定め、重点森林区

の森林に関わる場合は、省、自治区、又は中央政府直轄市の人民政府の部門が林業主管

部門の審査を受けて承認する。 

森林土地の一時使用期間は、通常２年を超えてはならない。 

法律や行政法規で別段の定めがある場合を除き、水利保全、エネルギー、その他のイ

ンフラ建設のための森林土地の一時的使用は４年を超えてはならない。 

森林生産と森林施業に直接貢献する土木施設の建設基準は、国務院林業主管部門が制

定する。 

 

第 20 条 林地を占有する鉱物探査、採掘、その他の土木工事のために、一時的に林地を使

用する必要がある場合、申請者は林地が所在する県級人民政府林業部門に土地使用申請

書を提出し、森林地使用申請書、建設事業の関連承認文書、建設事業のための林地利用

に関する実現可能性報告書又は林地の現況調査書を提出しなければならない。 

林業の生産と運営に直接貢献する土木施設が林地に建設される場合、申請者は、その

林地が所在する県レベルの人民政府の管轄林業部門に土地使用申請書を提出し、森林地

の使用申請書、関連する承認文書又は土木施設の建設の必要性の説明及び建設する土木

施設が国家所定の基準を満たしていることの説明文書その他の申請資料を提出しなけ

ればならない。 

審査と承認のために人民政府の上位の所管林業部門に報告する必要がある場合、県級

の人民政府の所管林業部門は、予備審査の意見と全ての申請資料を、審査と承認の権利

を持つ上位の人民政府の管轄林業部門に直接報告しなければならない。 

 

第 21 条 鉱物探査、鉱業、その他の種類の林地の土木建設による林地の一時的な使用につ

いては、森林の保護と利用計画を遵守し、各級の森林管理の要件に厳密に従い、生態環

境への大きな影響を避けるために、公益林及び天然林の占有と使用を厳密に管理しなけ

ればならない。重要な生態学的立地が生態環境に関与しているか、又は生態環境に大き

な影響を与えている場合、審査と承認の権利を有する県級以上の人民政府の林業に権限

のある当局は、必要に応じて専門家による審査を組織できる。 

第 18 条及び第 19 条に規定する審査承認機関が、各級人民政府の林業の権限を有する

場合は、最高級の審査承認権限を有する人民政府の林業権限のある当局が審査し、承認

しなければならない。 

林業行政部門は、行政区が承認した年間森林面積割当量を超える森林の占有を承認し
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てはならない。 

 

第 22 条 鉱物探査、鉱業、その他の土木建設のための森林地の占有の審査と承認及び林地

の一時的な使用と林業の生産と運営に直接貢献する林地への土木施設の建設の審査と

承認のための具体的措置は、国務院傘下の主管林業部門が策定する。 

 

第 23 条 古木・名木とは、樹齢が 100 年を超える樹木又は重要な歴史的、文化的、景観

的、科学的価値及び重要な記念的価値を有し、県級以上の人民政府又はその関連部門の

機関により認定及び登録された樹木をいう。 

県級以上の人民政府林業主管部門及びその他の関連主管部門は、責任分担に従い、古

木・名木の保存記録を作成し、管理と保護の責任を明確にし、古木・名木をリストアッ

プする。保護範囲を明確にし、保護施設を設置し、救助・再生措置などを講じて古木・

名木の保護を強化する。 

古木・名木の保護施設や保護標識の損傷は禁止する。 

 

 

第５章 植林及び緑化 

 

第 24 条 省級以上の人民政府林業主管部門は、森林都市建設の指導管理を強化し、森林都

市の建設を促進しなければならない。 

各級の人民政府は、農村の緑化を強化し、美しく住みやすい村を建設すべきである。 

 

第 25 条 国民は、植林の法的義務を自覚的に履行しなければならない。 

県級以上の人民政府は自主的植林と植林・緑化事業を組み合わせ、自主的植林の形態

を充実させ、組織管理方法を革新し、各級で自主植樹拠点を設立し、自主的植林への国

民の参加を促進すべきである。 

国民は、植林、手入れ、管理、建築、自然保護、施設建設、金銭や資材の寄付、ボラ

ンティア活動を通じて植林の義務を果たすことができる。 

 

第 26 条 県級以上の人民政府は、森林資源保護発展の目標に基づき、自然条件と経済社会

発展水準を総合的に勘案して、国土空間計画において植林の目標を科学的に決定し、植

林の対象となる土地を指定しなければならない。 

 

第 27 条 植林と緑化は、水資源の収容力を十分に考慮し、水量を決定する原則を遵守し、

樹木、低木、草の植生を科学的に割り当てる必要があります。 

県級以上の人民政府は、生活、生態、生産のための水の使用に係る全体的な計画を立

て、水資源の収容能力の範囲内で灌漑のために補う必要がある公益林の灌漑用水を合理

的に手配しなければならない。 

 

第 28 条 造林及び植林にあたっては、その土地に適した樹木を選定し、在来樹種及び改良

樹種を積極的に利用しなければならない。 

省、自治区、直轄市人民政府の林業主管部門は、その行政区の在来樹種リストを作成

し、森林遺伝資源の収集、保護、利用を強化し、希少な在来樹種の苗木の栽培を奨励す
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る。 

 

第 29 条 造林及び緑化は、造林技術規定を遵守し、混交林を積極的に造成し、林分の転

換、手入れ等の措置を講じ、樹種構造を最適化し、森林生態系の質及び安定性を向上さ

せなければならない。 

国が出資する又は主に国が出資する造林・緑化事業については、造林施業計画を策定

する。造林事業の計画は、県級以上の地方人民政府主管林業主管部門が他の関係部門と

連携して合理的な評価を行った上で実施する。 

 

第 30 条 県級以上の地方人民政府は、新たな造林地など緑化のために山の閉鎖が必要な

閉鎖区域と植林区域を明確にして公に公表しなければならない。 

県級以上の地方人民政府の林業担当官庁は、植林と緑化の管理と保護を強化し、植林

と緑化の質と効果を向上させる。 

 

第 31 条 国は、社会資本の造林・造林への参加を奨励・支援し、社会資本の造林・造林の

指導・管理を強化する。 

 

 

第６章 経営管理 

 

第 32 条 国務院傘下の所管林業部門は、国務院財政部と共同で国家公益林の画定基準を

策定し、国家公益林の画定を共同で組織する。国家公益林は、第一種国家公益林と第二

種国公益林に分けられる。 

省、自治区、中央直轄市人民政府の林業担当官庁は、財政部門とともに、それぞれの

行政区域内の国家公益林の線引きと宣言を組織し、中央直轄の省、自治区、直轄省の人

民政府の審査と承認を経て、国務院の所轄林業部門と国務院の財政部門に提出して承認

を得た後、国務院の承認と公布を受ける。 

重点林区の国家公益林は、国務院の所管林業部門と国務院の財政部門が画定し、国務

院によって承認され公表される。 

 

第 33 条 国家公益林を商業林に調整したり、保護レベルを下げたりしてはならない。 

次のいずれかの場合には、境界決定手続きに従って国家公益林の調整ができる。 

（１）この規定の施行前に線引きされた国家公益林が境界確定の基準を満たしていな

い。 

（２）国土空間計画及び森林の保護利用計画による森林の範囲の調整。 

（３）自然保護区の範囲又は機能区分の調整。 

（４）集団又は個人が所有する第二種国家公益林で、森林の権利者が民生上の問題に

より譲渡を要求している場合。 

（５）農地を森林に戻す、山を閉鎖して造林するなどの生態の保護・回復のための措

置により新たに生じた森林及び林地上の森林で、国の公共福祉森林画定基準を

満たしているものの補充する必要があるもの。 

（６）その他の調整が必要な状況。 
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単一調整区域が 10,000 畝以下の場合、調整は省、自治区又は中央直轄市の人民政府

の承認を受けるものとする。省、自治区、中央直轄市の人民政府は、調整結果を国務院

林業主管部門と国務院財政部門に報告し、提出しなければならない。 

 

第 34 条 林業経営者は、国家公益林の生態的位置保護要件及び生態的機能指示に厳格に

従って森林管理活動を実施し、関連技術規定に違反して公益林の管理措置及び育成目標

を変更してはならない。 

 

第 35 条 国家公益林で行われる施業は、公共福祉林が所在する地方の森林管理計画の要

件に適合しなければならない。 

国が所有する第一種国家公益林では、科学研究や実験、森林害虫の予防・防除、森林

火災の防止、自然災害などの特別な場合を除き、いかなる形態の事業活動も行うことが

できない。集団及び個人が所有する第一種国家公益林は、森林法第 49 条第２項に規定

する事業活動を行うことができ、森林景観資源を利用して森林観光事業を適切に行うこ

とができる。 

第二種国家公益林は、森林法第 49 条第２項及び第 49 条第３項に規定する管理行為を

行える。 

本条の第２項及び第３項に規定する事業活動に従事する者は、森林の保護及び管理に

関する国の関連規定を厳格に遵守し、森林の生態学的機能を確保しなければならない。 

 

第 36 条 県級人民政府又は郷級人民政府の林業主管部門は、非国有の林業経営企業と管

理と保護の責任に係る公益林管理保護責任書又は管理保護協定を締結し、権利と義務を

明確にし、同意するものとする。 

 

第 37 条 国は、果物、油脂植物、飲料、調味料、工業原料、医薬品原料などの林産物の生

産を主な目的とする森林の開発を奨励する。 

国は、森林植生を破壊せず、樹木の成長に影響を与えないことを前提に、森林での植

林、森林での繁殖、森林での採集、森林での経済や観光のための森林景観の利用などの

活動を奨励する。森林が持つ多面的な機能を最大限に発揮するために、地域の状況に応

じた森林整備を行う。 

 

第 38 条 県級以上の人民政府林業主管部門は、森林経営計画を策定する際、地域の森林資

源の状況と機能的位置付けに基づいて、森林経営の目的、配置及び実施方法を科学的に

決定しなければならない。 

森林経営計画の期間は一般的に 20 年とする。 

 

第 39 条 林業経営者は、森林資源調査の結果に基づいて森林経営計画を策定し、森林経営

計画及び森林経営計画作成のための技術基準を遵守しなければならない。 

森林管理計画の内容には、主に森林管理のガイドラインと目標、森林の機能別区域設

定、森林管理タイプの分類、森林管理措置、生物多様性保護、投資見積りと利益分析な

どが含まれます。 

森林経営計画の期間は、通常 10 年間とする。 

県級以上の人民政府主管林業部門が承認した森林管理計画は、年間伐採割当量を策定
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する主な基礎とする。 

国有林業経営者は、承認された森林経営計画に基づいて生産・経営活動を実施し、森

林経営の有効性を評価しなければならない。 

 

第 40 条 国有林は国有林業企業、機関、農場、工場、鉱山などを基準とし、集団所有の森

林及び個人所有の森林は県を基準として年間伐採割当を消費が成長と森林分類管理よ

りも低いという原則に従って作成し、中央政府直轄の省、自治区、直轄省の人民政府の

林業担当部門は、国務院傘下の林業の主管部門が策定した準備計画をまとめ、バランス

を取り、国務院傘下の林業の主管部門の意見を求めた後、中央直轄の省、自治区、直轄

の人民政府に提出し、審査と承認を受ける。承認された年間伐採割当は、中央政府直轄

の省、自治区、直轄市の人民政府が公布・実施し、国務院に報告する。主要森林地域の

年間伐採割当は、国務院の所轄林業部門が作成し、国務院の承認後に公布・実施する。 

省、自治区、直轄市人民政府の林業主管部門が定める規模に達したその他の組織又は

個人は、単独で設立単位として活動し、年間伐採割当を準備することができる。 

森林伐採の割当ては、５年ごとに承認する。 

 

第 42 条 省級以上の人民政府の林業担当官庁は、年間伐採割当枠の範囲内で予期せぬ伐

採割当量を決定でき、この伐採割当量は自然災害、害虫駆除、自然保護区の主要な保護

対象物の生活環境の維持及び公共の安全の維持に限り設定する。 

特別な事情により樹木の伐採が必要で、伐採割当量内で解決できない場合は、認可手

続を作成し、元の認可機関の認可後に承認された年間伐採割当量を追加しなければなら

ない。 

 

第 43 条 森林伐採には、主伐、再生伐採、手入れ伐採及び低収量かつ低効率な森林の転換

伐採並びにその他の伐採が含まれる。 

森林木の伐採と植林は、省級以上の人民政府の管轄林業部門が制定した関連技術規定

に従わなければならない。森林及び樹木を伐採した後、伐採に関する技術基準に従って

再植林する必要がある場合は、伐採した年又は翌年内に完了しなければならない。 

 

第 44 条 伐採の許可を申請するには、伐採の場所、森林種、樹種、面積、株数（本数）、

方法、更新措置及び林木の所有権に係る資料を提出しなければならない。 

省級以上の人民政府主務林業部門の規定により、申請者が伐採地の調査・設計資料も

提出する必要がある場合、伐採地の調査・設計資料は自ら又は第三者により作成できる。

伐採地の調査と設計は、省級以上の人民政府の林業主管部門が制定した関連技術規定に

従わなければならない。 

 

第 45 条 伐採許可の形式と管理方法は、国務院林業主管部門が定め、省、自治区、直轄市

人民政府林業主管部門が責任を負う。 

伐採許可の有効期間は６か月を超えてはならず、更新申請は有効期間が満了する前に

行えるが、許可の発行後の年の第１四半期を超えてはならない。 

県級以上の人民政府の管轄林業部門は、伐採許可を処理するための複数のチャネルを

提供し、全国レベルの伐採許可データの共有を促進しなければならない。 
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第 46 条 重点森林区における樹木の伐採については、省級以上の人民政府主務林業主管

部門が伐採許可を発行し、具体的な措置は国務院林業主管部門が制定する。 

森林法第 55 条第１項第３号の規定により、省、自治区、中央直轄市人民政府の所轄

林局は、自然保護区の試験区域内の竹林以外の樹木の伐採許可を発給しなければならな

い。 

森林法及びこれらの規定を除き、その他の森林の樹木の伐採については、省、自治区

又は中央直轄市の人民政府の主管林業主管部門が伐採許可の発行権限を決定するもの

とする。 

森林伐採が自然保護区や公益林などの重要な生態学的場所に関係する場合又は生態

環境に比較的大きな影響を与える場合、承認権限を有する県級以上の人民政府の主管林

業部門は必要に応じて専門家による審査を組織できる。 

伐採許可の審査と発行は、年間伐採割当を超えてはならない。 

 

第 47 条 森林火災の消火、洪水防止、救助などの緊急事態のために樹木を伐採する必要が

ある場合、救助及び災害救援を組織する部隊又は部門は、緊急事態の終了日から 30 日

以内に、伐採を県レベル以上の人民政府の管轄林業部門に報告し、記録に残さなければ

ならない。 

 

第 48 条農地保護林、防風林、砂固定林、道路保護林、堤防林、城镇林、非森林地の都市

林の再生・伐採は、防砂管理法、道路法、治水法、都市緑化条令、地方条令の関連規定

に基づき、所管部署が管理する。 

法律に基づいて建設用地への転用が承認された森林の伐採については、伐採許可は不

要である。 

 

 

第７章 監督及び検査 

 

第 49 条 国務院林業主管部門が派遣した森林資源監督機関は、監督区域内の地方人民政

府の森林資源保護管理業務に対する監督検査を強化する。 

国務院林業主管部門は、毎年、前年度の森林資源監督検査業務を省、自治区、中央直

轄市人民政府に通知する。 

 

第 50 条 県級以上の人民政府とその管轄林業主管部門は、森林行政法執行能力を強化し、

林業行政法執行を標準化し、森林資源保護のための法執行の効率とレベルを向上させな

ければならない。 

各級人民政府の林業主管部門は、郷鎮林業行政法執行業務に対する専門的な指導監督

を強化する。 

省は、森林資源の法執行と監督を強化するために森林監督制度を確立する。 

 

 

第８章 法的責任 

 

第 51 条 この規則の規定に違反して、行政区の年間森林地割当による林地の占有が承認
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された場合、森林法第 70 条の規定に従って責任者及びその他の直接責任者が説明責任

を負い、省級以上の人民政府の林業部門は、翌年度の森林地割当から金額の 150%から

300%の超過分を控除しなければならない。 

 

第 52 条 森林法第 40 条の規定に違反して、違法伐採以外の方法で古木・名木又は貴重樹

木を破壊した者には、職務分担に従って県級以上の人民政府の林業又は都市緑化の管轄

部門が違法行為の停止を命じ、5,000 元以上 50,000 元以下の罰金を科す。 

この条令の規定に違反して、古木・名木の保護施設や保護標識に損害を与えた場合、

県級以上の人民政府の林業部門又は都市緑化部門は、職務分担に従って違法行為の停止

を命じ、500 元以上 5,000 元以下の罰金を科すことができる。 

他の法令に別段の定めがある場合には、その規定を優先する。 

 

第 53 条 森林法第 37 条及び第 38 条の規定に違反した者は、森林法第 73 条の規定により

罰する。 

森林に損害を与えていないが、県級以上の人民政府の所轄林業局の承認及び許可なく

森林の利用を変更した者には、県級以上の人民政府林業部門が期限を定めて林業生産条

件の回復を命じ、林業生産条件の回復費用の１倍以上２倍以下の罰金を科すことができ

る。 

県級以上の人民政府主務林業主管部門の許可を得ずに森林土地の用途を変更し、樹木

に損傷を与えた場合、県級以上の人民政府主管林業主管部門級は、期間を定めて植生と

林業の生産条件の回復を命令し、植生と林業の生産条件の回復に対して必要な手数料の

２倍以上３倍以下の罰金を科すことができる。 

 

第 54 条 森林法第 52 条の規定に違反して、許可なく森林地に林業の生産と運営に貢献す

る土木施設を建設した関連する国家部門が定めた基準に適合する者には、期限内に是正

を命じ、１平方メートルあたり 100 元以上 500 元以下の罰金を科すことができる。 

 

第 55 条 森林法及びこの規則の規定に違反して無許可で森林地に建物、構築物その他の

施設を建設し、県級以上の人民政府の林業担当官庁が期限内に植生及び林業生産条件の

回復を命じた場合、関係者は直ちに建設を中止し、自ら解体しなければならない。期限

内に植生と林業生産の回復を命じる決定を受けた後、法定期間内に行政再審を申請せず、

行政訴訟を提起せず、期限の満了後に自ら解体しなかった場合、罰則決定をした機関は、

法律に従って人民法院に強制執行を申請し、その費用は違反者が負担する。 

 

第 56 条 操業技術規則に違反した根の採取、樹皮の剥ぎ取り、過度の剪定、伐採、種子の

採取、樹脂の収穫を含む森林法第 74 条に規定する「その他の活動」が、森林地の無許可

の開墾が森林又は森林樹木に損害を与えない場合又は林地に森林又は樹木がない場合、

県級以上の人民政府林業部門は、違法行為を停止し、期限内に林業生産条件を回復する

よう命じ、違法に埋め立てられた森林地１平方メートルあたり 10 元以上 50 元以下の罰

金を科すことができる。 

 

第 57 条 森林法第 76 条の「違法な樹木伐採」とは、国や集団などが所有する森林地にお

いて、不法占拠を目的として、森林法の伐採管理制度に違反して、許可なく樹木を伐採
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する行為をいう。 

森林法第 76 条の「無差別伐採」とは、所轄林務局の許可を受けずに、その単位又は単

位が所有する森林の森林地において、伐採許可書の交付又は伐採許可の時期、場所、量、

種若しくは方法を定めて伐採許可書の交付をすることをいうと規定している。 

森林法第 22 条の規定に違反して係争中の樹木を伐採した者は、無差別伐採として処

罰される。 

 

第 58 条 県級以上の人民政府の財政部門は、森林法及び本条令の規定に違反し、森林植生

回復料の全額を期限内に支払わない者を財政違反の処罰及び処罰に関する規則の関連

規定に従って処理しなければならない。 

 

第 59 条 森林の用途を無断で変更し、森林地を破壊し又は公益林を含む森林を不法若し

くは無差別に伐採するなどして、森林経営法及び行政法規の規定に違反した者は、当該

規定の範囲内で、より重い刑罰を科する。 

 

第 60 条 少数の樹木が行政処罰を受けずに２年以内に違法伐採又は無差別伐採された場

合、違法伐採又は無差別伐採の累積数で罰する。犯罪が成立した場合には、刑事責任は

法律に従って追及されなければならない。「２年以内」とは、従前の処罰のない行為が終

了した日から、その後の処罰のない行為が開始する日までの期間を基準として計算する。 

 

第 61 条 違法に伐採された森林は、権利者に返還しなければならない。権利者が特定でき

ない場合は、法律に従って競売を行い、収益は国庫に引き渡されるものとする。 

 

第 62 条 次に掲げる行為は、森林法第 80 条に規定する「重大事態」とする。 

（１）暴行又は脅迫を用いて監督検査を妨害する行為。 

（２）法執行官との暴力的な身体的衝突がある。 

（３）法執行機関の車両及び設備の損傷。 

（４）虚偽の資料や情報を提供する行為。 

（５）証拠の譲渡、破壊、又は隠蔽。 

（６）その他重大な事情。 

 

 

第 9 章 附則 

 

第 63 条 森林法及びこの条令における次の用語の定義は、次のとおりとする。 

（１）森林、雑木林、野生動植物、微生物等は、森林、雑木林、雑木林に依存して生存

している森林資源をいう。 

（２）森林被覆とは、一定の地域の森林面積及と土地面積の割合をいい、森林面積は樹

冠密度が 0.2 以上の樹木林地の面積、竹林地の面積、国が特別に定める低木林地の

面積が含まれます。森林材積とは、ある地域において胸高直径５cm を超える森林の

木材の総量をいう。森林木材の体積とは、森林樹木の幹の体積を指します。 

（３）国が特別に設けた低木林地とは、乾燥地域（極乾燥地、乾燥地、半乾燥地を含む）

に分布する低木林地で、年間平均降水量が 400 ミリメートル未満で、生態環境が脆
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弱で、保護目的で設計され、被覆率が 40％以上、多年生及び木質化した半低木を除

き、平均樹高が 0.5ｍを超える低木林地をいう。 これは、過去 30 年連続で年間平

均降水量が 400mm 未満の郡級の単位により決定される。 

（４）森林占有割当とは、省が年内に鉱物探査、採掘、その他各種土木工事を許可する

森林面積の上限をいう。 

（５）年間伐採割当量とは、特定の行政区又は森林管理単位における胸高直径 ５cm 以

上の森林資源の年間伐採及び消費の上限をいう。 

（６）在来樹種とは、その地域に自然に分布する樹種及び長年に渡って導入に成功し、

地域で良好な成績を収めている樹種をいう。 

（７）伐採方法 

主伐とは、成熟期に達した商業林や特定の栽培目的を満たした森林を、木材を得

る目的での伐採をいう。 

更新伐採とは、林分構造の調整、在来樹種の更新、生態保護効果の回復・向上を

目的とした生態保護効果が低下した公益林や過熟林の伐採をいう。 

撫育伐採とは、林分状態を改善し、林分構造を最適化し、樹木の成長を促進する

伐採をいう。 

成長と発展を目標として、森林内の一部の木は、貧しいものを伐採して良いもの

を残す、弱いものを伐採して強いものを残す、密に伐採してまばらな木を残す、適

度な強さを保つという原則に従って伐採する。 

低収量・低効率林の転換・伐採とは、優良樹種の導入や経済的・生態学的利益の

向上を目的として、低収量商業林や低品質・低効率の公益林の伐採をいう。 

その他の伐採は、上記の４つ方法以外の伐採をいう。これには、主に薪炭林や経

済林の伐採、森林火災防止のための林地伐採、害虫駆除、科学研究、建設プロジェ

クトのための森林の利用などが含まれる。 

 

第 64 条 伐採又は移植された樹木が国家重点保護野生植物若しくは国家重点保護樹木の

生殖資源又は古木・名木に属する場合は、野生植物、生殖資源、古木・名木の保護に関

する関連管理規則を遵守しなければならない。自然保護区に係る法令に森林資源の管理

に関する規定がある場合は、その規定に従う。 

 

第 65 条 この規程は、○年○月○日から施行する。 
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Ⅳ．タイ王国 

 

本章の目的は、『「クリーンウッド」利用推進事業のうち生産国における現地情報の収

集（熱帯地域）事業』において 2019 年に実施したタイに係る調査結果も踏まえ、その後

の情勢の変化や新たな制度等について明らかにすることである。 
 

 

１．森林の伐採段階における法令等調査 

タイでは、1941 年に森林法及び森林の改良を主な目的とする再造林法が制定され、

主要な林業関係法律として運用されてきた。その後、1960 年代に国立公園法（1961 年）

の他、野生生物や森林資源保護を目的とした法令が制定されて現在に至っている。 

経済林の活用、森林保護、野生生物の保護などの森林に係る諸政策は森林法を核とし

て運用されている。現行の森林法は 2019 年に改正したものであり、林産物の伐採及び

収集、印章（伐採木に施す刻印又はシール）、木材管理、森林の再生、罰則などを規定し

ている。森林法には木材管理に係る事項として、加工工場の管理や木材の移動に係る規

定も含まれている。 

森林の管理及び木材の取扱いに関係する主な法律には、次のようなものがある。 

 

表 4-1 森林の管理及び木材の取扱いに係る主な法律 

法令名 概 要 

森林法 
Forest Act B.E. 2484 
(1941) 

森林法及びその改正法。 

木材の生産、丸太及び木材製品の輸送並びに木材産業を規

制。 

保護林法 
National Reserved Forest 
Act B.E. 2507 (1964) 

保護林地域の利用及び利用許可を管理監督。 

商業用林植林法 
Commercial Forest 
Plantation Act B.E. 2535 
(1992) 

商業用林造林法及びその改正法。 

商業用林人工林として登録された地域から生産される木材

を規制。合理的な植林活動の実施を承認し、植林事業を促

進。 
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（１）森林の定義 

タイ王国（以下、「タイ」という。）では森林の定

義を、1942 年森林法（以下「森林法」という。）及

び天然資源環境省に属する組織である王室森林局

（以下「森林局」という。）の統計資料において次

のように定めている。 

i 森林法による定義1 

森林とは、土地法に基づいてまだ取得さ

れていない土地をいう。 

ii 統計上の定義 

森林とは、自然の草地及び岩場を含めて

樹冠が 0.5ha 以上を覆う土地で、ユーカリ

植林地、林間農地、ゴム植林地、オイルパー

ム植林地その他の非木材製品生産地を除く

ものをいう。 

 

タイでは、「統計上の定義」において森林の定

義から除く対象として掲げている「ユーカリ植

林地、林間農地、ゴム植林地、オイルパーム植林

地その他の非木材製品生産地」は農業省の所管

事項としている。ユーカリオイル、ゴムの原料

であるラテックス、食用油を採取するための樹

木の植栽地は、農産物を生産するための農地の

扱いである。 

森林局が「統計上の定義」に基づき集計して

発表した2021年の森林面積は、1,635万4,000ha、

森林率は 31.6％である。森林率は 1973 年の

43.2％から 2006 年には 30.9％までに縮小する

が、その後若干拡大して現在に至っている。 

 

（２）森林の区分 

前掲の統計上の定義による森林は全て国有であり、森林局は立木の所有権を基準とし

て、次のように森林を公有林（Public Forest）と私有林（Private Forest）に大きく区分し

て業務を行っている。 

i 「公有林」とは、土地及び立木が国有である森林をいう。公有林にはコンセッシ

ョンを設定する場合がある。 

公有林には保護林（Conservation Forest）が含まれ、保護林の指定は国王の勅命

を王室官報に掲載して行う2。 

ii 「私有林」とは、土地は国有であるが立木は私有である森林をいう。私有林の場

合は、国が民間の個人又は法人と土地のリース契約を締結している。国から土地

のリースを受ける民間の個人又は法人は、土地のリース料とロイヤリティーの支

                                                 
1 森林法第４条第１項。 
2 森林法第 28 条。 

表 4-2 森林面積の推移 
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払い義務を負っている。リースを受ける民間の個人又は法人は、リース契約を締

結する前に行う森林局への登録において、森林関連法令を遵守し、適正な森林管

理を行う宣言をする宣言書を森林局に提出する3。 

 

なお、森林局は「林業」の監督を中心的に行う天然資源環境省傘下の行政機関である。

森林の内、経済林は森林局が担当している。一方で天然林は、天然資源環境省が担当し、

天然林の内の国有保護林は森林局が、国立公園、野生動物保護区及び狩猟禁止地域は同

省傘下の国立野生動物植物保護局が担当している。 

 

表 4-3 森林規制区分別森林管理担当行政機関 

区 分 担当行政機関 備  考 

経済林 森林局  

天 然

林 

 天然資源環境

省 

 

国有保護林 森林局 木材、林産物その他の天然資源に

保護を要する場合は、森林法に基

づき国有保護林に指定。 

国立公園、 

野生動物保護区及

び 

狩猟禁止地域 

国立公園野生

動物植物保護

局 

 

 

（３）規制樹種と伐採許可 

タイでは森林資源を保護するための保護林を設定する以外にも、樹種別に「規制樹

種」と「非規制樹種」を設定し資源の保護を行っている。 

規制樹種には次の二つのタイプがあり、規制樹種の指定は国王が勅令により行う。 

 

【規制樹種の区分】 

i タイプ A（一般規制樹種） 

タイプ A は、チークその他の一般的な 160 の樹種が該当し、伐採をするとき

には天然資源環境大臣が承認した伐採許可を要する。タイプＡに該当する樹種

には、タイにおいて代表的な次のものが含まれる4。 

• Teak (Tectona grandis) 

• Yang (Dipterocarpus alatus) 

• Padauk (Peterocapus macrocapus) 

• Merawan (Hopea odorata) 

• Teng、Chick又はSiamese Sal (Shorea obtuse) 

• Daeng 又は Ironwwod (Xylia xylocarpa) 

• Rosewood (Dalbergia cochinchinsis, Dalbergia cultrata, Dalbergia oliveri and Dalbergia 

parviflora) 

                                                 
3 森林法第 14 条。 
4 Forest Trend, “Timber Legality Risk Dash Board: Thailand”, USDA, October, 2021, p 2. 
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• Doussie (Afzeria xylocarpa) 

 

 

ii タイプ B（特別規制樹種） 

タイプ B は、希少又は保存すべき樹種で、天然資源環境省大臣の特別な許可

がない限り伐採を禁じている樹種をいう。タイプ B の対象樹種には、次のもの

が含まれる5。 

• Benzoin (Styrax Benzoides) 

• Mansonia (Mansonia gagei) 

 

天然資源環境大臣の承認により発行される伐採許可は、公有林及び規制樹種の伐採

をするときに必要である。 

伐採許可制度については、2022 年に一部改正がなされた。森林局は、タイプ A の規

制樹種に指定されているチークついて、2022 年から造林法で定める自己宣言を行った

個人が行う人工林材の伐採については、伐採許可を取得しなくとも伐採できるように

制度を改正した。森林局は、私有林における再造林許可以外の土地保有、立木所有、伐

採木の移動その他の林業活動に係る事項を許認可の対象からはずして自由化しており、

この私有林のチーク人工林材の伐採に係る制度改正も、その改正作業の一環として行

なっている。 

一方で公有林の伐採は樹種に係わらず許可制である。伐採ライセンスには、公的な

スタンプを表示し、ライセンス文書上の許可記載事項以外の伐採や寸法制限を下回る

造材を禁止している6。 

なお、公有林に於ける伐採及び規制樹種の伐採については、ライセンス発行時の手

数料の他、指定した料率又額のロイヤリティーの徴収が行われている7。 

 

（４）天然林伐採の禁止 

タイでは 1989 年１月以降、特別な事由がない限り天然林の伐採を禁止している。天

然林の伐採禁止は、1988 年 11 月に高地の地滑りを主因として発生したタイ南部の大

規模洪水を契機とした措置である。タイ政府は、政治的決断により天然林における伐

採ライセンスの即時停止を行うとともに、林業政策の重点を天然林保護に置く方向に

転換した。 

 

（５）人工林 

森林局は、天然林の保護とともに人工造林による経済林開発を促進する政策をとっ

ている。人工造林は、公有地及び利用権が認められている「私有地」でその多くが行わ

れている。経済林の人工林としての公有地の利用権は、次の機関によって付与されて

いる8。 

 森林局 

                                                 
5 Forest Trend, “Timber Legality Risk Dash Board: Thailand”, USDA, October, 2021, p 2. 
6 森林法第 11 条－第 13 条。 
7 森林法第 14 条。 
8 APEC Expert Group on Illegal Logging and Associated Trade (EGILAT), “Timber legality guidance template for Thailand”, 

October, 2022 p 2. 
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 社会開発安全保障省共同促進局及び社会開発福祉局 

 財務省 

 

現在、天然林の伐採が禁止されているタイにおいては、商業用木材の生産は、ゴム

ノキ、ユーカリ、アカシアその他の早生樹種に強く依存している。森林局職員によれ

ば、森林局としては、商業的価値の高いチークの植林を推奨したいが、人工造林の多

くを担う小規模零細な土地保有者である農民は、伐期が長いチークよりも短いサイク

ルで現金収入が得られる早生樹種による造林を選択してしまうということであった。 

タイの人工林樹種には、チークの他に次のようなものがある9。 

 Acacia (Acacia auriculiformis, Acacia mangium) 

 Australia Pine Tree又はWhistling Pine Tree (Casuarina equisetifolia) 
 Black Palm (Borassus flabellifer) 

 Burmese Grape (Baccaurea ramiflora) 

 Eucalyptus (Eucalyptus spp.) 

 Leuceana (Leuceana leucocephala, Leuceana spp.) 

 Plum Mango (Bouea macrophylla) 

 Rain Tree (Samanea saman) 

 Red Palm, or Coconut Palm (Cocos nucifera) 

 Rubberwood (Hevea brasiliensis) 

 Savukku Maram (Casuarina junghuhniana) 

 Sentang (Azadirachta excelsa) 

 Tamarind (Tamarindus indica) 

 

2019 年の森林法改正においては、それまで実施していた人工造林樹種の指定に関す

る規定を改正し、土地法の規定により土地の保有権が確定している私有人工林保有者

は、自由に植林樹種を選択できるようになった10。すなわち、人工林保有者は森林法の

改正により、例えばそれまで植林が禁止されていた前掲のタイプ B（特別規制樹種）の

規制樹種による造林もできるようになった。 

なお、森林局によれば、農業省が所管している現在のゴムノキのプランテーション

面積は約 390 万 ha であり、この内の、310 万 ha（79％）は小規模な農家により所有さ

れている。さらに文献によれば11、ユーカリの植林地が 2020 年に 48 万 ha 存在してい

る。 

 

 

（６）伐採主体 

タイにおける伐採は、森林産業協会（FIO：Forest Industrial Organization）がその大部

分を担い、この他に農民が少量の伐採を行っている。 

森林産業協会は、国が 50％、農民を主体とした地域住民が 50％を出資している「民

間機関」で、全国 77 県に事務所を配置し、造林、育林、伐採その他の林業事業並びに立

木及び丸太のオークション販売を主な事業としている。 

                                                 
9 Forest Trend, “Timber Legality Risk Dash Board: Thailand”, USDA, October, 2021, p 2. 
10 2019 年４月 18 日付王室官報第８号。 
11 Forest Trend『前掲書』15 頁。同書によるゴムノキのプランテーション面積は 350 万 ha。 
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森林産業協会が伐採を行うときは森林局に伐採の許可申請を行い、森林局は伐採申請

があったときは伐採予定地を踏査してから伐採許可を与えている。 

 

（７）ゴムノキの伐採 

森林局の説明によれば、年間伐採目標を３万 2,000ha に設定しており、実際の伐採も

この面積に近い規模で実施している。 

ゴムノキのプランテーションを含む農業指定地域内における伐採には、官報による

公表又は当局からの許可とともに、天然資源環境大臣による許可が必要である12。ラテ

ックスを採取し終わった後のゴムノキ（伐期は 25～30 年）の伐採は、タイ・ラバー協

会（The Thai Rubber Association）13が小規模農民の伐採許可に係る業務を行うことでコ

ントロールしており、ゴム生産農家の 90％がこの協会に加入している14。 

ゴムノキの植栽及びプランテーションの運用は農業省の所管である。しかし、ゴムノ

キを伐採した後の丸太の所掌は森林局に移り、ゴムノキの丸太の取扱いにも森林法を

はじめとする林業関連法令が適用される。 

森林局は 1989 年に天然林の伐採が禁止されてから、タイの主要産業用樹種であるチ

ークの丸太生産量を回復するためにチークの人工造林を推進しているが、人工林のチ

ークは伐期に達していないものが多い。現在、人工林チークは、農民が数本の立木を伐

採して出荷する形態が一般的であるため、産業用の国産材としては集荷がしやすいゴ

ム材がより重用されるようになっている。 

森林局によれば、一年間で伐採する約３万 2,000ha のゴムノキから、製材用原木が

300 万ｔ、スラブ16用原木が 240 万ｔ、チップ用原木が 240 万ｔ、鋸屑が 6,000ｔ、伐根

が 100 万ｔ（ともに概数）生産されている。 

タイではゴムノキは在来樹種であり、ラテックスを採取するための農産物という位

置付けであること及び伐採したゴムノキは農業副産物であることから、森林局でもゴ

ムノキの合法性確保に係る規制をしてこなかった。しかし、主に欧州からゴムノキの合

法性確保に係る規制を要望する声が高まっているため、森林局で対応を検討しはじめ

ている。 

 

（８）登録スタンプの打刻又は販売用シールの表示 

生産した規制樹種の丸太については、森林局に印影を登録しているスタンプ（ロイ

ヤリティースタンプ）の打刻17又は販売のための政府が発行したシールの表示により、

登録、許可、料金その他の省令が定める要件への適合を証明しなければならない。ス

タンプの打刻がない又は販売のための政府のシール表示がない制限樹種の丸太を所有

している者には、木材を合法的に取得した事実を証明できる場合を除き、森林法の罰

則規定を適用する18。 

なお、スタンプは伐根にも打刻し、再造林手続きを行う際に森林局担当官が伐根の

スタンプを確認する。 

                                                 
12 森林法第 54 条。 
13 https://www.thainr.com/en/ 
14 森林局による説明。 
16 スラブとは、一面又は二面を製材した板材をいい、テーブルトップやベンチの座面、内装材などに用いられる。 
17 森林法第 35 条及び森林法第 69 条。 
18 森林法第 69 条。 
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（９）丸太の売買及び輸送 

伐採した丸太の販売は、森林産業協会（FIO）による立木及び丸太のオークション又

は農民による個別販売が主な方法である。 

加工工場が丸太を集荷するときは、まとまった量を出展する森林産業協会のオーク

ションを利用する他に、加工業者向けの丸太を集荷するコントラクターを利用する場

合がある。 

森林法第 39 条の規定は、丸太及び木材製品を移動するときは、省令が定める要件に

基づき当局が発行する貨物の内容、輸送区間その他の事項を記載した輸送証明書の携

行が義務づけている。ただし、森林局の説明によると、輸送証明書の携行は、所有権の

移転を伴わない移動の際には不要である。 

輸送証明書は、森林検問所を通過するときに担当職員に提示しなければならない。

出荷者は、森林検問所に移動する貨物に係る情報を事前に通知し、森林検問所の職員

が検問所を通過しようとしている貨物の内容を事前に通知された情報及び輸送証明書

の記載事項と照合して確認する19。 

なお、職員からの書面による許可がない限り、日没から日の出までの時間帯におけ

る森林検問所の通過は禁じられている20。ただし、コンセッションが経路探索証明書等

を所持している場合は、輸送証明書の携行及び特定時間帯における森林検問所の通過

を禁止する規則の適用は除外される21。 

 木材の輸送証明については、製品の輸送証明書と併せて木材のトラッキングシステ

ムを構築する試みがなされているので、次項の木材流通段階における法令等調査でま

とめて報告する。 

 

２．木材の流通段階における法令等調査 

 

（１）木材及び木材製品の証明書の発行に関する森林局規則 

2019 年の森林法の改正により、国外への取引及び輸入を行う木材、木材製品及び木

炭については、国際競争力を確保するために「王国外での取引又は輸出のための木材

及び木材製品の証明書」を発行することとなった22。このため、2020 年３月に王室官

報により、「「国外への取引及び輸出を行う木材、木材製品又は木炭の証明書の発行に

関する森林局規則」23が公布された。同規則の公布により、ゴムノキを除く丸太及び製

材品並びに木炭の輸出には、この規則による証明書が必要になった。 

なお、これ以上加工を要さない最終製品である木材製品の輸出及び次に掲げる物品

の輸出には、この証明書及び輸出許可を要さない。 

 藤 

 竹 

 葦 

 ヤシの木 

                                                 
19 森林法第 40 条。 
20 森林法第 41 条。 
21 森林法第 42 条。 
22 森林法第 18 の２条。 

23 2020 年３月 31 日付け王室官報特別セクション第 74 号。この規則は、2020 年４月１日施行。 



 

93 

 

 根 

 蔓 

 単板 

 おが屑 

 ペレットを含む木材チップ 
 

参考のために、2020 年３月の王室官報により公示された「国外への取引及び輸出を

行う木材、木材製品又は木炭の証明書の発行に関する森林局規則」の内容（仮訳）を本

章末尾に掲載する。 

 

（２）木材の輸出入制限 

日本貿易振興機構（JETRO）の「ビジネス短信」（2023 年６月 26 日付）によれ

ば、タイ商務省は 2023 年４月 28 日付で二件の通達を発表した（2023 年５月 18 日

付官報）。 

その一つは、「原木、加工木材、木工製品を輸入禁止又は輸入証明書を要する商品

に指定する件」である。この通達の主旨は次のようである。 

 タイ西部のミャンマーと国境を接しているターク県、カンチャナブリ県及び

メーホンソン県の税関を通じた原木輸入を禁止する。 

 メーホンソン県の税関を通じた加工木材の輸入を禁止する。 

 カンボジア及びラオスからのローズウッドの原木及び製品の輸入を禁止す

る。 

 上記以外のから原木、加工木材及び木工製品を輸入する場合は、輸出当局が

発行した原産地証明書又は輸出許可証の提示を求める。 

 この措置は 2023 年７月 17 日に発効する予定である。 

 

二件目は「ローズウッドを禁止品目に指定：一部の原木、加工木材、木工品、根

巻をした樹木の輸出許可対象品に指定」であり、次の措置と管理対象品を決定し

た。 

 ローズウッドの原木、加工木材、木工製品の輸出禁止。 

 ローズウッド以外の原木、加工木材、木工製品、根巻の樹木を輸出すると

きは、輸出許可書の及び森林法に基づく木工製品、木炭の輸出に係る証明

書（（１）の項で報告した木材及び木材製品の証明書）の提出を求める。 

 輸出対象規制の対象からラバーウッドを除外する。 

 

JETRO が報道した二件の通達について 2024 年１月にタイ国内で確認にしたとこ

ろ、一件目の通達については発効を確認できなかったが、二件目の通達については

発効と実施を確認した。 
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（３）トラッキングシステムの実証実験 

森林局は、各種許可書、事業者の入出荷台帳などを使用したトラッキングシステ

ムの実証実験を行っている。この実証実験にどの程度の業者が参加しているかにつ

いては公表されていないが、業界関係者は、加工工場及び流通業者の４分の１程度

が参加しているのではないかと推測している。以下に、森林局が行っている実証実

験の状況を報告する。 

この実証実験は、既存の各種証明書及び木材の管理方法を活用しながら、伐採許

可書に付された書類番号を ID として、合法に伐採が行われた伐採地から、丸太の輸

送、加工工場の原木の入出荷在庫管理、製品加工及び製品の入出荷在庫管理、製品

の輸送、流通業者の製品入出荷在庫管理を経て、最終的には合法的な丸太生産、木

材加工及び流通に係る情報を建築業、家具製造業その他の木材需要者に提供する制

度を合理的に運用する方法を探ることを目的にしている。 

このシステムにより、流通の川下に位置する関係者は、原木又は製品を販売した

業者から受領した伝票書類の記載内容を販売者に照会すれば、購入した木材のトラ

ッキングができるという仕組みである。 

 

①伐採地の情報 

この実証実験において、情報のスタート地点である伐採地では、森林産業協会

その他の大規模伐採事業者にあっては行政機関、農民その他の個人伐採者にあっ

てはコミュニティーの代表者に次に掲げる文書を用意して、その内容が正確であ

る証明書の発行を依頼する。 

 人工林所有証明書の写し 

 伐採量証明書 

 各本に番号付けをした丸太の明細書 

 GPS データを含む伐採地の地図。 

 

伐採地から丸太を輸送するときは、上記箇条書きの書類に 

 伐採が法令を遵守して的確に行われたとの行政機関又はコミュニティ

ー代表による証明書、 

 木材（丸太）移動証明書（木材移動のための木材登録書） 

を加えて、丸太を輸送する担当者に丸太の納品先への手交を依頼す

る。 

 

②木材移動証明書 

木材移動証明書は、丸太の所有権の移転をともなう移動をするときに必要な書

類であり、伐採業者から加工工場に販売目的で丸太を移動するときの他、加工業

者間で売買した丸太を移動するときにも使用される。一方で、木材移動証明書

は、同じ事業者が所有する二か所の保管場所を結ぶ移動のような丸太の所有権の

移転が伴わない移動をするときには不要である。 

この木材移動証明書の取扱い方法は、後述の製品の移動証明書についても同じ

である。工場から離れた倉庫に保管目的で製品を移動するようなときは、製品の

移動証明書を必要としない。 
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さらに、木材移動証明書は、丸太を積載したトラックが森林検問所を通過する

ために必要な書類である。原則として森林所有者は、森林検問所に丸太荷口の内

容とトラックの通過時間を事前に連絡する。森林検問所では、移動証明書の記載

内容と事前に受けた荷口の情報及びトラックに積載している荷口の適合を確認す

る。 

図 4-1 の木材移動証明書（表面）には、次の情報が記載される。 

A． 出荷に係る情報 

a． 伝票番号（№）及び伝票の冊番号（Vol）並びに出荷者事業所名又は

氏名。 

伐採者が提供したこれらの情報がトラッキングの ID となる。 

b． 発行日時及び出荷場所 

c． 許可認可の名称とその番号（伐採許可番号等）及び許可年月日 

d． 移動する丸太の樹種、本数及び材積（㎥） 

B． 輸送に係る情報 

a． 移動先の名称及び所在地。 

b． 輸送手段。 

C． 木材移動管理責任者名 

D． 木材登録書の一覧表 

輸送する丸太荷口に添付された輸送証明書の一覧表で、丸太の流通業

者の便宜のために積載している丸太に係る移動許可発行及び木材登録書

（木材移動許可書の裏面）の発行に係る情報が三件記載できるようにな

っている。 

一覧表の許可発行欄に記載する伝票番号（№）及び伝票の冊番号

（Vol）は、A のａ項に掲げた番号である。 

E． 証明書の期限についての注意書き 

 木材移動証明書の有効期間は、発行後 24 時間以内であるので期限と

なる年月日と時間が記載されている。 

F． 自己宣言及び署名 

法令を遵守して木材を移動する宣言を行い、出荷地の代表及び担当者

並びに移動担当者が署名をする。 

G． 割印 

 担当行政官が正規の証明書であること証するために、書類に割印を施

す（図 4-1 の左側）。 

  



 

96 

 

図 4-1 木材（丸太）移動証明書（表面） 
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図 4-2 木材（丸太）移動証明書（裏面） 
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図 4-2 は木材移動登録書であり、両面刷りされた図 4-1 の木材移動証明書の

裏面である。この書類によって、丸太の登録を行う。記入内容は、次のとおり

である。 

A． 書類番号（表面の番号に同じ） 

B． 記入年月日。 

C． 登録する木材の情報。 

a． 木材の個別番号。 

b． 木材の書類名。 

c． 数量。 

d． 寸法。 

e． 材積。 

f． 伐採時に付された刻印又はシールの番号。 

 

③加工工場における原木と製品の管理 

加工工場では、入荷した原木と輸送担当者が携えてきた輸送証明書をはじめと

する書類の整合性を検査し、原木の入出荷在庫台帳に入荷した原木と受領した書

類のデータを記録する。 

加工工場が加工を施したときは、備えてある加工記録簿に使用した原木と生産

した製品の情報を記録し、さらに製品の入出荷在庫台帳に製品の「入荷」を記録

する。加工記録簿及び入出荷在庫台帳への記録は、原木に付されていた伐採に係

る ID 番号も記録されている。なお、加工工場で、生産した製材品からフィンガ

ージョイント材やパーケットのような二次加工品を行うときは、原木から製材品

を生産したときに使用する加工記録簿の他に、もう一冊、加工記録簿を準備して

データを記録しなければならない。 

加工工場の加工記録簿並びに原木及び製品の入出荷在庫台帳は、森林局が通常

であれば年一回行う加工工場への監査における監査対象である。森林局の監査担

当職員は、書類審査として加工記録簿及び入出荷在庫台帳と輸送証明書その他の

入出荷に係る関係書の整合性とともに、在庫状況を抽出調査により確認し、適正

な加工と入出荷在庫管理が行われている監査結果が得られたときは、加工台帳及

び入出荷在庫台帳に署名を施す。一方で、悪質な違反が認められた場合は、加工

工場の操業許可を取り消す。 

 

④製品の移動 

加工業者及び製品販売業者が製材品などの中間財を建築業者などの需要者以外

に販売するときは、製品の移動証明書が必要である。加工業者及び製品販売業者

が製品を需要者に販売するときは、需要者が購入した製品のトラッキングができ

るように販売明細書に販売する製品の ID を記載する。 

図 4-3 に示す製品の木材移動証明書は、「法律で規制（禁止）している木材製

品」というタイトルが付いているのでわかりづらいが、行政文書内では図 4-1 の

木材移動証明書の一行目に記載している「（３）木材移動」の項目で掲げる一つ

の様式になっているものと推測する。 

製品の移動証明書も基本的記載内容は、木材移動証明と同じであるが、異なる

点は出荷者が販売許可又は保管許可を所持しているかを記載（チェックする）す
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る欄があること（図 4-3 右上の吹き出し部分）、輸送担当者氏名及び輸送会社並

びに輸送する車両の車両番号を記載する欄があることである。さらに、書類末尾

には製品出荷者が書類の記載内容が適正であると宣言して署名し、検査担当官が

証明書の記載内容が適正であると認め署名をする欄はあるが、製品の移動証明書

には木材移動証明書のような有効期間が「発行から 24 時間以内」という制限が

ないため、証明書の有効期限を記載する欄が存在しないことである。 

製品の移動証明書の記載事項については、書類の左上に書類番号（№）及び

伝票の冊番号（Vol）、書類タイトルの右下に製品の移動証明書の発行地を記載す

る。その下に証明発行年月日を記載した後に、「私....（氏名）....〇年〇月〇

日書類番号〇番で法律で制限されている木材から加工された....(製品名)...

を...(数量)...記載している所在地で〇〇許可により取扱う」という文を構成

するように空白欄に記載するようになっている。トラッキングに用いる伐採に

係る ID の情報は、この欄の「〇年〇月〇日書類番号〇番で」の部分である。 
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図 4-3 製品の移動証明書 

 



 

101 

 

さらに、書類中央部には、加工工場の操業許可及び販売許可に係る事項を記

載する欄があり、その下には、輸送と移動先に係る情報を記載するようになっ

ている。 

製品の移動証明書の裏面（図 4-4）は、木材の輸送証明書と同じように移動す

る木材の登録を行うための木材製品登録書がある。 

この記載方法は、木材移動登録書（図 4-2）と同じである。 

 

⑤トラッキングシステムによる合法性証明の利用 

現在、実証実験に参加している事業体は、トラッキングが可能な販売明細を木材

需要者に提供している。しかし、実証実験ではトラッキングの精度等を計測してい

る最中と思われる。 

さらに、タイでは木材合法性制証明システムを EU とともに構築中で、トラッキ

ングに使用するデータベースシステムが稼働していない。現在の実証実験中のトラ

ッキングシステムの実施体制が整い、制度化され、一般の需要者がトラッキングシ

ステムの情報を利用できるまでには、しばらく時間がかかりそうである。 
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図 4-4 木材製品登録書 
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３．木材生産・流通状況 

（１）木材加工産業 

森林局がウェブサイトで公表しているデータによれば、2021 年度に森林局は、合計

１万 3,411 件の加工事業設置許可を発行している。 

この許可は、毎年更新されるもので、表の許可件数には許可を更新した既存の加工

事業施設の件数が含まれている。表中には、新規に木材加工所を開設するための許可

件数が 2,825 件含まれているので、更新のための許可発行件数は１万 559 件である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表 4-4 によれば、機械による木材加工工場の設置許可件数は 5,154 件であり、この

内、仏具商品加工許可件数を除いた件数は 1,670 件である。 

森林局が発表している 2019 年の加工工場件数は 6,211 件であり、その内訳は次のと

おりである25。 

 

【2019 年の加工工場数】 

 機械を使用する加工工場  1,093 件 

 工作機械を使用する加工工場 3,073 件 

 手作業で木材を加工する工場 1,193 件 

 木工品を手作業で加工する工場   703 件 

 商業用木材加工      76 件 

 その他       73 件 

 

なお、統計上は 2021 年においても「手作業で木材を加工する工場」に事業許可を与

えているように集計しているが、2019 年の森林法改正により事業許可を取得しなけれ

ばならない加工事業の範囲が縮小し、手作業で木材を加工する工場は設置許可の対象

                                                 
25 https://forestinfo.forest.go.th/ 

表 4-4 加工事業設置許可発行件数（2021 年度） 
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からはずされている26。 

次に掲げる木材加工については、加工事業設置許可が不要である27。 

i 丸太の造材（枝払いや玉切り）。 

ii 手作業で木材を加工する工場 

iii 商取引以外の目的による丸太又は木片の加工。 

iv 合法的入手が証明できる加工木材の所為。 

v 保有していない木材の加工。 

vi 営利目的ではない証拠を備えている未加工の制限樹種の人力による加工。 

 

 

（２）加工工場で使用が許可されている木材 

森林法では、加工工場が使用できる木材を次のように定めている。 

i 使用料や森林維持費が支払われている木材、伐採が許可されている木材又は森

林局の許可書があり許可印が押されている木材。 

ii ロイヤリティーの支払いは完了していないが、伐採が許可され、役人がスタン

プを押した木材。 

iii 政府から購入した木材で、役人がすでに政府の印を押して販売しているもの。 

iv 木材加工許可所持者の加工木材で、木材加工許可所持者の加工木材により添付

された文書がある又は職員の ID が証拠として記録されているもの。 

v 輸送許可書が添付されている輸入材。 

 

森林局は、適正な原料の使用と製品の管理のために、製材工場、二次加工工場その

他の木材加工工場に、原料の入出荷在庫日報及び生産した製品の加工生産実績日報の

作成と管理を義務付けている。 

森林局は、加工工場及び流通業者を年一回監査している。監査では、抽出検査によ

り木材を管理する各種日報と原料及び加工した製品の適合を確認する。監査の結果、

悪質な不適合が明らかになったときは、加工工場の加工事業設置許可を取消している。 

なお、タイ国内における木材製品の需要は、内装材、家具材、雑貨品などである。内

装材は下地用の製材品、床や壁の下地又は化粧に使用する木質パネルが主要製品であ

る。家具については、高級品のソファーのフレーム、テーブル、箪笥などにチークが用

いられている他、輸出用を含む屋内用及び屋外用の家具にゴム材が用いられている。 

タイでは一般的に木造住宅は建築されていない。 

 

（３）木材製品流通業者 

森林局の 2019 年のデータによれば、流通業者数は 3,053 件である28。森林局は、こ

れらの流通業者にも入出荷在庫台帳の作成を義務づけ、年一回の監査を実施している。

流通業者の他に、森林局のデータには工芸品を取扱う店舗が 4,885 件記録されている
30。 

  

                                                 
26 森林法第 49 条・第 49 条の２。 

27 森林法第 50 条。 
28 https://forestinfo.forest.go.th/ 

30 https://forestinfo.forest.go.th/ 
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（４）輸出入 

2021 年の木材輸出入量を表 4-5

に示した。輸出入ともに単板の量

が多いのが特徴的である。さらに

合板の輸入量も多くなっている。 

チップ・木質繊維、製材品、切削

板、繊維板、木質パルプ以外のパル

プについては、輸入量に対して輸

出量が大幅に多くなっている。 

2021 年の国別丸太・製材品輸入

量を表 4-6 に示した。同年の輸入

量は丸太が 22 万㎥、製材品は 50

万 4,000 ㎥である。丸太は米国か

らの輸入量が 20 万 1,187 ㎥と多

く、丸太輸入量合計の 91％を占め

ている。製材品については、米国

（15万1,445㎥）、日本（14万2,175

㎥）及びマレーシア（13 万 8,152

㎥）からの輸入量が多く、これら３

か国からの輸入量は、全輸入量の

86％を占めている。 

2021 年の国別丸太・製材品輸出量を表 4-7 に示した。度年においては、丸太を８か国

に対して、製材品を 13 か国に対して輸出している。丸太、製材品ともに主要輸出相手

国は中国であり、丸太の 95％（６万 56 ㎥）、製材品の 96％（234 万 5,645 ㎥）を中国に

向けて輸出している。 

  

表 4-5 林産物輸出入量（2021 年） 
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表 4-6 相手国別丸太・製材品輸入量（2021 年） 

表 4-7 相手国別丸太・製材品輸出量（2021 年） 
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（５）森林認証 

タイでは、森林認証は普及していない。

リースで小規模な公有地を確保して生産

した早生樹種の人工林材とゴムプランテ

ーションからの木材が商業用木材の大半

を占めているという丸太の生産構造が、森

林認証が普及しない要因であると考えら

れる。 

森林認証面積は、FSC で 17 万 3,519ha、PEFC では 3,068ha にとどまっている。さら

に CoC 認証については、FSC が 319 件、PEFC は 40 件である。 

タイでは、タイ森林認証協議会（Thailand Forest Certification Council (TFCC)）が 2016

年に PEFC との相互承認を締結している。」 

 

（６）違法伐採に関する関連情報 

森林局は、ウェブサイトで森林関係法

令違反事件の件数を公表している。これ

によれば、2021 年度（2020 年 10 月から

2021 年９月まで）の期間に発生した違反

事件は、森林への侵入に係る事件が 1,893

件、伐採に係る事件が 1,326 件、植物を

含む野生生物に係る事件が１件となって

いる。 

ウェブサイト上で公開されている最も

古い 2013 年からのデータの推移を表９

に示した。これによれば、伐採に係る事件

数は2015年の4,248件をピークに減少傾

向にあるが、2018 年までは約 3,000 件を

上回る高い水準で事件が発生していた。

ここ数年間、伐採に係る事件件数が減少

したのは、密輸の目的で伐採してきたロ

ーズウッドの枯渇と訓練を受けた準軍事組

織による取り締まりの強化にあるといわれ

ている31。 

さらに侵入に係る事件数は同じく 2015 年の 3,607 件をピークとして減少しているも

のの、2017 年以降も 2,000 件前後の件数で増減を繰り返している。 

タイの天然林における違法伐採は、いまだ軽視できない問題として存続している。

2021 年に森林局は、18 か所の国立公園で 171 件のシャムローズウッド（Dalbergia 

cochinchinensis）に代表されるローズウッドの違法伐採を報告している32。 

侵入に係る事件の多さは、タイの複雑な土地利用権をめぐる問題を背景に生じている

といわれている。文献によれば、何世代にもわたって居住していた土地から立ち退きを

                                                 
31 Forest Trend, “Timber Legality Risk Dash Board: Thailand”, USDA, October, 2021, p 15 
32 『前掲書』 

表 4-8 タイの森林認証面積、CoC 認証件数 

 
森林認証面積 CoC 認証件数 

(ha) (件) 

FSC 173,519 319 

PEFC 3,068 40 

資料：FSC（https://connect.fsc.org/impact/facts-figures） 
PEFC,”PEFC Global Statistics Data: December 2023” 

表 4-9 森林関連法違反件数 
   （件） 

年度 侵入 伐採 野生生物 

2013 2,801 4,029 57 

2014 3,189 7,315 － 

2015 3,607 4,248 103 

2016 3,139 3,508 84 

2017 2,279 3,014 － 

2018 1,829 2,966 6  

2019 1,726 1,749  23 

2020 2,199 1,423 3 

2021 1,893 1,326 1 

資料: 森林局   
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求められた先住民が、法律で立入りが禁じられているかつての居住地周辺の森林から離

れられずに土地を占有した結果、逮捕され有罪判決が下った事例が報告されている33。 

さらに、表 4-9 の内数には含まれていないが、公有地をリースして土地を確保してか

ら実施されるゴムノキやユーカリなどのプランテーションについても、土地の利用権が

確定する前に土地を占有して植林を行っている事例があるとの報告がある34。 

 

（７）その他 

タイでは、木材の生産、輸送及び輸出に係る許認可制度により多くの許可書及び証

明書が発行されている。 

Preferred by Nature は、合法性確認時の許可書及び証明書の確認作業をめぐる困難な

状況を軽減するために、EU の支援を受けて『タイの文書ガイド木材版（Thailand 

Document Guide， Timber）』（2022 年版）と題した林業・木材関係の許可書及び証明

書のサンプル集をウェブサイト（https://preferredbynature.org/）で公表している。この

出版物は、合法性を確認するための参考資料として有用であると考えられるので報告

する。 

収録されている書類は次のとおりであり各書類の解説と文書のサンプル画像を掲載

している。 

 

『タイの文書ガイド木材版』に掲載されている許可書及び証明書のサンプル 

i 土地保有権証書 – （Nor Sor 4 Chor）  

ii 人工林証明書 (Sor Por 3) 

iii 人工林許可書 (Por Sor 31) 及び (Por Sor 32)  

iv 森林法第 18/1 条および第 18/1 条に基づく木材生産地証明  

v 利用権許可 (STK 1 Kor; STK 2 )  

vi 使用証明書（NS-3） 

vii 伐採・伐採届出証明書（Sor Por 13） 

viii 制限種の収穫許可  

ix 人工林材梱包リスト (Sor Por 15) 

x 印鑑登録（Sor P8） 

xi 印鑑証明書（Sor P9） 

xii 移動許可書 

xiii 製材証明書 

xiv プランテーション年次管理報告書 （Por Sor 32） 

xv チェーンソー運転者免許（Lor Sor 3） 

xvi チェーンソー一時移転許可 (Lor Sor 13) 

xvii 社会保障登録証明書（雇用主用） 

xviii 労働許可証（外国人労働者用） 

xix 輸出許可書 

xx CITES 種の輸出入及び再輸出の許可 

                                                 
33 『前掲書』。. 
34 『前掲書』。 
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仏暦 2563 年（西暦 2020 年） 

【仮訳】 

森林局規則 

西暦2020王国外での取引又は輸出のための 

木材、木材製品又は木炭の証明書の発行に関する王立森林局の規制 

（王国外での取引又は輸出のための木材及び木材製品の証明書の発行） 

現在の森林の状況に合わせて木材、木材製品及び木炭の輸出対策の改善が必

要なため、西暦2019年森林法（第８号）により改正された仏歴2484年（西暦1941

年）の森林法第18/2条に基づき、王国外での貿易又は輸出用の木材製品及び木炭

には、貿易で競争する能力の強化をするために証拠を提出しなければならない。

木材の証明書を取得したい者は、貿易用の木炭又は木材製品を王国外に輸出する

ために、伐採プロセスの証拠を提示し、合法的に入手した木材を取引する必要が

ある。森林局長は、合法的に入手した木材の木材生産と貿易のプロセスを遵守す

るために天然資源環境大臣の承認を得て、政府許認可を円滑化する規則を次のよ

うに定める。 

 

第１条 この規則は、「西暦2020年王国外での貿易又は輸出のための木材、木材製品、

木炭の証明書の発行に関する王立森林局の規制」と題する。 

第２条 この規則は、王室官報に掲載された日の翌日から施行する（2020年４月１日施

行）。 

第３条 王国外への輸出のための木材、木材製品、木炭の証明書の発行に関する森林局

の規則（西暦2009年）を廃止し、この規則で規定に係る全ての規則、規制、通知

及び命令又はこの規則に反する若しくは矛盾する規定については、本規則を優

先して適用する。 

第４条 この規則における「証明書」とは、王国外での貿易又は輸出のための木

材、木材製品及び木炭の証明書、「木」とは木を、「木材」とは、加工してい

ない丸太を玉切した木材を、「製材品」とは加工された木材を、「樹木」と

は、別の場所に移植できるように根ごと掘り起こした生きた多年生植物をい

う。 

「木材製品」とは、発明品、器具その他の木材で作られたもの又は完成品

若しくは半製品として合法的に入手したコンポーネントとして木材を含むも

のをいう。 

「木炭」とは、木を燃やして得た炭、木炭粉及び木を圧搾した炭をいう。  

第５条 森林局長は、この規則を遵守する責任を負い、権限を有し、この規制

の遵守に関する問題を解釈し、決定する権限を有する。  

 

第１章 木材、木製品、木炭の認証 

 

第６条 主務担当官は、木材、木製品及び木炭を次のように認証する。 

（１）丸太及び加工木材は、次の種類の木材でなければならない。 

（a）土地法により、所有権又は占有権のある土地に生育する樹木。 
（b）大臣が発表内閣の承認を得て決定される権利文書の種類に応じて特典を

受ける植栽が許可された土地に生育する樹木。 
（c）合法的な入手を示す証拠がある木材。 
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（d）海外から輸入する木材には輸入証明書が必要であり、法律に基づく伐採

又は林産物の移動には、森林及び原産地を特定する原産地証明書（C/O）

又は輸出許可の証拠、製造国若しくは輸出国からの証明書その他の証明

された証拠木材の入手状況を示す所轄官庁が発行した証拠。 

（２）国産材は、第６条第１項の（a）、（b）又は（c）のいずれかの木材でなけれ

ばならない。 

（３）木材製品は、合法的な入手を示す証拠のある製品でなければならない。 

（４）木炭は、次のものでなければならない。 

（a）第６条第１項の規定の（a）又は（b）に基づく木材を原料にして得られた

木炭。 
（b）合法的な入手を示す証拠を付した木炭。 
（c）外国から輸入される木炭は、原産国又は輸出国が発行した原産地証明書

（C/O）又は輸出許可書に基づく木材若しくは林産物の輸送証明書又は

輸出証明書が必要である。 

 

第７条 証明書を申請する者は、申請書（様式６による）とともに次の補足資料の提出

を検討しなければならない。 

7.1 本人に関する証拠書類  

（１）個人 

（a）身分証明書又は身分確認ができる政府関係者のIDカード。 

（b）申請者の代理人に権限を付与する場合は、委任状、権限付与者の身分証

明書の写し若しくは政府の公的身分証明書の写し、身分証明書権限があ

る弁護士又は政府職員のIDカードの写し及び国民身分証明書の写しを

添付する。 

（２）政府機関又は国営企業以外の法人 

（a）法人登録の証拠又は登録証明書 

（b）当該法人の登録された覚書及び定款。 

（c）代理権を付与する場合は、委任状及び権限付与者の身分証明書若しくは

政府の公的身分証明書の写し又は認証された証明書の写し及び身分証

明書又は代理権を執行する弁護士の身分証明書を添付。 

 
7.2 木材、木製品、木炭の合法的入手を示す証拠書類  

法律 （１）王国の丸太、加工木材、枠木材 

（a）森林法第 18 の１条に基づく木材証明書。 

西暦2019年森林法（第８号）により改正した西暦1941年森

林法第18の１条に基づく認証を要求できる製品の種類により

対応する。 

森林局長によ

る指定 

（b)木材又は林産物の移動の要求。 

（c）森林植林法に基づく合法的取得の証拠を文書化する。 

（d）木材管理簿。 

（e）規定遵守の真正性を表明する自己宣言書。 

丸太の場合 （f）（a）又は（b）による証拠がない丸太、加工木材及びこん包材



Wind 137、特別セクション 74、王室官報、2020年３月31日 

111 

 

の場合、（c）、（d）又は（e）の木材の写真を添付し、簡単な

地図と所有権若しくは権利を示す文書の写し又は土地法に基づ

く占有又は許可書の写し。土地利用の許可を得た者は、大臣が発

行した権利文書の種類に基づいて土地を使用しなければならな

い。状況に応じて、樹木を生育又は植栽する場所は、内閣の承認

により決定する。 

 (２)王国に輸入される木材 

（a）木材又は林産物の輸送許可書又は加工木材に付随する文書、 

及び 

（b）原産地証明書（C/O）又は輸出許可の証拠。 

輸入相手国か

ら 

（３)建物や器具の状態にあった木材。 

（a）制限された木材又は制限された木材と同じ名前又は種類の木

材で、建築された状態にあるか国外に移動する用具として使

用されている状態にある、 

又は 

(b) 合法的な取得の証拠(森林法第39条に基づく適用（西暦1941年

森林法(西暦2019年第８号改正))35 

 （４）木材製品 

（a）加工品、器具その他の木製物に関する図書 

（b）合法的取得の証拠 

保護種 （５）木炭 

（a）木材又は林産物の移動採取又は 

（b）森林法（西暦1941年）の第18の１条（西暦2019年森林法（第

８号）により改正）に基づく、薪炭材取得を示す証明書。 

（c）王立森林局長が指定する薪炭材の取得を示す自己申告書。 

 

7.3 その他の関連文書及び証拠 

（１）木材、木製品、木炭に関する写真。 

（２）商品注文書のコピー。 

 
【申請】 

第８条 申請書の提出場所 

（１）バンコク地域の場合は、森林局に提出する。 

（２）その他の地域の場合は、地元の森林資源管理局又は地元の森林センター

若しくは森林保護開発部門に提出する。  

森林局長は、申請書が第１項の規定に指定した以外の場所又は他の方

法での提出を発表できる。 

 

第９条 担当官は、第７条に基づく申請を受けたときは、申請書及び申請書とともに提

出された書類又は証拠のリストを確認し、その内容が正確、かつ、完全であるこ

とを確認し、申請書に誤りがなく書類又は証拠に不備がない場合は、申請書の受

領書を様式７により申請者に発行する。役員は、証拠として様式７による受領書

                                                 
35 木材輸送証明書（訳者注）。 
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を申請者に交付する。 

申請に誤りがある場合、書類や証拠が不足した場合は、直ちに申請者に通知する。

その時点で修正又は追加できる場合は、申請者に修正又は追加の書類又は証拠の提

出を通知する。その時点で修正又は追加が不可能な場合は、申請者に通知し、欠陥

の記録と提出する追加文書又は証拠のリストを提供する。この請求を受領した日か

ら15日以内に瑕疵記録と書類リスト又は様式７で提出する追加の証拠は、申請者が

提出する。申請者が追加の書類や証拠を修正又は提出しなかった場合、申請書を処

分し、理由を書面で通知して申請者に返送したものとみなす。ただし、そのような

申請書の返送があった場合でも、申請者が新しい申請書を提出する資格は失われな

い。 

 

第２章 検査及び報告 

 

第10条 第８条の規定に定める提出機関は、森林局長又は地元の森林資源管理局長に報告

しなければならない。職員は、第８条の規定に基づく申請を受けた日から10営業日

以内又は申請者が書類若しくは追加証拠を訂正して提出した日から10日以内に、第

８条の規定による審査の結果を機関の長に報告しなければならない。第９条の規定

により、第８条の規定による機関の長は、報告を受けた日から２営業日以内に、森

林局長又は森林局長が指名した者の意見を付して、その結果を報告しなければなら

ない。 

第８条の規定に掲げる森林センター又は森林保護開発部門は、第１項の規定に基

づき、検査の結果及び森林資源管理局長の意見とともに森林局長又は森林局長が任

命した者に報告を行う。 

 

第11条 伐採木の信頼性を確認するために、職員は次の手順を実行しなければならない。 

（１）個別スタンプ（Tシール）として、始まりから順にその年の年番号、番号、各

樹木の番号を表示する。中心部の周長が100cm未満のサイズの木材については、

全ての丸太の片側の断面に個別スタンプ（Tシール）を表示する。 

（２）伐採した全ての丸太のリストを作成し、各丸太に樹種、材長、円周、数量、材

積、重量、個別スタンプ（Tシール）、西暦の略年番号並びに最初の注文番号

及び通し番号の詳細を記載する。 

（３）次の詳細事項を記載した検査結果報告書を作成する。 

（a）検査年月日 
（b）証明書を申請する人の氏名、姓、身分証明書番号及び住所 

（c）土地証拠の詳細（土地の位置、土地区画座標） 

（d）政府が使用するために国が留保している森林地域又は土地との重複の有無。 
（e）伐採された全ての丸太のリスト（種類、材長、円周寸法データを含む）、数

量、材積、重量、個別スタンプ（Tシール：西暦の略号、最初の注文番号及

び通し番号、伐採した立木の座標）。 

（f）輸出する丸太のリスト（木材の学名、材長、周囲長、数量、材積、重量を明

記）、個別スタンプ（Tシール；樹木、玉の連番、西暦の略号を表示）。 

（g）木の切株の断面の写真。玉切した全ての木材の両側の木口の写真。林業局

長が指定した項目に加えて、木材の検査、測定又はスタンピングの方法を

指定し発表する場合がある 
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第12条 第7.2項（１）（a）、（b）、（c）、（d）及び（e）、第7.2項（２）、第7.2 

（３）（a）及び（b）、第7.2 （４）（a）及び（b）並びに第7.2項（５）（a）、

（b）及び（c）のタイプ、サイズ及び数量と証拠との適合を確認する。 

 

第13条 木材が生育する区域外の丸太の検査において、第7.2項（１）（e）及び（f）に

基づく証拠がある場合は、土地にある切株を確認して、申請書で要求する木との

適合を確認する追加の検査を実施し、正しい場合は、職員が第11条（１）に基づ

いてスタンプを押す。 

第14条 第11条、第12条及び第13条の規定に基づく木材、木製品及び木炭の検査結果報

告書は、森林局長が指定する情報を記載して作成する。 

第15条 電子データの形式で本規則に基づく業務を行う場合は、電子取引法に基づき本

規則で使用し、訴訟を起こすのと同様の法的効果があるとみなされる。この手続

きは書面により行う。 

第３章 証明書の発行 

 

第16条 森林局長又は森林資源管理局長により証明書を発行する権限を与えられた者

は、第10条の規定に基づいて報告書の受領日から３営業日以内に証明書の発行を

検討し、その結果を申請者に通知する。 

証明書の有効期間は証明書の発行日から30日以内とし、証明書は様式８に従う。 

この規則により森林局長又は森林資源管理局長が指名された者は、指名を受け

た日から30日以内に大臣に対して任命に対する不服を申し立てる権利がある。 

第17条 証明書の発行に要する費用の率は、本規約の末尾の料金勘定によるものとする。 

第18条 申請書及び証明書の用紙は、本規則の末尾の様式によるものとする。 

第１項の規定による様式の変更又は追加は、森林局長が官報の告示により公

告する。 

第19条 王国外での取引又は輸出するための木材、木材製品、木炭の証明書は、この規

則に従って、この規則が発効する前に制定した西暦2009年林業局規則の輸出用木

材・木製品・木炭の証明書を王国外での貿易又は輸出のための木材、木材製品、

木炭の証明書として引き続き使用する。  
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2020年２月３日、アタフォン チャロエンチャンサ森林局長発表 

（様式６） 
王国外での取引又は輸出のための木材、木材製品、木炭の証明書申請書 

申請先  .................................................... 
日.....月..............仏年.......................... 

私 ......................................................................................................................................... 

年.............年 国籍 ............. 国民 ID 番号 ---- 
自宅／本社 
番号........................村............通り名................................................................. 

道..................................................................市....................... 

区........................................................................... 

地区  .................................州..................................郵便番号................................................. 
電話................................FAX.............................. E メール............................................................ 
 
森林局に申請書を提出するには、次を記入します。 

 
項目１：次の種類に分類された木材の証明書を請求します。 

 1.1 丸太（樹種、商品名及び学名を明記）………………………………………….. 

本数..............材積.......................㎥ 重量..........................................................kg./ton 

 1.2 木材加工品（樹種、商品名及び学名を明記）…………………………………… 

本数..............材積.......................㎥ 重量.........................................................kg./ton 

 1.3 こん包材（樹種、商品名及び学名を明記）…………………………………….. 

量...............ton 材積.................... ㎥ 重量 ....................................... ........kg./ton 
 1.4 建物や器具として使用されていた木材（樹種、商品名及び学名を明記） 

 ……………………………...…..  
量/シート/ピース/量..................... ㎥/重量................................... kg./ton 

 1.5 木製品（指定してください）……………………..………………………………… 

樹種、商品名、学名.................................…………………………………..…. 

量...................重量 ............................................ kg/ ton 

 1.6 木炭（樹種、商品名、学名を明記）…………..................................................... 

量...............��d/箱/袋の容量 ................... ㎥重量 ............................ kg./ton 

（各種類に複数の項目がある場合は、アカウントを付けてください。） 

項目 2．次の証拠を添付しました。 
2.1  人に係る証拠 

2.1.1 個人 

☐  (1) 申請者の国民IDカード/IDカード 政府職員（本人）の身分証明書 

☐  (2) 権限を委任して代理する場合 

☐ A. 委任状 
☐ B. 身分証明書のコピー/付与者及び弁護士の政府公的身分証明
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書のコピー及びそのコピーが正しいことの証明書。 

☐ C. 国民身分証明書/身分証明書 弁護士の政府関係者

（本人）の身分証明書 

2.1.2 政府機関又は国営企業ではない法人 

☐ 法人登録の証拠又は法人登録証明書。 

☐ 登録された有限会社の覚書及び定款。 

☐ 代理権を付与する場合は、委任状を添付してください。 

項目 3: 木材、木製品、木炭の供給源の証拠。 

3.1 丸太、加工木材、枠組木材 

3.1.1 王国で 

☐認証される製品の種類に対応した森林法第 18/1 条に基づく木材認

証。 

☐ 木材又は林産物を移動するための許可。 

☐ 再造林法に従って合法的取得の証拠を文書化。 

☐ 木材管理簿 

☐ 自己宣言書（Self Declaration） 
☐ (1)～(5)の証拠がない丸太、加工木材、枠組木材の場合は、写真

を添付してください。 植えられた木、簡単な地図と、土地法に

基づく所有権若しくは所有権を示す文書のコピー又はその許

可を与える文書のコピー。樹木が生育又は植樹する場所は、許

可された土地を使用し、権利書の種類に応じた特典は、大臣が

発表した場合、内閣の承認を得て決定する。 

3.1.2 王国に輸入された 

☐木材又は林産物の輸送許可証、又は渡航書類。そして 

☐原産地証明書 (C/O)又は原産地 (C/O) を示す送り出し国からの輸

出許可。 

3.2 以前に建物や器具として使用されていた木材 

 • 物品を県外に移動することを許可す

る。 
3.3 木製品 

 管理証 
3.4 炭 

  木材又は林産物の輸送の要請。 

   原材料の合法的な入手を示す証拠。 

 • (2.1) 森林法第 18/1 条に基づく木材証明書。 

 • (2.2) 自己証明書（自己宣言書）  
3.5 その他の関連証拠書類 

  木材、木製品、木炭に関連した写真。 

  製品注文書のコピーとINVOICE 
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第 4 項：第 1 項に定める物品は、......................................... 区........................................ 

県................................................................................................................. に保管される。 

輸出相手国..................................................................................................................... 
輸出者名及び住所................................................................................................... 
.......................................................................................................................................  
荷受人名及び住所............................................................................................... 
....................................................................................................................................  
INVOICE 番号………………….........................  
日付........................................................... 

 

 
私は上記に示されている又は添付されている宣言及び文書は全て真実であること

をここに証明します。 

 
(申請者署名).  .................................................  

(...............................................................) 
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担当官が、 
申請書類を確認した結果、不完全かつ不正確であることが判明し、申請者はそれら

を修正していませんでした。修正情報は正確であり、指定された期間内に修正を完了

する必要があります。...........年...........月の期日までに申請書類が正しく完成している

ことを確認してください。 
担当官の意見 
.............................................................................................................................................................. 
............................................................................................................................................................. 

 
申請書審査官署名 ....................................  

(...........................................................) 

所見 
氏名（Mr./Mrs./Miss）........................................... ..... 
職名.................................................. ......... 
同行者................................................................................................................................................. 
規定に基づく現地調査を実施する。 

(署名) ................................................................... 
(................................................................) 

職名.................................................................. 
担当官の所見 

検査は規定に基づき実施した。 

☐ 不正確です。結果は申請者............................................................................................... 

に通知してください。 

☐ 正解です。王立森林局長官に証明書の発行の提案が適切であると考えます。 
(検査官署名).  ............................................ �� 

(..............................................................) 

職名................................................................... 

指揮官の所見 
................................................................................... ................................................. 
.................................................................................................................................................... 

 
(署名).............................................................. 

(..............................................................) 

職名................................................................. 
森林大臣への上申 

承認 
却下 .............................................................................................. 

 
(署名).............................................................. 

(..............................................................) 
職名.................................................................. 
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(様式 7)  

王国外での取引又は輸出のための木材、木材製品、木炭の認証申請受領書 

日..............月............................年 …............... 

王立森林局は、..............................からの木材及び木材製品の証明書の申請を受領した。 

 

貿易用の木材製品又は木炭の木材証明書の要求を受領します。 

 

申請書と補足文書を確認した結果は、次のようです。 

 

森林局は、....................................................................の木材製品の木材証明書の申請を受領し、申

請と添付書類を確認した結果、次のように判断する。 

☐  文書及び証拠が完全かつ正確。 

☐  次の文書及び証拠が不完全又は不正確。 
1..................................................................................................................... 

2................................................................................................................... 

3..................................................................................................................... 
4.................................................................................................................... 

 

申請者は、この申請を受け取った日から 15 日以内に、申請を修正するか、追

加の書類や証拠を正確かつ完全に提出するよう通知されています。申請者が行動

を起こさない場合は、その期間内に修正するか、追加の書類や証拠を提出してく

ださい。森林局は申請者に申請書を返送しますが、申請者は証拠としてこの申請

書のコピーを申請者に渡しています。 

 

申請者に、この通知を受け取った日から 15 日以内に、申請書を修正するか、

正しく完成するための追加の文書や証拠を提出するよう通知する。 
王立森林局は、申請者が上記期間内に修正を行わない場合又は追加の書類や証

拠を提出しない場合、申請書を申請者に返送します。 

申請書受領者は、この申請受領書のコピーを証拠として申請者に送付します。 

 

 
署名..................................................申請者署名 ........................................ 検査員の要請 

(......................................................) (.................................................) 
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(แบบ รม.8) 
หนงสอืรบรองไม ้ผลติภณฑไ์ม ้

และถา่นไมเพอืการคา้หรอืสง่ออกไปนอกราชอาณาจกร 
Letter of Certification for Trade and Export of Timber, Wood 

Products and Charcoal 
ออกตามความในมาตรา 18/2 แหง่พระราชบญัญตัป่ิาไม ้พุทธศกัราช 2484 

และท่แีกไ้ขเพมิเตมิ 

เลขท่ ี

No. 

 

ใบสงัสนิคา◌ ้/INVOICE         インボイス 
เลขท ี

No. 

วนัที 

Date 

ผูส้ง่ออก/Exporter    輸出者 ผูซ้อื/Consignee    荷受人 
  

เลขประจาํตวัผูเ้สียภาษี         納税番号 
Tax ID 

ประเทศปลายทาง         仕向国 
Destination Country 

รายละเอยีดสนิคา้/Description of Consignment      商品明細 
ประเภท/Type ชนิดไม/้Species 

(ระบุไมท้อ่น/timber ไมท้อ่นขนาด 
เล็ก/roundwood ไมล้อม/balled tree ไมแปร 
รูป/sawnwood ชนิไมส้บั/wood chip ไมท้เีคยอยู ่
ในสภาพสงิปลูกสรา้งหรือเครืองใช/้used wood 
ผลติภณัฑ์ไม/wood products ถา่นไม/้charcoals 
หรืออ่นืๆ ) 
 
 

ช่อืสามญั/Common name    一般名 

ชือการคา้/Trade name        商業名 

ช่อืวทิยาศาสตร์/Scientific name      学名 

จาํนวน/ปรมิาณ(หน่วย)  
Quantity (unit)   数量／個数（単位） 

ปรมิาตร (ลบ.ม.)     材積（㎥） 
Volume (cu.m.) 

น้าํหนกั (กก./ตนั) 重量 
 Weight (kg./ton) 

   

แหลง่ทมีา/Source  由来 

木材、木製品及び

炭の輸送輸出証明

書 

 

森林法第 18/2 条、

タ イ 暦 2484 年 

(1941 年)及び追加

(木材、丸太、根巻きした木、製材品、木材チッ

プ、古材、木材製品、炭) 
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วนัทีออก    発行日 

Date of issue 

 

ลงชือ ............................................................
................. 

(...................................................................

.........) 

อธบิดีกรมป่าไม ้

Director General of Royal Forest 

Department 

วนัทีหมดอายุ  有効期限 

Date of expiry 

（署 名） 



 

121 

 

王国外での取引又は輸出のための木材、木材製品、木炭の証明書発行に要する費用。 
 
 

製品容

積

（㎥） 

製品重

量(kg) 

最長往復距離

（km） 

稼働日数

（日） 

総経費 
全費用 
経費全体 
(バーツ) 

27以下 20,000以下 200以下 1 1,400 
  201 - 400 2 3,600 
  400超 3 6,600 
28 - 55 20,001 - 40,000 200以下 2 2,800 
  201 - 400 3 5,400 
  401 - 500 4 9,600 
  500超 5 13,000 
56 - 80 40,001 - 60,000 200以下 3 6,000 
  201 - 400 5 12,000 
  401 - 500 7 21,000 
  500超 9 28,800 
80超 60,000超 200以下 4 8,000 
  201 - 400 7 16,800 
  401 - 500 9 27,000 
  500超 11 35,200 
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